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第5回エイズ予防指針作業班
日時 :平成23年4月 13日 (水 )

10時00分～12時00分

会場 :経済産業省別館

各省庁共用111:会議室(1:F)
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エイズ予防指針作業班構成員名簿

◎

◎は班長 (敬称略 :五十音順 )

氏 名 所 属 役  職  名

味  澤  篤 都立駒込病院感染症科
止
ロ 長

池 上 千 寿 子 特定非営利活動法人ぷれいす東京 代 表

大 平 勝 美 社会福祉法人はばたき福祉事業団 理  事  長

岡  慎  一 独立行政法人国立国際医療研究センター
エイズ治療・研究開発センター

セ ン ター 長

木 嶋 智 恵 全国高等学校校長協会 理 事

木  村  哲 東京逓信病院 院 長

高 間 専 逸 社団法人全国高等学校PTA連合会
△

= 長

堂 薗 桂 子 東京都福祉保健局健康安全部 担 当 課 長

長 谷 川 博 史
特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネット
ワークロジヤンププラス 代 表

保 坂 シ ゲ リ 社団法人日本医師会 常 任 理 事

町  野  朔 上智大学生命倫理研究所 教 授

南 砂 株式会社読売新聞東京本社 編 集 委 員

森 戸 克 則
特定非営利活動法人ネットワーク《医療と人

権》
理 事



エイズ予防指針作業班専門委員名簿

氏 名 所 属 役  職  名

市 川 誠 一 名古屋市立大学看護学部 教 授

岩 本 愛 吉 東京大学医科学研究所 教 授

加 藤 真 吾
慶應義塾大学医学部
微生物学・免疫学教室

専 任 講 師

兼 松 隆 之 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 名 誉 教 授

木 原 雅 子 京都大学大学院医学研究科 准  教  授

木 原 正 博 京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 教 授

白 阪 琢 磨
国立病院機構大阪医療センター
エイズ先端医療研究部

立
ロ 長

玉 城 英 彦 北海道大学大学院医学研究科 教 授

日 高 庸 晴 宝塚大学看護学部 准  教  授

( 略 :五十音順 )



平成 23年 3月 31日
第 4回エイズ予防指針

作  業  班  資 料

医療の提供について

(「総合的な医療提供体制の確保」関係 )



エイズ予防指針の3本柱
。■J襲型tLMニェ f=21墟1■.J染症                          上l塁基 並
0「エイズ予防指針」の基本

“

:な考え方 (①疾病概念の変化に対応した施策展開 ②国と地方公共団体との役割分担
の明確化 ③ 施策の重点化,に基づき、以下の施策を実施                 `r.:_■

《国が中心となる施策 :一般的な普及啓発》
,HIV/エイズに係る基本的な情報・正しい知識の提供
・ 普及啓発手法の開発、普及啓発手法マニュアル作成

《地方自治体が中心となる施策 :個別施策層に対する普及啓発》
・ 青少年、同性愛者への対応

《国が中心となる施策 :新たな手法の開発》
・ 外来チーム医療の定着
・ 病診連携のあり方の検討

《地方自治体が中心となる施策 :都道府県内における総合的な診療体制の確保》
・ 中核拠点病院の整備を始めとした都道府県内における医療体制の確保
・ 連絡協議会の設置等による各病院間の連携支援

０

０

０

普及啓発等施策の実施におけるNGO等との連携強化
関係省庁間連絡会議の定期的な開催による総合的なエイズ対策の推進
感染者・患者数の多い都道府県等(17地方公共団体)への重点的な連携

地方自治体向けエイズ対策マニュアヽ
0各地方自治体のHIV・ エイズ対策を効果的に支援するため、

〉
《国が中心となる施策 :検査相談に関する情報提供》
・ HIV検査普及週間(毎年6/1～ 7)の創設
・ 検査手法の開発、検査相談手法マニュアル作成

《地方自治体が中心となる施策 :検査・相談体制の充実強化》
・ 利便性の高い検査体制の構築(平日夜間・休日・迅速検査等)

・ 年間検査計画の策定と検査相談の実施

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業において、下記のマニュアルを作成



医療提供体allの再構築
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地方ブロック拠点病院

O 各ブロック内のエイズ医療の水準の
向上及び地域格差の是正に努める。

|1主な機能■|

0 各ブロックの代表的な病院
(各ブロックに 1つ又は複数設置)

0 高度なHIV診療 (専門外来、入
院、カウンセラー、全科対応 )の提
供

〇 ブロック内の拠点病院等医療従事
者に対する研修

0 医療機関及び患者・感染者からの
診療相談への対応等の情報提供

111111111114171:|

|1 
中核拠点病

墜
(H18創設)l |ビズ治療拠点病院量

■|≡F警聾■
〇 拠点病院との連携及び自治体間の工
イズ対策向上を図るための推進協議会
を離

0 原貝」として、各都道府県に 1つ設置
0 各都道府県の高度なHIV診療 (専

門外来、入院、カウンセラー、全科対
応)を行う。

O 拠点病院に対する研修事業の受託
0 医療情報の提供

○ 総合的なエイズ診療の
動

0 情報の収集、他の医療
機関への情報提供

O 地域内の医療従事者に
対する教育及び歯科診療
との連携

′量ヽ

喬ヽ/

ハ

Ｗ

1高度なHIV診療の実施

2必要な施設・設備の整備

3拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供

4拠点病院等との連携の実施 (緒纏鷲零鷲薩)



都道府県における中核拠点病院を対象とした主な施策   ,
(エ イズ対策促進事業)

A  県 エイズ治療拠点病院等連絡協議会の設置・運営

B  県
・エイズ治療拠点病院や患者及びその家族に対する派遣カウンセラー事業を中核

拠点病院に委託

C  県

・中核拠点病院からの依頼により、県が雇用するカウンセラーを派遣
・エイズ診療経験の共有化を図り、エイズ治療拠点病院・一般医療機関・その他

医療従事者間のネッ トワーク化を図るため、症例懇話会を開催

D  県

・県内のエイズ治療拠点病院を対象にエイズ医療体制及び医療水準の向上に関す
る研修会を実施を中核拠点病院に委託

・エイズ医療体制及び医療水準の向上に関する対策の検討とその基礎となる資料
の収集に必要な調査事業の実施を中核拠点病院に委託

巨  県 ・中核拠点病院においてエイズ診療に携わる医療従事者を学会等各種研修に派遣

F  県
・エイズ治療拠点病院を技術支援する役割 を担う体制を強化するため、中核拠点

病院の医療従事者をACCが 開催する研修に派遣

G  県

エイズ治療拠点病院の医療従事者等に対する各種研修の実施やHIV診療・ケ
アに関する情報提供、エイズ治療拠点病院以外の医療関係者に対する普及啓発
活動を中核拠点病院に委託

H  県 ・高等学校において、エイズ関連の出前授業を実施



地方公共団体に対するモニタリング
エイズ対策促進事業補助金田特定感染症検査等事業補助金 :

実績額(総事業費)の年次推移

億円   (平成18年度～平成21年度 )

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

H18 H19 H20 H21

20

都
道
府
県
数

都道府県における医療提供体制の整備状況
(平成18年度～平成21年度)

H19 H20

0

H18 H21

(注)「連絡協議会」とは、中核拠点病院がエイズ治療拠点病院等との連携を進めるために設置するものである。構成については、
一般医療機関や歯科医療機関との連携が国られるような委員の選任に配慮することとしている。

一 検査・機 枷 の充実

〔特定感楽症検査等事業〕

― 普及啓発薦 教育
(エイズ対策促進事業)

一 医療提供体制の再構築

(エイズ対策促違事業)



医療の提供に関する研究班
(厚生労働科学研究費補助金 )

1 指定型研究

研 究 課 題 名 研 究 年 度

HIV診療支援ネットワークを活用した
診療連携の利活用に関する研究

菊池 嘉
(国立国際医療研究センター )

平成20年度～22年度

HIV感染症の医療体制の整備に関する
研究

山本 政弘
(九州医療センター)

平成22年度～24年度

HIV・ HCV重複感染血友病患者の長
期療養に関する患者参加型研究

山下 俊―

(長崎大学 )
平成22年度～24年度

2 -般公募型研究 (臨床医学)

研 究 課 題 名 研 究 年 度

HIV関連Lipodystrophyの 克服に向け
て

秋田 定伯
(長崎大学)

平成20年度～22年度

血友病とその治療に伴 う合併症の克服に
関する研究

坂田 洋一

(自 治医科大学 )
平成21年度～23年度

HIV感染妊婦とその出生児の調査・解
析および診療・支援体制の整備に関する
総合研究

和田 裕―

(仙台医療センター)
平成21年度～23年度

安全な生殖補助医療を行うための精液よ
りのHlVウイルス分離法の確立

田中 憲―

(新潟大学 )
平成21年度～23年度

血液製剤によるHIV/HCV重 複感染
患者に対する肝移植のための組織構築

兼松 隆之
(長崎大学 )

平成21年度～23年度

HlV感染症及びその合併症の課題を克
月風する研究

白阪 琢磨
(大阪医療センター )

平成21年度～23年度

日和見感染症の診断/治療およびそれを
端緒とするHIV感染者の早期発見に関
する研究

安岡 彰
(長崎大学 )

平成21年度～23年度

多施設共同研究を通じた新規治療戦略作
成に関する研究

岡 慎―

(国立国際医療研究センター )

平成22年度～24年度

HlV感染症に合併するリンパ腫発症危
険因子の探索と治療法確立に向けた全国
規模多施設共同研究の展開

岡田 誠治
(熊本大学 )

平成22年度～24年度

HIVの構造、増殖、変異に関する研究
佐藤 裕徳

(国立感染症研究所 )
平成22年度～24年度

国内で流行するHIV遺伝子型および薬
剤耐性株の動向把握と治療方法の確立に
関する研究

杉浦 亙
(名 古屋医療センター)

平成22年度～24年度

(注)一般公募型研究 (基礎医学)及び若手育成型研究を除く。



四段表 エイズ予防指針

三 医療の提供

一 総合的な医療提供体制の確保

1 国及び都道府県は、患者等に対する医療及び施策が更

に充実するよう、国のHIV治 療の中核的医療機関であ

るACC、 地方ブロック拠点病院及びエイズ治療拠点病

院の機能を引き続き強化するとともに、新たに中核拠′像

病院制度を創設し、エイズ治療拠点病院の中から都導府

県ごとに原則として一か所指定し、中核拠点病院を中心

に、都道府県内における総合的な医療提供体制の構築を

重点的かつ計画的に進めることが重要である。

具体的には、ACCの 支援を原則として受ける地方ブ

ロック拠点病院が中核拠点病院を、中核拠点病院がエイ

ズ治療拠点病院を支援するという、各種拠点病院の役割

を明確にし、中核拠点病院等を中心に、地域における医

療水準の向上及びその地域格差の是正を図るとともに、

一般の医療機関においても診療機能に応 じた良質かつ

適切な医療が受けられるような基盤作りが重要である。

指針 に基づ く施策 議論の視点 対応策 (案 )

○今後も地方ブロック拠点病院へ
|

誦 百
~1

に

一

  |

|

○地方ブロック拠点病院ヘ

の患者の集中を是正するこ

とは重要ではないか。また、

その患者の集中を軽減させ

るためにも、中核・治療拠点

病院の連携や機能強化 (医

療水準の向上)も重要では

ないか。

○都道府県における診療の

主体である中核拠点病院と

地域医療の主体である治療

拠点病院 との連携 を密 に

し、地域格差が生じないよ

うな基盤作 りを行 うことは

今後も重要ではないか。

の患者の集中を軽減 させ るため

に、中核・治療拠点病院の連携や機

能強化 (医療水準の向上)を推進

するという趣旨の追加記載をする
べきではないか。

○地方ブロック拠点病院と中核拠

点病院との連携を深め、相互の研

修等により診療の質の向上を図れ

るよう、連絡協議会において医療

従事者への啓発も含む診療連携を

検討 していくことは重要であると

いう趣旨の追加記載をするべきで

はないか。また、地域の実情に応

じ、計画的にHIV医 療提供体制

整備を図るとともに、数値目標の

設定など、整備の進捗状況を評価

できる仕組についても検討するこ

とが重要であるという趣旨の追力日

記載をするべきではないか。

○医療提供体制の確保

(①ACC、 ②地方ブロ

ック拠点病院 (全国 8ブ
ロック)14病院、③中核

拠点病院 55か所、④エイ

ズ治療拠点病院 380か

所)

○エイズ対策促進事業に

よる補助 (都道府県等向

け)



四段表 エイズ予防指針 指金十に瑳書′づく施策 議論の視点 対応策 (案 )

○今後もこの取組を継続するべき

ではないか。

○地域の実情に鑑み、歯科診療確

保のために、ブロック。中核拠点病

院のコーディネイ ト機能のもと、
HIV診 療に協力する歯科診療所

との連携体制構築を強化するべき

であるとの追加記載をするべきで

はないか。

○拠点病院におけるコーディネイ

ターナースの配置を進めることは

重要であるという追加記載をする
べきではないか。

2 また、高度化したHIV治 療を支えるためには、専門

医等の医療従事者が連携 して診療に携わることが重要

であり、国は、外来診療におけるチーム医療、ケアの在

り方についての指針等を作成し、良質かつ適切な医療の

確保を図ることが重要である。

また、都道府県等は、患者等に対する歯科診療の確保

について、地域の実情に応 じて、各種拠点病院と診療に

協力する歯科診療所 との連携を進めることが重要であ

る。さらに、今後は、専門的医療と地元地域での保健医

療サービス及び福祉サービスとの連携等が必要であり、

これらの「各種保健医療サービス及び福祉サービスとの

連携を確保するための機能」 (コ ーディネーション)を
強化していくべきである。

○エイズ拠点病院地域別

病院長会議の開催

○医療従事者に対するH
IV医療等に関する研修

の実施

○医療の質の標準化を進め

るべく、患者に対するチー

ム医療やケアのあり方につ

いて指針等を作成すること

は今後も重要ではないか。

○医科診療の主体が拠点病

院であるのに対 し、歯科診

療の主体は診療所であるこ

とから、歯科診療の確保に

ついて、拠点病院と診療所

との十分な連携を図ること

は重要ではないか。

○ 「各種保健医療サービス

及び福祉サービスとの連携

を確保するための機能」(コ

ーディネーション)を強化

していくことは今後も重要

ではないか。



○研修 (エイズ予防財団

主催、ブロック拠点病院

主催、ACC主 催)の実

施

OA一 netの普及

○エイズ予防情報ネ ット

(ホームページ)の普及

3 +分な説明と同意に基づく医療の推進

治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するた

めには、医療従事者は患者等に対し、十分な説明を行い、

理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的に

は、医療従事者は医療を提供するに当たり、適切な療養

指導を含む十分な説明を行い、患者等の理解が得られる

よう継続的に努めることが重要である。説明の際には、

患者等の理解を助けるため、分かりやすい説明資料を用

意すること等が望ましい。また、患者等が主治医以外の

医師の意見を聞き、自らの意思決定に役立てることも評

価される。

4 主要な合併症及び併発症への対応の強化   しゅょぅ
HIV治 療そのものの進展に伴い、結核、悪性腫瘍等

の合併症や肝炎等の併発症を有する患者への治療も重

要であることから、国は、引き続きこれらの治療に関す

る研究を行い、その成果の公開等を行つていくことが重

要である。

5 情報ネットワークの整備

患者等や医療関係者が、治療方法や主要な合併症及び

併発症の早期発見方法等の情報を容易に入手できるよ

うに、インターネットやファクシミリにより医療情報を

提供できる体制を整備することが重要である。また、診

療機関の医療水準を向上させるために、個人情報の保護

に万全を期した上で、HIV診 療支援ネットワークシス

テム (A―net)等の情報網の普及や患者等本人の同意を

前提として行われる診療の相互支援の促進を図ること

が重要である。さらに、医療機関や医療従事者が相互に

交流することは、医療機関、診療科、職種等を超えた連

携を図り、ひいては、患者等の医療上の必要性を的確に

把握すること等につながり有効であるため、これらの活

動を推進することが望ましい。

四段表 エイズ予防指針 指金十に芝書てづく施策 議論の視点 対応策 (案 )

○医療従事者が患者等に対

し十分なインフォーム ドコ

ンセン トを行 うことは治療

効果を高める上で重要では

ないか。

○合併症・併発症の治療は

重要であり、国はこれらの

研究の推進 し、その成果を

公開していくことは重要で

はないか。

○情報ネットワークを通 じ

た医療水準の向上は重要で

あり、今後も進めるべきで

はないか。

○ブロック内外を問わず、

医療機関相互や医療従事者

間、診療科間等の連携は重

要ではないか。

○今後もこの取組を継続するべき

ではないか。

OI‐IIV感染に係る合併症。併発症

治療法の研究、特に肝炎に関する

研究は、その臨床像から今後強化

されるべきである、という趣旨の

追加記載をするべきではないか。

○個人情報の保護に留意しつつ、

今後もこの取組を継続するべきで

はないか。

○今後もこの取組を糸陛続するべき

ではないか。



在宅療養支援体制の整備

患者等の療養期間が長期化 したことや患者等の主体

的な療養環境の選択を尊重するため、在宅の患者等を積

極的に支える体制を整備 していくことが重要である。こ

のため、国及び地方公共団体は、具体的な症例に照らし

つつ、患者等の在宅サービスの向上に配慮していくよう

努めることが重要である。

治療薬剤の円滑な供給確保

国は、患者等が安心して医療を受けることができるよ

う、治療薬剤の円滑な供給を確保することが重要であ

る。そのため、国内において薬事法 (昭和三十五年法律

第百四十五号)で承認されているがHIV感 染又はその

lt■伴症状に対する効能又は効果が認められていない薬

剤の中で効果が期待される薬剤の医療上必要な適応拡

大を行 うとともに、海外で承認された治療薬剤がいち早

く国内においても使用できるようにする等の措置を講

じ、海外との格差を是正していくことが重要である。

ONGO等 による社会支

援の推進

○国内未承認薬 。適応外

薬の開発促進

○患者の治療における長期

療養化への対応は、それに

伴 う在宅療養の推進も考慮

し、非常に重要な問題では

ないか。

OHIV治 療薬を含め国内

未承認薬・適応外薬の開発

促進は、今後も重要ではな

いか。

○長期療養や在宅療養への体制を

整備を強化する趣旨の記載を追加

するべきではないか。

○今後もこの取組を糸区続するべき

ではないか。

人材の育成及び活用

良質かつ適切な医療の提供のためには、HIVに 関する

教育及び研修を受けた人材が、効率的に活用されることが

重要であるとともに、人材の育成による治療水準の向上も

重要であり、国及び都道府県は、引き続き、医療従事者に

対する研修を実施するとともに、中核拠 ,点病院のエイズ治

療の質の向上を図るため、地方ブロック拠点病院等による

出張研修等により支援することが重要である。

○研修会の実施 ○医療従事者への研修を実

施 し、必要に応 じて出張研

修等により対応することは

今後も重要ではないか。

○今後もこの取組を継続するべき

ではないか。



対応策 (案 )

個別施策層に対する施策の実施

個別施策層に対 して良質かつ適切な医療を提供するた

めには、その特性を踏まえた対応が必要であり、医療関係

者への研修、対応手引書の作成等の機会に個別的な対応を

考えていくこと等が重要である。

例えば、個別施策層が良質かつ適切な医療を受けられる

ことは、感染の拡大の抑制にも重要である。このため、都

道府県は、地域の実情に応 じて、各種拠点病院等において

検査やHIV治 療に関する相談 (情報提供を含む。)の機

会の増加を図るべきであり、特に外国人に対する医療への

対応にあたつては通訳等の確保による多言語での対応の

充実等が必要である。

OHIV専 門家研修の実

施

○ボランティア・通訳研

修 (エイズ予防財団主催)

の実施

○個別施策層に対 しては、

地域の実情に応 じた個別的

な対応を検討する必要があ

るのではないか。

○個別施策層の患者に対

し、検査・本目談の機会を拡充

することは重要ではない

か 。

○外国人に対する医療への

対応は今後も重要ではない

か。

○今後もこの取組を継続するべき

ではないか。

○個別施策層に対する検査・相談

の機会の拡充への取組は、今後強

化されるべきとの趣旨の追加記載

をするべきではないか。

○患者等が職業、国籍、感染経路

などによって医療やサービス、情

報の提供に支障が生じることのな

いよう、医療従事者に対する研修

を実施するという趣旨の追加記載

をするべきではないか。

日常生活を支援するための保健医療サービスと福祉サ

ービスの連携強化

患者等の療養期間の長期化に伴い、障害を持ちながら生

活する者が多くなつたことにかんがみ、保健医療サービス

と障害者施策等の福祉サービスとの連携を強化すること

が重要である。具体的には、専門知識に基づく医療社会福

祉相談 (医療ソーシャルワーク)等のほか、ピア・カウン

セ リングを積極的に活用することが重要である。また、患

者及びその家族等の 日常生活を支援するとい う観′点から、

その地域のNGO等 との連携体制、社会資源の活用等につ

いての情報を周知する必要がある。

○血友病患者等治療研究

事業の実施

○医療社会福祉相談や ピア

カウンセ リング等の活用を

通 じて、医療機 関や地域

NGOと 連携 した生活支援を

推進することは重要ではな

いか。

○医療社会福祉本目談やピアカウン

セ リング等の活用を通 じて、医療

機関や地域 NGOと 連携 した生活

相談支援のプログラムを推進する

ことが重要であるとい う趣旨の追

加記載をするべきではないか。
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後天 ′性免疫不全症侯群 に関す る特定感染症 予防指針につ いて

ら
=生

労働省告示第人十九号
感染症の予防及 び感染症の患者に対する医療に関す る法律 (平成十年法律第百十四号)第十一条第一項

の規定に基づき、 後天性免疫不全症候群に関す る特定感染症予防指針 (平成十一年厚生省告示第二百十七

号)の全部を次の ように改正 し、平成十八年四月一 日から適用する。

平成十八年三L月 二日

厚生労働大臣 り|1崎 二郎

後天性免疫不全 症候群や無症状病原体保有の状態 (HIV(ヒ ト免疫不全ウイルス)に感染 しているが

、後天性免疫不全 症候群を発症していない状態をい う。)は、正しい知識 とそれに基づ く個人個人の注意

深い行動 により、 多 くの場合、予防することが可能な疾患である。また、近年の医学や医療の進歩により

、感染 しても早期 発見及び早期治療にようて長期間社会の一員として生活を営むことができるようになっ

てきてお り、様々 な支援体制も整備されつつある。 しかしながら、我が国における発生の動向については

、国及び都道府県等 (都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)が HIV感 染に関

する情報 を収集及 び分析し、国民や医師等の医療関係者に対して情報を公表 している調査 (以下 「エイズ

発生動向調査」とい う。)に よれば、他の多くの先進諸国とは異なり、地域的にも、また、年齢的にも依

然として広が りを見せており、特に、二十代か ら三十代までの若年層が多 くを占めてい る。また、感染経

路別に見た場合、性的接触がほとんどを占めているが、特に、日本人男性が同性間の性的接触によって国

内で感染す る事例 が増加している。こうした状況を踏まえ、今後とも、感染の予防及びまん延の防止を更

に強力に進めてい く必要があり、そのためには、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の役割分担を明

確にし、正 しい知識の普及啓発及び教育並びに保健所等における検査・相談 (カ ウンセ リング)体制の充

実を中心に、連携 して重点的かつ計画的に取り組むことが最も重要であるとともに、国、地方公共団体、

医療関係者、患者 団体を含む非営利組織又は非政府組織 (以下「NGO等 」というg)、 海外の国際機関

等との連携 を強イヒしていくことが重要である。

また、我が国の既存の施策は全般的なものであったため、特定の集団に対する感染の拡大の抑制に必ず

しも結び付いてこなかつた。こうした現状を踏まえ、国及び都道府県等は、個別施策層 (感染の可能性が

疫学的に懸念 され ながらも、感染に関する正しい知識の入手が困難であったり、偏見や差別が存在してい

る社会的背景等力ゝ ら、適切な保健医療サービスを受けていないと考えられるために施策 の実施において特

別な配慮 を必要とす る人々をいう。以下同じ。)に対 して、人権や社会的背景に最大限配慮したきめ細か

く効果的な施策を追加的に実施することが重要である。個別施策層としては、現在の情報にかんがみれば

、性に関す る意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年、言語的障壁や文化的障壁のある外

国人及び性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者が挙げられる。また。HIVは 、性的接触を介 して感染

することか ら、性風俗産業の従事者及び利用者 も個男」施策層として対応する必要がある。なお、具体的な

個別施策層については、状況の変化に応 じて適切な見直しがなされるべきである。

さらに、施策の実施に当たつては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「

法」 とい う。)の理念である感染症の予防と医療の提供を車の両輪のごとく位置付ける とともに、患者等

(患者及び無症状病原体保有者 (HIV感染者)をい う。以下同じ。)の人権を尊重し、偏見や差別を解

消してい くことが大切であるという考えを常に念頭に置きつつ、関係者が協力していくことが必要である

本指針は、この ような認識の下に、後天性免疫不全症候群に応じた予防の総合的な推進を図るため、国

、地方公共団体、医療関係者及びNGO等 が連携 して取り組んでいくべき課題について、正しい知識の普

及啓発及び教育並びに保健所等における検査 。相談体制の充実等による発生の予防及びまん延の防止、患

者等に対す る人権 を尊重した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな取組の方向性を示す ことを目

的とする。                     '
なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認める ときは、これを変

更してい くものである。

三 エイズ発生動向調査の強化

エイズ発生動向調査は、感染の予防及び良質かつ適切な医療の提供のための施策の推進 に当たり

、最 も基本的な事項である。このため、国及び都道府県等は、患者等の人権及び個人の情報保護に

配慮 した上で(法に基づくエイズ発生動向調査の分析を引き続き強化するとともに、患者等への説

の



明と同意の上で行わ′n′ る、病状に変化を生 した事項に関する報告である任意報告による情報の分析
もラ|き 続 き強化すべきである。

また、都道府県等は、正しい知識の普及啓発等の施策を主体的かつ計画的に実施するため、患者
等の人権及び個人情報の保護に配慮 した上で、地聾における発生動向を正確に把握することが重要
である。

二 個別施策層に対する施策の実施

国は、個別施策層に対しては、人権及び個人情報の保護に配慮した上で、追加的に言語、文化、
知識、心理、態度、行動:感染率、社会的背景等を含めた疫学的調査研究及び社会科学的調査研究
を、当事者の理解と協力を得て行うことが必要である。さらに、これらの調査研究の結果について
は、公開等を行つていくとともに、迅速に国の施策に反映させることが重要である。

また、都道府県等においても、地域の実情に応 じて、個別施策層に対し、人権及び個人情報の保
護 に配慮 した上で、追加的に調査研究を実施す ることが望ましい。

三 国際的な発生動向の把握

国際交流が活発化し、多 くの 日本人が海外に長期又は短期間滞在 しているとともに、日本国内に
多くの外国人が居住するようになった状況にかんがみ、海外における発生動向も把握し、我が国ヘ
の影響を事前に推定することが重要である。

二 発生の予 防及びまん延
― 基本的考 え方及び取組

l 後天性免疫不全症保群は、性感染症 と同様に、個人個人の注意深い行動によ り、その予防が可
能な疾患であり、国及び都道府県等は、現在におけぅ最大の感染経路が性的接触であることを踏
まえ、①正しい知識の普及啓発及び②保健所等における検査・相談体制の充実を中心とした予防
対策を、重点的かつ計画的に進めていくことが重要である。また、保健所をこれらの対策の中核
として位置付けるとともに、所管地域におけぅ発生動向を正確に把握できるようその機能を強化
することが重要である。

2 普及啓発においては特に、科学的根拠に基ブく正 しい知識に加え、保健所等における漢査 。相
談の利用に係る情報、医療機関を受診する上で必要な情報等を周知することが重要である。

また、普及啓発は、近年の発生動向を踏まえ、対象者の実情に応じて正確な情報と知識を、分
かりやすい内容と効果的な媒体により提供することを通じて、個人個人の行動がHIvに 感染す
る危険性の低い又は無いものに変化すること (以下 [行動変容」 という。)を促すことを意図 し
て行われる必要がある。

3 検査 。相談体制の充実については、感染者が早却に検査を受診し、道切な相談及び医療機関人
の紹介を受けることは、感染症の予防及びまん延の防止のみならず、感染者個々人の発症又は重
症化を防止する観点から極めて重要である。

4 このため、国及び都道府県等は、保健所等における検査・相談体制の充実を基本とし、検査・
相談の機会を、個人個人に対して行動変容を促す機会と位置付け、利用者の立場に立った取組を
講じていくことが重要である。

性感染症対策との連携
り

現状では、最大め感染経路が性的接触であること、性感染症の罹患とH Iv感染の関係が深いこ
と等から、予防及び医療の両面において、性感染症対策とHIV感染対策との連携を図ることが重
要である。したがって、性感染症に関する特定感染症予防指針 (平成十二年厚生省告示第十五号)

に基づき行われる施策とHIV感染対策とを連携して、対策を進めていくことが必要である:具体
的tこ は、性感染症の感染予防対策として、コンドームの適切な使用を含めた性感染症の予防あため
の正しい知識の普及啓発等が挙げられる。                   

｀

その他の感染経路対策

静注薬物の使用、輸血、母子感染、医療現場における事故による偶肇的な感染といった性的接触
以外の感染経路については、厚生労働省は、引き続き、関係機関 (保健所等に加え、国立国際医療
センターエイズ治療・研究開発センター (以下「ACC」 という。)、 三ィズ治療拠′く病院等)と
連携し、予防措置を強化することが重要である。
検査・相談体制の充実   ,
1 国及び都道府県等は、基本的な考え方を踏まえ、保健所における無料の匿名による検査・相談

体制の充実を重点的かつ計画的に進めていくことが重要である。

〓
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2 具体的 に 1よ 、都道府県等は、個人情報の保護に配慮しつつ、地域の実情に応 して、利便性の高

い場所 と時間帯に配慮した検査や迅速検査を実施するとともに、検査・相談を受けられる場所と

時間帯等 の周知を行 うなど、利用の機会の拡大に努めることが重要である。

また、 国は、都道府県等の取組を支援するため(検査・相談の実施方法に係 る指針や手引き等
.(以

下「 指針等」という。)を作成等するとともに、各種イベン ト等集客が多 く見込まれる機会

を利用す ること等により、検査・相談の利用に係る情報の周知を図ることが重要である。

3 また、検 査受診者のうち希望する者 に対しては、検査の前に相談の機会を設 け、必要かつ十分

な情報に 基づく意思決定の上で検査が行われることが必、要である。

さら|こ、検査の結果、陽性であつた者には、適切な相談及び医療機関への紹介による早期治療

・発症予 防の機会を提供することが極 めて重要である。一方、陰性であつた者についても、行動

変容をイ足す機会として積極的に対応す ることが望ましい占

個別施策層 に対する施策の実施

国及び都道府県等は、引き続き、個別施策層 (特に、青少年及び同性愛者)に対 して、人権や社

会的背景に最 大限配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施することが重要である。

特に、都道府県等は、患者等や個別施策層に属する者に対しては、対象者の実情に応 じて、検査

。相談の利用 の機会に関する情報提供に努めるなど検査を受けやすくするための特段の配慮が重要

である。また、心理的背景や社会的背景にも十分に配慮 した相談が必要であり、専門の研修を受け

た者による もののみならず、ピア 」カウンセリング (患者等や個別施策層の当事者による相互相談

をいう。以下同じ。)を活用することが有効である。

保健医療有目談体制の充実

国及び都道 府県等は、HIV感 染の予防や医療の提供に関する相談窓口を維持するとともに、性

感染症に関す る相談、妊娠時の相談といつた様々な保健医療相談サ‐ビスとの連携を強化する必要

がある。特 に、個別の施策が必要である地域においては、相談窓口を増設することが必要である。

また、相談 の質的な向上等を図るため、必要に応じて、その地域の患者等やNGO等 との連携を検

討す大きで ある。

= 医療の提

一  総合的な医 療提供体制の確保

1 国及び都道府県は、ふ者等に対する医療及び施策が更に充実するよう、国のHIV治 療の中核

的医療機 関であるAC Ct地方ブロック拠点病院及びエイズ治療拠点病院の機能を引き続き強化

するとともに、新たに中核拠点病院市」度を創設しヽエイズ治療拠点病院の中から都道府県ごとに

原則 として一か所指定し、中核拠点病院を中心に、都道府県内における総合的な医療提供体制の

構築を重 点的かつ計画的に進めることが重要である。

具体自勺には、ACCの 支援を原則 として受ける地方ブロック拠点病院が中核拠点病院を、中核

拠点病院 がエイズ治療拠点病院を支援するという、各種拠点病院の役割を明確にし、:中核拠点病

院等を中心に、地域における医療水準の向上及びその地域格差の是正を図るとともに、一般の医

療機関においても診療機能に応じた良質かつ適切な医療が受けられるような基盤作りが重要であ

る。

2 また、高度化したHIV治 療を支えるためには、専門医等の医療従事者が連携 して診療に携わ

ること力ゞ重要であり、国は、外来診療におけるチーム医療、ケアの在 り方についての指針等を作

成し、良質かつ適切な医療の確保を図ることが重要である。

また、都道府県等は、患者等に対す る歯科診療の確保についてく地域の実情に応 じて、各種拠

点病院と診療に協力する歯科診療所 との連携を進めることが重要である。さらに、今後は、専門

的医療 と地元地域での保健医療サー ビス及び福祉サービスとの連携等が必要であり、これらの「

各種保健 医療サービス及び福祉サービるとの連携を確保するための機能」 (コーディネーション

)を強化 していくべきである。

3 +分な説明と同意に基づく医療の推進

治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するためには、医療従事者は患者等に対し、十

分な説明 を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、医療従事者は医療を

提供するに当た り、適切な療養指導を含む十分な説明を行い、患者等の理解が得られるよう継続

的に努め ることが重要である。説明の際には、患者等の理解を助けるため、分かりやすい説明資



料を用 意すること等が望ま しい。また、患者等が主治医以外の医師の意見を聞き、自らの意思決
定に役 立てることも評価 される。

4 主要 な合併症及び併発症 への対応の強化
しゅよう

HIV治 療そのものの進展に伴い、結核、悪性 腫瘍 等の合併症や肝炎等の併発症を有する患
者への治療も重要であることから、国は、引き続きこれらの治療に関する研究を行い、その成果
の公開等を行 っていくことが重要である。

5 情報ネ ットワ‐クの整備

患者等や医療関係者が、治療方法や主要な合併症及び併発症の早期発見方法等の情報を容易に
入手で きるように、インターネ ットやファクシミリにより医療情報を提供できる体制を整備する
ことが重要である。また、診療機関の医療水準を向上させ るために、個人情報の保護に万全を期
した上で、HIv診 療支援ネッ トワークシステム (A― net)等 の情報網の普及や患者等本人
の同意を前提として行われ る診療の相互支援の促進を図ることが重要である。 さらに(医療機関
や医療従事者が相互に交流することは、医療機関、診療科、職種等を超えた連携を図り、1ひいて
は、患者等の医療上の必要性を的確に把握すること等につながり有効であるため、これらの活動
を推進す ることが望ましい。

6 在宅療養支援体制の整備

患者等の療養期間が長期化したことや患者等の主体的な療養環境の選択を尊重するため、在宅
の患者等を積極的に支える体制を整備していくことが重要である。このため、国及び地方公共団
体は、具体的な症例に照らしつつ、患者等の在宅サービスの向上に配慮してぃくょぅ努めること
が重要である。

7 治療薬剤の円滑な供給確保

国は、患者等が安心して医療を受けることができるようミ治療薬剤の円滑な供給を確保するこ
とが重要である。そのため、国内において薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)で承認され
ているがHIV感染又はその随伴症状に対する効能又は効果が認められていない薬剤の中で効果
が期待 される薬剤の医療上必要な適応拡大を行うとともに、海外で承認された治療薬剤がいち早
く国内においても使用でぎるようにする等の措置を講じ、海外との格差を是正していくことが重
要で あ る。

二 人材の育成 及び活用

_ 良質かつ適切な医療の提供のためには、HIVに関する教育及び研修を受けた人材が、効率的に
活用されることが重要であるとともに、人材の育成によぅ治療水準の向上も重要であり、国及び都
道府県は、引き続き、医療従事者に対する研修を実施するとともに、中核拠点病院のエイズ治療の
質の向上を図るため、地方ブロック拠′点病院等による出張研修等により東援することが重要である

三 個別施策層に対する施策の実施

個別施策層に対して良質かつ適切な医療を提供するためには、その特性を踏まえた対応が必要で
ありt医療関係者への研修、対応手引書の作成等の機会に個別的な対応を考えていくこと等が重要
である。                           ,
例えば、個別施策層が良質かつ適切な医療を受けられることは、感染の拡大の抑制にも重要であ

る。このため、都道府県は、地域の実情に応じて、各種拠′点病院等において検査やHIv治療に関
する相談 (情報提供を含む。)の機会の増加を図るべきでありヽ 特に外国人に対する医療へあ対応
にあたっては通訳等の確保による多言語での対応の充実等が必要である。

四 日常生活を支援するための保健医療サービスと福祉サービスの連携強化
患者等の療養期間の長期化に伴い、障害を持ちながら生活する者が多くなったことにかんがみ、

保健医療サービスと障害者施策等の福祉サービスとの連携を強化することが重要である。具体的に
は、専門知識に基づく医療社会福祉相談 (医療ソニシャルワこク)等のほか、ビア・カゥンセリン
グを積極的に活用することが重要である。また、患者及びその家族等の日常生活を支援するという
観点から、その地域のNGO等との連携体制、社会資源の活用等についての情報を周知する必要が
ある。

四 研究開発 の

一 研究の充 実

患者等へ の良質かつ適切な医療の提供等を充実 してい くためには、国及び都道府県等において、



研 究結果が感 染 の拡大 の抑市」やより良質かつ適切な医療の提供につ ながるような研究を行 っていく

べ きで ある。 特 に、各種治療指針等の作成等のための研究は、国にお17hて 優先的に考慮 されるべき

であ り、当該研 究を行 う際には、感染症の医学的側面や 自然科学的側面のみならず、社会的側面や

政策 的側面 にも配慮す ることが望ましい。

二 特効薬等の 研究開発            .
国は、特 効薬 、ワクチン、診断法及び検査法の開発 に向けた研究 を強化するとともに、研究 目標

につ いては戦略 的に設 定することが重要である。 この場合、研究の科学的基盤を充実させ ることが

前提 で あり、そ のためにも、関係各方面の若手研究者の参入を促す ことが重要である。

三 研 究結果の 評価及び公 開

国 は、研 究 の充実を図るため、研究の結果 を的確に評価するとともに、各種指針等を含 む調査研

究 の結果については、研究の性質に応 じ、公開等 を行 つてい くことが重要である。

王 国際的な

一 諸外国との情報交換の推進

政府間、研究者間及びNGO等間の情報交換の機会を拡大し、感染の予防、治療法の開発、患者

等の置かれた社会的状況等に関する国際的な情報交流を推進 し、我が国のHIV対 策にいかしてい

くことが重要である。        、

二 国際的な感 染拡大の抑制への貢献

,国 は、国連合 同エイズ計画 (UNAIDS)へ の支援、我が国独 自の二国間保健医療協力分野に

おける取組 の強化等の国際貢献を推進すべきである。

三 国内施策のためのアジア諸国等への協力

厚生労働省は、有効な国内施策を講ずるためにも、諸外国における情報を、外務省等 と連携しつ

つ収集する とともに、諸外国における感染の拡大の抑制や患者等に対する適切な医療の提供が重要

であることから、我が国と人的交流が盛んなァジア諸国等に対し積極的な国際協力を進める上で、

外務省 等 との連携が重要である。

六 人権 の尊

一 人権の擁護 及び個人情報の保護

保健所、医療機関、
‐
医療保険事務担当部門、障害者施策担当部門等においては、人権の尊重及び

個人情報の保護 を徹底することが重要であり、所要の研修を実施すべきである。また、人権や個人

情報の侵害に対する相談方法や相談窓口に関する情報を提供することも必要である。なお、相談に

当たつてl■ 、専用の相談室を整備する等の個人情報を保護する措置が必要である。 さらに、報道機

関には、患者等の人権擁護や個人情報保護の観点に立った報道姿勢が期待される。

二 偏見や差男Jの撤廃への努力

患者等の就学や就労を始めとする社会参加を促進することは、患者等の個人の人権の尊重及び福

利の向上だけでなく、社会全体の感染に関する正 しい知識や患者等に対する理角準を深めることにな

る。また、個人や社会全体において、知識や理解が深まることは、個人個人の行動に変化をもたら

し、感染の予防及びまん延の防止に寄与することにもつながる。このため、厚生労働省は(文部科

学省、法務省等 の関連省庁や地方公共団体とともに、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

」 (平成十二年法律第百四十七号)第七条に基づく人権教育・啓発 に関する基本計画を踏まえた人

権教育・啓発事業と連携し、患者等や個別施策層に対する偏見や差別の撤廃のための正 しい知識の

普及啓発を行 うとともに、偏見や潮 1」 の撤廃に向けての具体的資料を作成することが重要である。

特に、学校や職場における偏見や差別の発生を未然に防止するためには、学校や企業に対 して、事

例研究や相談窓 口等に関する情報を提供することが必要である。

三 個人を尊重 した十分な説明と同意に基づく保健医療サービスの提供

HIV感 染の特性にかんがみ、検査、診療、相談、調査等の保健医療サービスのすべてにおいて

、利用者及び患者等に説明と同意に基づく保健医療サービズが提供 されることが重要であ り、その

ためにも、希望する者 に対しては容易に相談の機会が得られるようにしていくことが重要である。

七 普及啓発及

一 基本的考え方及び取組       ,
｀1 普及啓発及び教育については、近年の発生動向等を踏まえた上で、

ことが必要であり、感染の危険性にさらされている者のみならず、

、学校及び職場等へ向けた普及啓発及び教育についても取り組み、

個人個人 の行動変容を促す

それらを取 り巻 く家庭、地域

行動変容を起こしやす くする



ような環境を醸成 し′ていくことが必要である。

2 また、普及啓発及び教育を行 う方法についてはt国民一般を対象にHIV・ エイズに係る情報

や正しい知識を提供するものと、個別施策層等の対象 となる層を設定し行動変容を促すものとが

あり、後者については、対象者の年齢、行動段階等の実情に応じた内容とする必要があることか

ら、住民 に身近な地方公共団体が中心となって進めていくことが重要である。

3 国及び地方公共団体は、感染の危険性にさらされている者のみならず、我が国に在住するすベ

ての人々に対 して、感染に関する正しい知識を普及できるように、学校教育及び社会教育 との連

携を強化 して、対象者に応じた効果的な教育資材を開発する等により、具体的な普及啓発活動を

行 うことが重要である。また、患者等やNGO等 が実施する性行動等における感染予防のための

普及啓発事業が円滑に行われるように支援することが重要である。

二 患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強化

国及び地方公共団体は、患者等及び個別施策層に対する普及啓発及び教育を行うに当たっては、

感染の機会にさらされる可能性を低減させるために、各個別施策層の社会的背景に即した具体的な

情報提供を積極的に行う必要がある。このため、個別施策層に適した普及啓発用資材等を患者等と
NGO等の共同で開発し、普及啓発事業を支援することが必要である。特に、地方公共団体は、地

方の実情に応 じた効果的な普及啓発事業の定着を図るとともに、教育委員会、医療関係者、企業、
NGO等 との連携を可能とする職員等の育成についても取り組むことが重要である。

三 医療従事者等に対する教育

研修会等により、広く医療従事者等に対して、最新の医学や医療の教育のみならず、患者等の心

理や社会的状況を理解するための教育、患者等の個人情報の保護を含む情報管理に関する教育等を

行つていくことが重要である。

四 関係機関との連携の強化

厚生労働省 は、具体的な普及啓発事業を展開していく上で、文部科学省及び法務省と連携 して、

教育及び啓発体制を確立することが重要である。また、報道機関等を通じた積極的な広報活動を推

進するとともに、保健所等の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、旅行者や
,外国人べの情報提供を充実させることが重要である。

第人 施策の評価及び関係機関との新たな連例

一 施策の評価

厚生労働省は、関係省庁間連絡会議の場等を活用し、関係省庁及び地方公共団体が講じている施

策の実施状況等について定期的に報告、調整等を行うこと等により、総合的なエィズ対策を実施す

るべく、関係省庁の連携をよリー層進める必要がある。

また、都道府県等は、感染症予防計画等の策定又は見直しを行う際には、重点的かつ計画的に進
めるべき①正しい知識の普及啓発、②保健所等における検査・相談体制の充実及び③医療提供体制
の確保等に関し、地域の実情に応 じて施策の目標等蕉設定し、実施状況等を評価することが重要で

ある。施策 の目標等の設定に当たっては、基本的には(定量的な指標に基づくことが望まれるとこ

ろであるが、地域の実情及び施策の性質等に応 じて、定性的な目標を設定することも考えられる。

なお、国は、国や都道府県等が実施する施策の実施状況等をモニタリングし、進捗状況を定期的

に情報提供 し、必要な検討を行 うとともに、感染者・患者の数が全国水準より高いなどの地域に対

しては、所要の技術的助言等を行 うことが求められる3また、患者等、医療関係者、NGO等 の関

係者 と定期的に意見を交換すべきである。

二 NGO等 との連携                 、

個別施策層を対象とする各種施策を実施する際には、NGO等 と連携することが効果的である。

また、NGO等 の情報を、地方公共団体に提供できる体制を整備することが望まれる。
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エイス医療体市1の現状 と課題、それをふまえた提言

A、 CC 岡 慎一

(AC,番 号‐(課題)と Bの番号 (提言)が対応しています)

現状と課題

ACC一 ブロックー中核一拠′点病院のシステムの中で、均霧化を目指した講習会・研

修会が、活発に行われており、多くの病院でHIV診療のレベルアップが認められる。

ブロックレベルヘの患者集中が見られる。

拠点病院の中にも、積極的なところとそうでないないところの 2極化が進んでいる。

HIVを 積極的に見ている病院においても、診療担当医にfIせきりで、医師の孤立化、

負担増が問題になっている。この点は、障害者自立支援法に依存 した医療システムに

も問題が生じている。医師一人に任せられてしまっていた場合、その医師が移動 。退

職などでいなくなると、翌日から処方医不在となつてしまう事例が少なくない。

HIV診 療が外来を主体とした慢性期疾患に移行 している。この点を理解 した医療シ

ステムの構築が必要である。

6.患者の高齢化や、エイズ発病後の後遺症などで若いにもかかわらずねたきりとなった

患者も少 しずつ増加 している。しかし、多くの拠点病院がその地域での急性期病院で

あるため、慢性期に入つた入院患者の対応に問題が生じている。

B.提言

1.一極集中緩和のためには、継続的な均霧化の推進も不可欠で、研修・講習の継続が必

:貫三。

2.患者集中を緩和するためには、医療連携・病診連携の推進が必要であり、そのために

は、診療点数においてチーム医療加算の更なるインセンティブが必要。小児科や産科

などが参考になる。最低限、中核拠点においてチーム加算が算定できるよう、中核拠

点コーディネーターナースを養成できるよう提言する。

3.拠点病院の見直しが必要。この場合、拠点病院にすべてを求めるのではなく、拠点病

院の実績、意欲、機能 (専門性)を勘案に入れ、複数の病院で 1ブロックレベルを満

たす、機能に応じた連携ができるようにする。

4.自 立支援法に規定された処方医の基準を緩和する事も検討課題である。医師の養成は、

重要であるが、短期間に達成できるものではない。また、近年の医師不足もあり、H
IV専門医を育てる事は容易ではない。処方に関する基準を個人の医師の実績でなく、

病院での診療実績で代用できることなどは一案である。

5.慢性疾患の治療は外来診療主体であるため、夜間や休 日診療を行つているクリニック

などの活用も重要になってくる。これにより、安定期患者の社会復帰が促進される。

一ｂ
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この推進のためには、大病院に付力日されているチーム加算だけでなく、拠点病院との

連携力日算のような個人レベルのクリニックに対するインセンティブが不可欠。

1曼性期病院や養護施設との連携を推進するためには、それら施設における医療費問題

が存在する。急性期病院でそれら患者を抱えるより、慢性期の施設で十分な医療を提

供する方が、患者本人、及び、医療経済学的にも効率的であろう。現状では、それら

施設のボランティア的な意思に頼つている部分があるが、この点も慢性期HIVカロ算

など医療費面で改善するための仕組みが必要である。また、いきなリエイズ等で後遺

症を残 した 40歳以下の若い患者の場合、介護保険等の既存の制度ではカバーされず、

これら制度の適応拡大を検討することも必要である。



エイズ診療におけるブロック拠点病院から見た医療体制に関する課題および提言

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 白阪琢磨

はじめに エイズ動向委員会の報告によると、HIV感染者、エイズ患者いずれも新規報告者数は

年々増加を続けており、医学の進歩によってHIV感染症は慢性疾患となった今、診療が必要な患

者が蓄積し、患者のニーズも変化してきており医療体制の構築と整備が必要である。以下、近

畿のブロック拠点病院としての医療体制の課題と提言を述べる。

1 当院の診療状況における課題と提言 当院は平成 8年にエイズ診療における拠点病院に、‐

平成 9年には近畿ブロックのエイズ診療におけるブロック拠点病院に選定された。これまでの

累積患者数は2000名 を超え、最近では毎年200名 を超える新規患者の受診が継続している。患者

内訳を表-1に示 した。初診患者は若者が多いが長期の加療が必要であるので年齢分布は幅が広

く成つてきている。医学の進歩により当院の死亡者数は約60名 であり、多くが治療で良好な健

康状態を維持しているものの、エイズ発症時の重症の後遺症 (PMLや HIV脳症などによる重度の

高度中枢神経障害および運動機能障害、CMV網 1莫 炎による失明)を抱える患者も少なからずあり、

施設等の受け入れ先が見つからず急性期病院にとって大きな負担と成つている。さらに長期加

療での副作用や種々の合併症 (精神科領域、歯科、腎透析等)への対応、加齢に伴う高齢者対

策が必要となってきている。現時点ではACCや ブロック拠点病院等が担つているが (文献 1)、

拠点病院等だけでの対応には数的、質的な限界が来ていると考えられる。HIV感染者での針刺し

等暴露に対しては予防内服法も確立しており (文献 2)、 昨年には労災給付の対象とされた。HIV

感染者・AIDS患者の診療はHIV感染症に専門的なものと、そうでないものとに大別できる。抗HIV

療法の導入や重症のAIDSの治療には拠点病院での専門的医療が必要と考えるが、例えば、HIV感

染者の花粉症、ア トピー性皮膚炎、消化性潰瘍、急性虫垂炎の治療等はHIV感染症の専門的病院

で無 くとも診療可能であるので、拠点病院との連携の元、一般病院でもHIV感染者の診療が実施

されるように強 く望む。実際、近畿圏内で実施 したアンケー ト結果でも、118施設が可能、病状

により可能等との回答があり、今後の連携が必要と考える。

2.チーム医療における課題と提言 HIVは脆弱性の高い人に拡がると言われている。医療上も

若者やMSMな どへの対応が必要であるが、心理的、社会的、経済的、精神的困難を抱えている例

が多い。現在の治療は抗HIV薬の多剤併用療法を適切に長期継続する事が必要であるので、これ

らの困難の解決あるいは改善が治療に不可欠である。そのため、HIV診療は医師、看護師、薬剤

師、臨床心理士、メディカルソーシャル・ワーカーらの多職種によるチーム医療の実践が必要

である (文献 3)。 今、多くの分野で医師の育成と確保が困難であるが、HIV感染症の分野でも

同様である。薬剤師に専門あるいは認定薬剤師の制度がある様に、看護師等のHIV医療における

資格化が望まれる。



3_自 治体の課題と提言 福祉も含めた医療体制の構築には自治体の調整が求められるが、調

整が困難な事例が少なくない。医療体制構築をはかる上で、中核拠点病院会議 (拠点病院、協

力病院等、自治体、関係者)の定期的実施と自治体の継続性が必要と考える。

4 受診前相談の有用性について 当院では2007年からHIV担 当MSWが受診前相談を開始し、毎

年 10名程度の相談がある。利用者の多くは医療になじみがない、あるいは経済的問題を抱え

ており相談がなければ受診の遅れあるいは医療機関に繋がらなかつた可能性もあったと考えら

れる。無料匿名での本相談の必要性は高いと考えた。所要時間は 1回 あたり平均約 30分 (電

話 10～ 20分、面接 30分～60分)で あった。

5 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV感 染症及びその合併症の課題を克

服する研究」班の研究分担者からの意見と提言

1)各職種の育成と確保のためにも専門性を促す見地から指針の薬剤師に専門薬剤師を追加。

2)第 1条、第丁項の病状変化等の任意報告を「義務化」ヘ

3)研究者の育成に関 して 現在の指針では第四条中に軽く「関係各方面の若手研究者の参入

を促すこと」としか触れ られておりませんが第三条の「人材 の育成と活用」のように独立 した

項目として研究開発をささえる人材育成の重要性を謳つていただきたい

4)日 常生活を支援するための保健医療サービスと福祉サービスの連携強化については、第二

医療の提供 一 総合的な医療提供体制の確保 の 6に統合させてはどうか

第二 医療の提供 ― 総合的な医療提供体制の確保

6 療養継続と日常生活支援のための体制整備と連携強化

患者の療養期間の長期化に伴い、各地域において患者 。家族等の主体的な療養環境の選択ヘ

の意思を尊重 し、個別の身体的心理的社会的状況に鑑みた支援を行うための体制を整備してい

くことが重要である。そのためには、医療機関においてはソーシャルワ=カ ー (社会福祉士)や

カウンセラーを含むチーム医療体制を強化すること、また地域においては在宅 。福祉サー ビス

の充実を図ると共に、保健医療サービス提供者と国、地方自治体、サービス提供事業者、NG

O等 (ピア・カウンセリングやセルフヘルプグループ等を含む)の と連携を強化し、患者等が

必要なサービス・支援を活用 し、安心して療養継続と日常生活が営めるように努めることが童

要である。

5)前文に「市民の参加」を加えてはどうか

(案)こ うした状況を踏まえ、今後とも感染の予防及びまん延の防止を更に協力に進めていく

ことが必要であり、そのためには国と地方公共団体及び地方公共団体相互の役割分担を明確に

し、正しい知識の普及啓発及び教育並びに保健所などにおける検査 “相談体制の充実を図るこ

と、一方で、地域におけるケア・療養環境を市民と共に整備することにより、感染の早期発見
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や予防に繋がるための戦略を立て、実行することが重要である。そのためには、国、地方公共

団体、医療関係者、患者団体を含む非営利組織又は非政府組織 (以下「NGO等 」という。)、

海外の国際機関等との連携を強化して、各地域の実情に即して重点的かつ計画的に取り組むこ

とが必要となる。

文献1 白阪琢磨 特集 :新 しいエイズ対策の展望 第1部 :エ イズ対策を巡る新たな方向性 工

イズ医療の課題81):ブロック拠点病院によるチーム医療体制の現状と課題 J_Natl lnst

Public Health, 186-191,56(3):2007.

文献2 抗HIV治 療ガイ ドライン  (平成21年 度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究」)

文献3 HIV診療における外来チーム医療マニュアル (平成21年度厚生労働科学研究費補助金工

イズ対策研究事業「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究」)
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初診 時年齢 別の感染経路内訳 (平成22年 10月 末現在 )

血液製却|

由来
異性間 同性問 薬 物 母子感染 その他 合 計

い 19歳 9 1 22 0 l 2

20-29歳 27 421 0 0 10 519

30-39歳 119 531 2 0 30 764

40-49晟 う
０ 70 229 2 0 26 340

50-59歳 96 電 0 168

60歳 以上 18 ■
， 0 0 10 76

合 計 320 1396 5 1 94 1902

当院 を受診 したHIV感染症患者の累積数の内訳 (1902名 。平成22年 10月 末現在。)

性 別 ■yD診時病期

人数 人数

田
カ
　
キス

(95.0ヽ )

(50・・I)

合計 1902   (1000ヽ )

紹介 元内訳

1417    (745 )ヽ

485    (25_5 )ヽ

合計 1902  (100、 0ヽ )

lJ」 診時居住地 Bll内 訳

近 畿ブ ロック

大阪賢

大阪府以外

関東甲信越ブロック

北海道ブロック

東北プロック

北陸ブロック

東海ブロック

中国口四国ブロック

九州プロック

海外

不 明

合計

1807

95

HIV

赳DS

一般 医療機関

拠点病院

他ブロック拠点病院

ACC
保健 所

献血

NG0
その他

不明(入 力なし)

840

405

48

31

278

45

98

156

1

(44_2 %)

(21_3ヽ 〕

(2_5ヽ )

(1_6ヽ )

(14_6ヽ )

(2_4ヽ )

(5_2ヽ )

(82ヽ )

(0_マ )ヽ

1312

1405

14

21

合 計 1902   (100_0%)

14

1902



近畿ブロック中核拠点病院の課題
1、  患者数増力0に対応困難

マンパワー不足、専任でなく、他の業務が多忙

院内の協力が得られない

2、 長期療養が麟要な症例の受け入れ先がない

→診療経験が乏しいことへの懸念
→在宅療養支援をやりやすい体制にできないのか ?

⇒開業医・訪問蕎護ステーシ∃ンヘのノヽックアップを行政面からできないか ?
→抗HI∨薬は高額であり在庫を抱えるリスクはある。その一応でメリットがない。
→長期療養施設をもつ病院を協力病院にできないか?

3、 HI∨診療は専P]性が必要

ブロック拠点や中核拠点病院へ集中

-11医療の需要が増加しているが、すべてに対応することが困難

(歯科、透析、精神科・・・)

近畿 ブ ロ ックのHI∨感染者の一般医療 の診療についての研 究

【目的】                     
′

HI∨感染者の一般医療に関する診療体制の構築

【方法】
近畿圏の100床以上の入院病床を有する施設に「HI∨診療に関
するアンケート調査」を実施した。

【調査項目】
HI∨患者の診療経験の有無
今後のHI∨患者の診療が可能かどうか
不可能な場合の理由とその対策

術前や観血的処置の前にHIV抗体検査を実施しているかどうか、
HIV針刺しに関する対応マニュアルがあるか

【アンケートの発送総数】  848通
【回笞数】
【回収率】
【回答者の職種】      82%が 医師

厚生労働科学研究費エイズ対策研究事業
「Hl∨感染症の医療体制の整備に関する研究」班

拠点病院以外でも
HI∨診療は可能か

294通
35%
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今後のHI∨陽性者の診療が可能かどうか ?
∩=294

診療不可能

患者数により診療可能

病状により診療可能

診療可能

6害」が診療不可能
4害」は病状や憲者数により診療可能と回答

今後のHI∨陽性者の診療が可能であるという回答

と関連のある要因

・HIV診療の専門医の育成

・診療経験を増やすための工夫
。Hl∨の針刺し後の予防薬内服など感染対策の整備

HChi知 uare test



エイズ中核拠′点病院から見た医療体制上の課題

がん 。感染症センター都立駒込病院

味澤 篤

厚労省の通知によるとエイズ中核拠点病院の機能 としては

1.高度な HIV診療の実施

2.必要な施設 。設備の整備

3.拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供

4.拠′点病院等との連携の実施

があげ られている。

多 くの中核拠点病院ではこれ らの機能を十分有 しているものと思われる。現

在 HIV治療の進歩とともに、HIV感染者の余命は著明に改善 している一方、さ

まざまな合併症が生じている。特に 1.高度な HIV診療の実施に含まれる「全科

による診療体制を確保す ること」が重要と思われる。

2008年に 42中核拠′像病院から他科受診に関するアンケー トを取らた。これ

によると中核拠点病院では、他科の受け入れはおおむね良好で (図 1)、 外科手

術 (図 2)、 精神科対応 (図 3‐ 4)、 出産などの対応 (図 5-6)は十分可能である。

一方、31パーセン トの中核拠
`点

病院は維持透析ができず、維持透析先の確保が

重要 と思われる(図 7)。

また当院での死因の変化をみると最近 7年間では非 AIDS指標悪性腫瘍の増

加が 目立つ。今後がん治療医との連携も必要と思われる (図 8)

同通知における都道府県の役割 としては

1.良質かつ適切なHIV医 療を提供する中核拠点病院の選定

2.中核拠点病院が設置する連絡協議会運営への積極的関与

3.中核拠′点病院や拠点病院の診療の質の向上を図るための研修計画策定

4.患者等に対する歯科診療確保のため、診療協力歯科診療所 との連携推進

があげ られている。

2008年 当院 HⅣ 感染者の歯科診療に関するアンケー トを取らたが、これに

よると HIV感染者は HIV判明前 5年以内に 72.8パーセン トが歯科診療を受け

た (図 9)。 また HⅣ 判明後も 68。9パーセン トが歯科診療を受けた (図 10)。

うち 60パーセントは当院および紹介歯科を受診 したが、約 40パーセン トはそ

れまでのかか りつけや新規歯科を受診 した (図 11)。 その中で 20パーセン トし

か HIV感染を歯科に告げることができなかった (図 12)。 これらのことから歯

科には HIV判明前の受診を考えて標準予防策を推進すること、および HIV判明

後に紹介できる歯科ネットワークの充実をはかる必要があると思われる。



図1過去5年間で院内他科に紹介
して拒否されたことがある

今村顕史 第22回 日本エイズ学会

拒否あり
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図2外科手術は問題なく行えているか

問題なく行つている

抵抗あるが摘つている

抵抗あり行つてし唸い

適応症例がない

今村顕史 第22回 日本エイズ学会



図3【院内に精神科はあるか】【精神科入院の病床】

入院病床なし

今村顕史 第22回 日本エイズ学会

精神科なし

図4精神科への入院症例の経験はあるか

今村顕史 第22回 日本エイズ学会
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図6【通院中患者の出産経験】 【出産した病院】

出産なし              他院で出産

12

図5院内に産科はあるか

産科なし2(4.8%)

今村顕史 第22回 日本エイズ学会



| 

・

図7【透析導入の経験】 【院内での維持透析】

今村顕史 第22回 日本エイズ学会

維持透析できない

回8死日の変化
2009年鵬込病院

1985-1996
n=10Ю

6096      8096      100%

味澤篤 第24回 日本
=イ

ズ学会

13



図 9 当院初診前の5年以内に歯科受診があったか

受診

あり

村松 祟 第22回 日4」lイズ学会

図10当院初診以降に歯科受診があつたか

受診

なし

村松 祟

受診

あり

第22回 日本エイズ学会
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図11「初診後受診あり」と答えた人への質問

実際に受診した歯科はどこでしたか

(複数回答あり)

当院の歯科

当院より紹介された歯科

それまで受診していた歯科

初めての受診する歯科

0  20  40  60  80 100 120 140 160 180

(人 )

村松 崇 第22回日本エイズ学会

なしで受診LL蜘

HiV感染について、その歯科に知らせたか?

伝えられた

ヽ

診療に影響なし 30名

診療に影響あり 8名

(診療拒否 3名 )

村松 崇 第22回 日本エイズ学会
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エイズ予防指針作業班「第二 医療の提供」検討会

厚生科研「医療体制」班における分担 (看護)の立場から

独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター (ACC)

看護支援調整職 島田 恵

1.エイズ医療体制におけるコーディネーターナースの役割

1)コ ーデ ィネーターナースとは

・進行性の慢性感染症である HIV/AIDS患者のセツレフマネジメン トを支援することに

よって、患者自ら医療に参加できる環境を整える役割を担う看護師。

・患者にとつては相談窓自 (フ ァース トコンタクト)であり、医療チームにとっては

患者か らのニーズを受け止めるゲー トキーパーである。

・患者が治療と生活を両立させられるよう
・
、医療チームの機能を最大限活かしながら

支援する際のチームの要と考えられている。

2)治療長期化に伴うケア焦点の変化

当初)「 1_初診」から「 5_HAART開始時」に焦点をあてたア ドヒアランス支援 (治

療成功を目指した看護支援)

今後)ア ドヒアランス支援を基盤としつつ「 6・ 7 HAART開 始後」にも焦点をあてた

長期療養支援 (00L向上を目指 した看護支援)

例 :外来フォローアツプ (副作用・合併症などのモニタリング・マネジメ.ン ト、

生活習慣病・依存症等の関連領域における看護、二次感染予防等の行動変容

支援、社会参加のための支援)

コーディネー ト機能 (院内外の他科・部門との連携・調整、特に在宅療養支

援等における地域側サービスとの連携開拓)

ⅡIV/AIDS外来療養支援

2010/9 ACC

オリエンテーシヨン

4サポート形成支援
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2_コ ーディネーターナース配置上の課題

1)コ ーディネーターナース (CN)配置の現状           (H23.3現 在)

患者数の増加に伴い、外来療養支援二一ズも増大しているが、コーディネーターナー

ス数が不足しており、患者に十分な支援を実施できていない。また、チーム体制が整わ

ない上、支援の難易度が高くなっているため、一部の医療者に負担が生じた り、患者を

必要な支援につなげることができないなど、患者に対する支援の質を総合的に維持する

ことが難しい状況にある。

2)コ ーディネーターナース配置の課題

厚生科研においても平成 9年から、コ=ディネーターナースの育成や配置の前段階で

ある「担当看護師の明確化」等を提唱してきたが、以下のような理由により進展してい

ない。

理由 1)担当看護師 (専従・専任・その他)の配置状況は病院の「患者数」と関係 して

いる (平成 18年度日本看護協会委託研究)ため、患者数の少ない多くの拠点病院で

担当看護師が配置されない状況になっている。

理由2)年々ケアの難易度が高まり、看護師が強いス トレスを感じる看護であるにも関

わらず、担当看護師として継続 しえいくための体制が不十分であり、担当者が数年で

交代してしまう。

3.コーディネーターナースに関する今後の提言

エイズ医療体制の整備 (均てん化)を進めるために、CNを確実に配置する必要があ

る。そのために、以下のことを提言する。

1)コ ーディネーターナースをブロック拠点病院および中核拠点病院に確実に配置す

る。

2)コーデイネーターナース養成のための研修に関する条件 (研修期間、講義 コ実習内

容、指導者条件等)を提示する。

CN該当者 人 数 備考

A ACC研修「CNコ ース」

修了者

14 H9～ 22(14年間)の総修了者 31名

修了者の実働率 45.2%

所属内訳 :ブ ロック 6名 、中核 5名 、拠点 3名

B ブロック拠点 8病院
「担当看護師」

19 「CNコ ース」修了者 6名 (Aと 重複 )

ブロック担当看護師の修了率31.6%

ブロック内訳 :近畿 4名 、北海道・東海各 1名

修了者のブロック配置率 37.5%

C ACC 「CN」 9 調整職 2名 含む

合計 42

36 重複を除外した実人数
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エイズ予防指針作業班

「医療体制」に関する現状、課題、提言

日本HIV陽 性者ネッ トワーク (」 aNP+) 長谷川博史

日本HIV陽 性者ネットワークでは平成 22年、全国374のエイズ診療拠点病院を対象とした診療

実態に関する独 自調査を行いました。また全国のHIV陽 性者から広く意見を求める Positive voice

projectを 立ち上げエイズ施策へのより広い当事者の意見を募りました。これらの活動から医療体制の改

善について次の通 り課題と改善を提言します。

1、 現状 患者数の増加 と長期化による問題の双極化

(ア)HIV感 染者の増加によつてHIV感 染症治療を行う拠点病院の中でもブロック拠点病院や中

核拠点病院に患者集中の傾向が見られる一方で患者を受け入れる経験が全くないあるいは意志

がないとみられる拠点病院が20%近 く存在する。

(イ )少人数の患者数の拠点病院が36%存在しており、その受入れ病院数は拡大しているものの、

心理支援の提供可能な病院 (外部派遣 。紹介を含む)は 40%に とどまり、形成外科、産婦人

科、口腔外科等が受信可能な拠点病院は60%強 にとどまつている。ただし、患者からは受信

可能であつても出産、手術など観血処置を伴 う治療行為おいて転院をさせ られたり、専門知識

がないという理由によつて実質的診療拒否を受けた例も報告されている。

課題

(ア)患者の療養の長期化に伴いより高度な専門医療を必要とし、この臨床体制の整備とこの領域に

おける臨床研究の推進が求められている。さらに、これらにおいて患者のニーズが十分に反映

されているとは言い難い状況がある。臨床現場において患者のニーズを十分に把握 し、これに

応えうる医療体制の整備が必要。

(イ )拠点病院によつては心理支援や社会支援などへのアクセスが困難なところも未だ多く残されて

いる。このことが告知後の患者のソーシャルネットワークの回復を損ない、医療現場の負荷を

高める結果となっている。この意味においてHIV診 療の患者への初期対応の在 り方について

再考が必要。

(ウ )未発症期の患者にとつてHIV感 染症治療体制が拠点病院に集約されている一方、歯科、外科、

産科等の診療科においては地域で受信できないものも多く、これら他科診療までが拠点病院に

集約 されることは就労中の患者の利便性を著 しく損なつている。今後の患者数の増加が予測さ

れる中、病診連携を含め地域社会における受信可能な環境の整備が急務である。

提言

(ア)拠点病院においてはHIV陽 性患者の全科対応を原則 とし、これを徹底する。そのために専門

家と患者の協働により医療体制の整備に関する定期的な検討会を設け、これに基づき医療体制

整備を推進する。ここには感染経路を問わず幅広い患者の意見を反映させる。

(イ )拠点病院 と地域保健、NGO/NPOの 連携・協働を推進する。また、これらのニーズに対応

可能な連携モデルを構築するための研修機会を提供する。         :

(ウ )実質的な診療拒否をなくすために広く医療者を対象としたHIV理 解のための人権啓発を推進

する。ここでは厚生労働省がその主体となり、他省庁との協働のもとこれに患者も参画する。

2、

3、
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エイズ予防指針作業班第 4回会議

参考資料 :医療体制に関する提言

日本HIV陽性者ネットワーク (」 aNP十 )エ

イズ拠点病院アンケー トより

1、 調査概要

目的 :HIV陽性者、保健所・検査所、支援団体

や一般医療機関などへの情報提供

対象 :全国エイズ診療拠点病院 (374)
方法 :回答内容を公開することを明記し自記式調

査票を郵送にて依頼。有効回答数225(60%)。

2、 調査結果

過去1年間におけるHiV・エイズ診療の受診者数

抗HIV薬の処方&服薬指導の可否

希望者に対する受検前カウンセリング

エイズ発症に対する治療の可否

●100A以上

■100-499人

●31ヽ 100A

■11～3吠

●1～10A

織
眺
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HiV専門の看護師はいるか

他科でのHiV陽性者受け入れ状況

形成外科

産婦人科

HiV陽性者に対応可能なカウンセラーはいるか

"常娘 弩
菫非常軸が 喘ヽ

・ 1輔醐醐籠'総介可
綸いなt｀

・ 受諭可

・ 錮介可

・ 不可

・ 当織科なし

透析

・ 曇診可
ヨ
欄介可

口不可

"螢議辞なし

過去3年間における他科の医療従事者を対象とした

・ いる

・ 対応経験あり

さいない

口薇診可
菫
燿介可

E不
可

E当
讀囀なし

・ 受詢

・ 織介可

・ 不可
験当該科なし

・ 受診可

・ 紹介可

・ 驚 瞬 ■

・ 当熱
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平成 23年 3月 23日

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予1方指針への意見

「医療の提供」「研究開発の推進」について

エイズ予防指針作業班 班長 木村哲 様

.                          班構成員 大平勝美

医療についての現状の問題点

国のエイズ対策費の削減や地方公共団体の大幅予算カットによる医療の縮イヽ

薬害HIV感 染被害者の合併症等による病状悪化。768年が死亡、年間10人以上死亡し

ている原因は HⅣ鳳CV重複感染の悪化や長期感染によるリンパ腫や癌発生。

抗 HⅣ 薬の副作用 (イ ンジナビル等による腎障害、ddIに よる門脈売進症、d4Tな どの

核酸系によるリポジス トリフィーなど代謝系異常症、ネビラピンの肝障害、等々多様な障

害が長期障害として続く)。

´
HⅣ そのものによる血管障害や悪性腫瘍、肝障害などの日和見感染症以外の発生。

変化の激 しい合併症や副作用・抗 I‐EW薬の発生や出現に、国のリーダーシップの欠如 (縦

割 り行政)やナショナルセンターとして使命のあるACCの研究・情報集約と提供"指針の

先駆的治療や実践的医療提供の遅滞がある。ブ色シク拠J点病院もACCか らの最新情報や医

療提供が遅れていることから同様の傾向がある。このため、患者の不安やニーズの把握手

遅れが救える患者の命をなくしている。

良質な医療の提供において、質の低下と医療機関の人材不足は深刻である。

総合的な医療提供体制の確保     ｀

国、都道府県  良質な医療の提供が何よりも I‐EW感染者にとって生活 していく上で

重要である。患者は増力日していく中で、より身近な地域で良質な医療が受けられるよ

う中核拠点病院構想が 5年前に打ち出されているが、全国設置に時間を要し、また患

者の求める総合的ケアを提供できる態勢になぃところがある。早急に都道府県で HⅣ

医療の要となる中核拠点病院の指導体制を見直しして、早急に設置の使命を遂行でき

、 るようにすべきである。その指導体制としては、診療担当科医師が責任者 とするので

はなく、病院=体で取り組む体制にすべきである。           :
薬害 HⅣ裁判で被害救済及び日本の I―EIV医療のナショナルセンターとしてACCはブ

ロック拠点病院、中核拠点病院、拠点病院の医療体制について常に医療・情報・研修

等の指導的役割をもつて設置されている。その使命をACCには改めて自覚し、ブロッ

ク拠点病院との緊密な連携のもとに良質な医療をもちて、居住地で安心して通院でき

る体制を確保すべき。
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そのために、合併症や副作用など今後も想定される問題を視野に、ACCはモデル医

療の倉」出や機能強化 。使命の徹底に務める人的・物的体制を確立すべき:

また、ブロック拠点病院は中核拠点病院の大きなサポー ト拠点であることから、そ

のための機能が発揮できるための人材や医療の質向上の強化に努めるべき。

拠点病院は、I‐LW診療の受け入れ態勢が出来ていない施設は少なくなく、また病院

内での職員の共通認識ができていないところもある。一方、中核拠点病院規模の質が

確保 できているところもあり、再評価 してランク分けしての対応も必要と考える。

高度 医療の確保 変化する抗 HR「 薬やエイズ症状、合併症や副作用、そして生涯治療

と一人一人の患者の生活との調整は、高度な医療調整を伴 う長期療養の視野が必須で

ある。基本的に良質な医療の確保が原則で、医療とその周辺の患者生活環境の調整は

よ りよ く生きる患者のライフサイクルを保障する。そのためより院内外の調整を整え

たチーム医療が要となる。概して病院内での縦割り診療だけでなく病院病院の壁が患

者中心の医療を拒みひいては命の心配にさらされるところとなる。チ=ム医療の要と

なる医療職 として、ACCやブロック拠点病院の中にはコーディネーターナースが存在

している。これらの職務について、専従看護師という形で診療報酬が加算されている

が、中核拠点病院や拠点病院の規模の大きなところにはこうした医療調整をある範囲

でできる一定の研修をした看護師に専任看護師としてチーム医療に貢献してもらうよ

うに努力してもらう。

また、歯科については、未だ安心、安定的に身近なところでしか診療が出来る体制は

できていない。特に、最も日常的な診療機関でありながら、診療拒否が最も多く、そ

してネ ットワーク化の構想も一部の地域以外では長きに進んでいない。この不利益は

患者が負うことになる。打開策として患者側から提案されているブロック拠点病院の

鹿を事務局としたネットワークをっくり、患者が希望する地域で登録されているしか

診療所 を紹介するシスデムを導入すべき。連絡役には歯科医療に携わる歯科衛生士等

を充て、人的余裕がない場合 リサーチレジデントで補完する。         …

主要な合併症及び併発症への対応の強化 先の指針改定で強化が盛り込まれているが、

適切な研究とそれを反映した成果が出ていなかった。特にけん引役を担うべきAccは

その任をおろそかにしてきたため、感染時期が早い薬害HⅣ感染被害者の犠牲は年間

10人を超えている。改めてこの項目を入れた意義を確認し、国は研究及び対応する治

療についての進展をはかる手立てを早急に実施すべき。そして、未知或は稀な合併症

等のデータが個夕の病院内で埋もれることなく公開してリスク情報等として共有され

新たな治療法へと進展させるべきである。

Aiet 薬害被害者の恒久対策の二環 としてスタートした情報ハイウェイの機能を持

って、専門医療機関と地域での診療機関双方向の医療データ共有をして高度な医療を

受けることが期待された Anetは、運営管理の悪さでその期待を得ないまま一時的に
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終了した。新たな A netは、当面薬害被害者の救済に役立てるデータ集積と運用をも

って IIW/HCV重複感染研究や合併症、長期療養の課題について役立て、その成果を

今後反映させるためのモラ|ル とする。

在宅療養等の長期療養について

長期療養 という視点を持っての施策は前の指針でも薄い箇所である。病院から出た自

己管理を基本とする治療と生活を両立させ、高齢化や後遺症を持った発症者について

医療を兼ね備えた受け入れ施設を開発 1/た り、既存の制度にエイズ特有の項 目を併せ

たものとして利用 していく研究や実践が急務となってきた。 これには、医療・福祉に

ついて調整する機能が強く求められ、コーディネーターナースと社会福祉等々を包含

したシステムが必要とする。

治療薬については従来の迅速導入は維持されなければならない。併せて新薬だけでな

く剤形変更や合併症や日和見感染症への対応も視野に入れた対策仮猛更なけらばなら

ない。

薬害 I―EIV感染被害者への対応

裁半」和解によ夕IB久対策を国はその責務を果たし、原状回復医療を基本に、今後も未

知の領域に常に踏み入つた病状をきたす被害者に対する研究開発 と実践的治療、貴重

な資料を役立てるためにもそのデータ蓄積と解析を常に続け、将来に役立てるようし

っかり体制作りを再構築させなければならない。

ありがとうございます。よろしくお願いします。
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HIV陽性者歯科診療に関する現状認識、問題点等

歯科の HIV診療体制整備
′         研究分担者 前田憲昭

現状認識 (医療体制班からの所見)

HIV感染者に歯科医療を提供する体制を確保するために2つの手段が進行い しています。

1つは開業医の大半を組織する日本歯科医師会ヾあるいはその傘下の都道府県歯科医師会

を診療ネ ッ トワークに取 り組む方法であり、他の 1つ は、組織に関係なく、自ずからの信

念に基づいて、すべての方を区別 。差別なく診療 しようとする歯科医療従事者 と個別にネ

ットワークを組む活動です。前者の対応は医療体制班 (研究分担者 前田憲昭)、 後者の対

応は課題克服班 (研究分担者 中田たか志先生)と 考えています。

1:日本歯科医師会の現状

① 世界歯科医師連盟 (FDI)は、HⅣ 感染者への差別のない歯科診療の提供を決議 し、

その決議内容を公表しています。日本歯科医師会は FDIの 主要メンバーとして、決議に

賛成していますが、日本国内で具体的な活動はしていないように見えます。

② 日本歯科医師会は研究IJIの公開質問状に対 して下記の回答をしています。

残念なが ら、現在のところ、あくまでも回答のため回答であり、会員に向けた行動基準

となっていません。具体的な成果が確認できません。

下記はlJ■ が作成した冊子より引用 (HIV感染症歯科診療ネットワーク取組事例集 )

httpソ /www.hiv― dent.coln/11ploads/phOtos/18.pdf

3:日 本歯科医師会 会長の HⅣ感染者歯科治療に対する基本的姿勢の宣言

研究班の質問に対する日本歯科医師会会長の公式回答

日歯発第 996号平成 19年 8月 30日  (地域保健課扱い)

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

「歯科のHIV診 療体制整備」 分担研究者前田憲昭様

社団法人日本歯科医師会 会長 大久保満男
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HIV感 染者歯科診療体制について (回答)

平素より本会会務運営に格別のご高配を賜 り厚く御礼申し上げます。

さて、貴研究班 より平成 19年 6月 27日 付にてご照会いただきました事項につきまして

は、下記の通 りご回答申し上げます。

記

[照会事項要旨]

1.HIV感 染症に対する日本歯科医師会の基本的態度の宣言について

2 HIV感 染者歯科診療に積極的に取り組むか、具体的な指針の提示について

[回答]

1

2.

日本におけるエイズ感染の拡大防止及びHIV感 染患者を含むすべての患者が安心し

て円滑に歯科医療を受けることができるよう日本歯科医師会は力をつくします。

その具体的な方法として、日本歯科医師会全会員が、HIV感染患者に対 してあらゆ

る患者と等 しく適切かつ安心 。安全な歯科治療を提供 し、歯科医療従者にも同様に、

安全 。安心が確保される環境の整備を図ります。また、都道府県歯科医師会に対し、

地区に選定されたエイズ中核拠点病院と連携を図り、上記の対応が円滑に果たされる

よう本会より要請します。さらに日本歯科医師会広報、日本歯科医師会雑誌等を通じ、

適切なHIV感 染者歯科診療体制の周知に努めます。

この文章は 研究班が日本歯科医師会 大久保会長に提出した質問状への回答です。

日本歯科医師会がHⅣ 感染症に対する基本姿勢を明確にすることで、今後の班の活動

に明確な指針を与えるものと考えています。また、中核拠点病院と地域歯科医師会の

連携にも基本的な関係を構築する基礎を与えるものです。 なお、大久保会長は財団

法人日本エイズ予防財団の理事でもあります。FDI会長も別途宣言を公表されてい

ます。 (前 田憲昭 会長は平成 23年現在 評議員)

対策 :日 本歯科医師会に具体的な成果を求めます。また自主的にHIV感 染者の歯科

治療が全国で等しく提供される体制の確立が、何時になるか提示をして頂きたい。

2:HⅣ 感染者歯科医療が一般歯科で受け入れられない背景

歯科はB, C型月千炎対策が来ているではないか?

B,C型肝炎対策が出来ていてもHⅣ が診れない理由

拠点病院システムがHIV感 染者医療の認識の違いを生んでいる可能性

初期のHIV感 染者医療受け入れ拒否と拠点病院システムの構築で

限定した医療機関が診療するものと認識されてきました。特別な対応が

必要なのではないか、と思われてしまいました。

注 )

25



また、最初に設定された拠点病院には、歯科医師養成機関がありません

でした。

対策 :歯科診療だけを開業医に依頼するまえに、HIV感染者の医療のあり方を広く

国民に知らせる必要があります。

3:歯科医療従事者が感染対策費を保険点数に盛 り込むように要請する背景

同じ G■lPの諸外国に比べて、歯科の技術点数が極端に低い現状があります。

したがって、感染防御対策に出資する費用は、技術点数を割 り込みます。

対策 :臨床の現場の経営の厳 しさを痛感しているので、一般開業歯科医師に

厳 しいことが言えません。

支出を抑制 しながら、Standard Precautionsの 実施に

一歩づつ前進するように、研究班として励まし続けます。

5:医療体制班の活動

ヨヒJこ
円 リス

○エイズ対策事業で歯科が研究代表者の活動がありません。

○エイズ対策予算の総額における歯科領域対策の予算総額は1%以下

○研究班には権限がありません。

行政 。歯科医師会・拠点病院に参加を呼びかけるが自由参加

患者を診るのは医療従者の義務であるとの主張だけでは進みません。

対策 :

① ブロック拠点病院 。中核拠点病院の改革

② ブロック拠点病院 。中核拠点病院と当該歯科医師会のHIV感染者歯科診療ネットワー

ク立上げの義務化

③ 即効性の対応として、ブロック拠点病院歯科に歯科診療に関する対応を担 う、

コーディネーター歯科衛生士の配置

④  歯科の HIV診療体制整備班として

HIV感染症が明らかになって25年以上、もはや義務論を伝える時代では

ない。観点を変えて、

病気の本質を正確に伝える

Standard Precautio五 sの必要性を力説する

○何故必要か

○どんなメリットが患者さんと医療従事者にあるか

○実施への努力が如何に歯科医療の質の向上に寄与するか
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現在の国内の HIV感染者歯科診療の実態

例外 東京都 神奈川県 北海道 広島県 (*)

すでにネットワークを実施中の同都県の活動に関しては、「HⅣ感染症歯科診療ネットワー

ク取り組み事例集」を参照して頂きたい。

*中核拠点病院としての広島大学の活動 (別途記載 )

HIV感染者の受診拒否

厚生労働省

診療拒否対策を通達 HIVに 関し

て連携がない

地方自治体

歯科保健担当科

地方自治体

エイズ対策担当課

地域歯科医師会

HⅣ 患者歯科診療に関して

指導力がない

HⅣ に関して

連携がない

中核拠点病院

中核としての自覚がない

厚生労働省の通知を知らない

病院が自院の歯科を指導出来ない

歯科 :歯科医師会を指導できない
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医療体制班 歯科のHⅣ診療体制整備班の位置づけ

2.

HⅣ感染者の受診拒否

厚生労働省

診療拒否対策を通達 HIVに関し

て連携がない

地方自治

歯科保健担

地方自治体

エイズ対策担当課

体

襲

地域歯科豚:師会

争歯科診療に関して

:い

IIIV癬

指導力がカ

中核拠点病院

自党がない

厚生労働省の通知を知らない

病院が歯科を指導出来ない
二〕て〔::唐
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日本歯科医師会と都道府県歯科医師会の構図

29

HⅣ診療に

指導力がない



広島大学の取 り組み (ブ ロック拠点病院 。中核拠点病院としての模範 )

これは平成 23年 2月 6日 に開催された研修会への案内です。厚生労lll省 の通達をよく理

角準されています。すべての府県で見習つて頂きたと思います。

広島県歯科 医師会 会長 山科 透

広島大学病院長 越 智  光 夫

第 1回広島県歯科医師会の歯科医師及び院内歯科研修医のための

: IIIV感染症に関する講習会開催の案内

平成 17年 5月 6日 に厚生労働省医政局歯科保健課長から、「歯科医療機関に

おける HIV感染者等の診療体制について (依頼 )」 (医政歯発 第 0506001号 、健

疾発第 0506001号)が出されました。その主な内容は、HIV陽性者等の診療を断

る歯科医院が無いように、歯科医療従事者が HIV感染症についての正 しい理解

を図 り、適切な感染防止策を講じることにより、HIV陽性者に対する歯科診療体

制を確保す ることでした。

HIV陽性者に対する歯科診療体制の確保には、エイズ拠′点病院と地域歯科医師

会 との連携 が必要でありt広島県においては広島県歯科医師会がエイズ拠点病

院か らの HIV陽性者の歯科診療を受け入れ るための HIV歯科診療ネッ トワーク

が既に構築 されています。このネットワークの構築は、HIV陽性者がより近医で

の歯科受診 を可能 とする画期的な歯科診療体制の実現であると考えます。本邦

では、HIV陽性者の数は増加 してお り、今後、この歯科医療ネットワークに参加

する歯科医師の確保が必要です。

本院は厚生労働省が定めたエイズ治療のための中国四国地方ブ百ック拠点病

院 として、医療従事者のための教育 。研修の役害」を担ってお ります。つきまし

ては、広島県歯科医師会の歯科医師および院内の歯科研修医にご参加頂き、歯

科医療従事者が HIV感染症についての正 しい理解を図り、適切な感染防止策を

講 じることによって HIV陽性者の歯科医療確保にご尽力くださるよう、別紙の

通 り、講習会を開催 したく存じます。皆様 ,お誘い合わせのうえ,多数 ご参カロ

くださいます ようご案内申し上げます。 '
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ブロック拠点病院を中心としたHⅣ感染症歯科診療体制ネットワークの構築について(案)

本邦におけるHⅣ感業者、ADS患者数は、年々増加傾向にあるほか、集物療法の進歩により通常の社会生活を過ごすことが可能になりつつある。このた
め、HⅣ感染者・ADS患者の方々が、日常生活に支障を来すことなく身近な地域で安心して歯科医療サービスを受けられる体制が求められている.しかし、
実際には、歯科惨療所の受入体制が不十分社 め、HNt業者が惨療拒否等を恐れ、通院に時間のかかる拠点病院や大学病院等への受診を余儀なくさ
れる場合や相談先がなく歯科治猥を請めている感業者、患者も多い。
このような状況を早急に改善するため、地城単位の歯科診療体制ネットワークの構築が必要である。具体的には、プロック拠点病院を活用することが現

実的かつ実効性があると考えられ、プロック拠点病院に歯科診療に出する相談窓口を設置するほか、歯科医療従事者に対する研修やBI係 機関の連携促
進を図る協議組織を設置するなど、各プロックにおける歯科診燎体制の構築を図るべきである。

震ゼ囃趙颯炒l_

ざ籠歎尚
談

HIV感染者・AIDS患者

エイズ治療拠点病院

プロック単位の歯科診療体制ネットワーク

都道府県歯科医師会
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課題克月反班での HIV陽性者歯科診療の取組

「HIVと その合併症の課題を克服する研究」

「HIV陽 性者歯科診療の課題と対策」

研究分担者 中田たか志

平成 21年度から課題克服班の分担研究 「HⅣ 陽性者歯科診療の課題と対策」 として、

医療体制整備班での取り組みとアプローチの方向を変えて、HⅣ 陽性者歯科診療を陽性者

自身からの依頼や NGO等の紹介、拠点病院医師 。歯科医師等からの依頼、保健所からの依

頼等で既に HIV陽性者歯科診療を開始しているが地域にネットワークが構築 されていない

診療所のネ ットワークを構築し、その構築したネ ットワークの紹介機軸を地域の HIV陽性

者支援をしている NPO/NGOと する取り組みを開始しました。

またそれ らの地域で、歯科開業医として HIV陽性者歯科診療を困難としている 3大理由の

設備の不備、スタッフの理解が得られない、風評被害の恐れが、本当にそうなのか?と い

う視点、また HIV陽性者歯科診療は拠点病院歯科で診療すべき事例なのか ?と いう視点、

歯科開業医が拠点病院歯科の歯科医師と決定的に違 う経営者 としての視点から、分担研究

者が歯科開業医として 15年以上 HⅣ 陽性者歯科診療に従事してきた経験と、開業医が現

在置かれた現状の中でのHIV陽性者歯科診療の実際、また地域の拠点病院医師によるHⅣ

診療についての総論とともに講習会を開催 し、新たにこのネットワークに参加する歯科診

療所を増や し、行政や歯科医師会主体の総合的なネットワークが構築できるまでのタイム

ラグを埋めるべく現実的な対策としての取 り組みを開始しており、昨年度までに大阪府、

愛知県でこの取 り組みを開始し、ネットワークが構築されつつあります。

また本年度は大阪府、愛知県での取り組みに加え、沖縄県、福岡県での取り組みを開始す

る予定で進めています。

またこのネ ットワークヘの参加のハー ドルを下げるために、歯科医師、歯科衛生士など、

歯科医療従事者向けに、HIV感染症や HⅣ 陽性者の現状、歯科におけるスタンダー ドプリ

コーションについての情報を提供し、その他の感染症をふくめた情報や対応について共有

するネットワークである1)歯科医療従事者ネットワーク

HⅣ 陽性者歯科診療を既に取り組んでいる、または今後取り組みを検討する歯科診療所の

ネットワークである2)歯科診療所ネットワーク

と二つのネットワークを構築しHⅣ 陽性者歯科診療の裾野を広げる取り組みをしています。

http://hiv‐ dentalnet.cOm/il■ dex.htlnl
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合併症及び併発症への対応

「HIV/HCV重複感染者の肝硬変

(に対する肝移植)」

に関する資料

33

HIV感染症患者の予後

HAART登場以降HⅣ感染例の予後は改善.

1995年以降、HiV感染例の死亡数は減少するとと

もに、死因に大きな変化が見られた。

1997年-2000年に死亡した135人のHiV(1)患者のうち、

A!DS関連死 (日和見感染による死亡)は約50%.

残りの約半数のうち、約90%は肝疾患関連であり、多くはHCV感染症によ

る死亡であつた.

{Ooiiaboratlons in H:V Outcomes Research united state,2001)
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肝炎重複感染の方が97%と言われており、今後深刻な事態が予想されます。
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H:V感染者、死亡数の年次推移 (N=390)

圏死亡者総数

目肝疾患関連死亡者

(死亡年)

はばたき福祉事業団調べ
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HiV感染者、死亡時年齢別患者数の分布 (N=390)
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■肝疾患関連死■者

25‐ 30 35‐  40‐ 45‐ 5●

死亡時年齢層

5,606S‐ 7● ル 80‐ 不明

はばたき福祉事業団調べ
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1人数 )

1996-2008年 の九州肝癌研究会登録症例

HCV関連肝癌の肝癌診断時年齢分布 (N=6′819)

1836
2000

圏男性
■女性

H:V/HCV重複感染者

・ 肝硬変へ進行するのが早い3

:。 若年で死亡する例あり。

・ HAART薬剤の影響もありそう。

肝移植により救命できないか ?
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HiV/HCV重複感染者に対する肝移植

LnPact of Human lmmunodeflciency VIrus on Suntral
Atter hver Tral■ splantation:Analysis of United

Ne転′ork for Organ Sharmg Dafabase

均髯ムM′1鋼
“
'/4蔵 R摯

=″ "■
●″に■

“
S取″P

2attpranfa6..・ volume 85,Ntter3,Febxlぃげ 18,2008

o HAART登場以降、1997年 1月 1日 以降の肝移植症例  (HIVの 原因は間わず)

e retrospective studソ .

o HIV(■ 〕137名、H:V()30520名 を対象

HIVi÷ )

置 ECDE Z CαP出コ ●f‐漱ば P‐b●-4 Pr

HIV(+)HCV(―)轟者の予後は比較的良好

HiV(+)HCV(+)患 者予後はHIV()HCV(十 )患者に比較して著干低下

わが国のHiV感染例に対する生体肝移植

2005年 3月 の時点で、HIV,HCV重複感染例に対する肝移植は、

東京大学6例、広島大学 1例 .

2011年頭でも日本で約10例程度の報告のみ

東京大学で肝移植を受lナた6例

(年齢等I訪 イノツ ー保護のため省いた)

(小池班報告書より)

症罷 予後 螂い
lFN+

リノゼ リ)爆螢療 ¨̈
HAART H ミヽNA

1 鰤 48 翻作用にて中止 (― ) 530

2 殖 3 投与褒 す 421 16鰤

3 生存中 26 完了 く―〕 投う中 100

4 生存中 12 時 5000 投 騨 く50

5 殖 5 投与された 881 投与された 470

6 生存中 3 投与中 1.530 投与中 440
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当該患者のベースにあるもの

1.免 疫不全 (HiV感染 )

2.肝 炎ウイルスによる肝障害 (HCV感染)

3.先 天性凝固異常 (血友病 )

4.血 管炎、門脈圧克進症、(HⅣ関連サイトカイン、
HARRT治療 )

5.薬 剤性肝障害 (HARRT治糠 )

6.代 謝異常 (脂肪肝、NASH、 糖尿病 )

移植成績の向上のためには

多方面よりの研究が必要 I

HⅣ・ HcV重複感染 ―HiVがHCVに与える影響―

。10年後の肝硬変率  HCV単独       2.6%
HIV/HCV重複     14.9%,Hepato1 199■ 201‐ 5

・ 血友病患者を対象

肝硬変への進行速い 3「 J Haernatol 1996;94:フ 46・52

Hepatologv 1990,30:1054‐ 8:

J AIDS 1993,6:602-10

非代慣性肝硬変まで中央値15年で、HCV単独より、21倍nsk高い
BrJ Haematol 1994,87:SSS(■

肝硬変での累積死亡4情 .   Lncet"9■3501425

肝疾患死亡率 7倍。     JhtdDヽ
"99217,1254‐

8

肝癌もより早期に発症。    AmJGa、Юemed 2∞■90,9-83

HⅣの進
,と

肝生検所見に関連
Fし

。 H響
暇馨野駒鐸理Ъ議ベ
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|^

HⅣ O HCV重複 感 染  ―HCVの H!Vに 与 え る影 響 ―́

。AIDS関連疾患死亡率  H:V/HCN/で はHiV単独に比較し17倍。しncet200Q35a180● 5.

:聖予後不良      Haemophma 20蛯 3S34

(SWiSS)  Jlnfed O、 199■ 17,164`

予後 変 わ ら ない (USA) JAMA 20oと 288199206

Swκs:young,巳 white vs usA:aged,Afncan American

・ PEGイ ンター フ ェロン‐Rb   cD4層 性 T500/ul以 上 、 Hlv RNA 104以 下

C"n lnfect Dis"9● 23:585‐ 91

SVR率 44… 65%    ADS2∞λ1681)28

世界でのHⅣ感染者に対する肝移植の報告 (1)

n     生存 備考

報告年、移植施設
(報告議 )

20113 PIttsb哺

(JI口f Dls21)

2∞3Pに

“

burg

Miami

(uver Tttnspp91

2004 Revi● w
(bver T-3plつ

2004 1ung 6

“

に r Trttn3114● l

2∞5 Madid

(品ぼ Tttnsげり

2005 Esson

鮨 er珈 r)

24         34「 728%

15    3年 56"
患者死亡のリス

"ァ
クタ=は由CV●

CD4+(200/μ L HAART開始不可
HⅣ ●に‖●ad〉400●●pLsノ ml.

2例が肝障害にてHAART中止。
13/16が移植前に HIV検出感度以下
CD4400/″ l t6/10),く 1∞ /“ :

急性IEI(6′10 FKレベル上昇

6896がHCV重複感染。

2“が血友病。

4名はHCヽ嘔発、敗血症で死亡。
HBV再発なし。

1倒 17ケ月でFCHにて死亡.

CD●К100/μ l(2/10.

急性拒憲 1/41,日 和見饉業なし。

座 存例はHAARTあ り。

HⅣ

HVIHCV

HV+
HⅣ‖ CV

全世界

Posburg

HV4HCV
Hnrのみ

HNヽHCV

14/16生存

80%生存

20/29生存

2/7 生存
7″  生存

3/4生存

:6

11

51

29

7

7

4

HVIHCV 5    2/5生 存

HM human immunodendency vinJs,HCV:he口 ‖60」 rt18,HBV:he"“ s B urus.HAART:highlソ attve a祠
“
むoMrai

ther"y.     ‐
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世界でのHⅣ感染者に対する肝移植の報告 (2)
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エイズ予防指針作業班「第二 医療の提供」検討会

HIV/AIDS患者の長期療養と在宅療養における課題について

独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター (ACC)

看護支援調整職 島田 恵

○前提

。「療養」とは、治療 (医療)と 養生 (生活)を行いながら暮らすことであり、HIV/AIDS

患者の療養期間は長期化している。

。「在宅療養」とは、自宅や施設など病院以外の生活の場で治療と生活を両立させなが

ら暮 らすことである。

○現状と課題

1.長期療養が課題となる点

1)外来受診の長期化 →在宅療養でいかに外来受診を継続するか

例 :・ 脳梗塞後の ADL低下のため自宅で介護サービスを利用

。進行性多巣性白質脳症 (PML)治療後の内服確認、健康管理のため施設で介

護サービスと訪間看護を利用

・外来における療養支援の再考

受診中断の予防と継続の支援、副作用のモニタリングと対処 など

2)急性期病院における入院期間の長期化 →病院からいかに退院し在宅療養するか

2_入院期間長期化の理由

1)治療に長期間を要する

日和見感染症 (悪性腫瘍、播種性非定型抗酸菌症など)に よっては、治療期間が長

期化する。

2)急性期病院において医学的に退院可能となつたが、他の理由で退院が難しい

(1)医療ニーズが高く慢性期病院への「転院」が望ましい場合

①転院を要する主な目的

。併存・合併疾患の治療が必要 例 :がん治療、依存症治療

″入院によるリハビリテーションが必要

例 :PML、 HIV脳症等の中枢神経疾患発症後の ADL低下に対し在宅療養まで

のリハビリテーション

②転院困難の主な理由

i)急性期病院側の理由 ・転院の見通しをたてるのが難しい

・転院先を開拓するのが難しい

ii)慢性期病院側の理由 ・受け入れの経験や感染管理などの知識がない
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・受け入れ後の入院期間の長期化は困る

・医療区分の低さによる入院費用の採算性が低い

・抗 HIV療法のマルメによる医療費の問題

iii)患 者側の理由    ・転院に対する不安

―・キーパーソンの不在

(2)介護二一ズが高 く病院ではない「自宅 。施設への退院」が望ましい場合

①自宅・施設への退院を検討する理由

。高齢化に伴う障害 例 :転倒骨折後の認知障害

脳梗塞後の ADL障害

。若年者のエイズ発症に伴う障害 例 :エイズ脳症による高次機能障害

PML後の ADL障害

②自宅・施設への退院困難の理由

i)急性期病院側の理由 。在宅への退院の見通しを立てるのが難しい

・施設を開拓するなど療養環境を整えるのが難 しい

li)在宅側の理由 ・受け入れの経験や感染管理などの知識がない

。一般的に高齢者、若年障害者に対する社会資源が不足

‖)患者側の理由 ・入院継続の希望と在宅療養への不安感

・キニパーソンの不在

3.HIV/AIDS患 者の背景的要因

転院または在宅療養に関する支援をすすめていく際、患者本人だけでなく、両親、同

胞、配偶者や子供など患者の私的な関係者が支援者として鍵となる。しかし、支援者の

方が年上 (高齢)である場合が多く、また患者が家族等に対し病名を伝えることを望ま

ない場合には、適切な支援を得られにくい事例がある
`こ

のような場合、その役割を医

療チームとして補う必要があるが、医療現場のマンパワー不足と医療者の支援経験 。ス

キル不足があり、支援を十分提供できていない可能性がある。

○提言

HIV/AIDS患 者が抗 HIV療法によつて免疫コントロール良好となつた後も、治療経過

や状態に適 した療養の場を選択できることが重要である。

・広く保健 。医療・福祉職に対しHIV/AIDS患者の長期療養に関する啓発・教育を行う。

・長期療養支援を行う医療チームに対して支援に必要な技術の研修を行う。

・急性期病院の後方支援病院として、慢性期病院の採算性を踏まえた適切な技術評価

をする。
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研究要旨

本研究班は、日本におけるHIV医療体制の現状把握のための基礎資料を収集 し、的確

な政策提言を行うことと、全国どの拠点病院でも高度なHIV診療ができるようになる

ことが、この研究班の究極の目的としている。基礎資料の収集は、各ブロック拠点病

院の患者数や連携実績を基とした。均てん化へ向けては数多くの研修会を実施し、資

料を作成し配布することとした。以下にまとめると、

1)この王囁の構成は、各ブロック拠点病院の日iV医療体制整備 (8ブロツク代表者)と
首都圏の医療体制整備を中核にすえ、歯科のHIV診療体制整備 (前田)、 HIV医療包

括ケア整備 (島田、山中、田中)、 医療経済を含めたHIV医療のあり方検討 (自阪)、

1参考資料 3



HⅣ感染症の医療体制の整備に関する研究

H∨言夕療における全身管理のための研究 (潟永)、 国内共同研究の基盤整備と薬剤耐

性ガイ ドラインの作成 (満屋、杉浦)である。

2)均て ん化に向けブロツク拠点病院は年間 100回以上にも達する研修会を実施し、

我が国 におけるHIV診療の医療体制を築き上げてきた活動と考えられる。

3)各ブ ロック拠点病院に患者がますます集中し、まつたく診療していない拠点病院と

の二極化が顕著と■c「つており、拠点病院の見直しに着手した。

4)センター化による患者集中により、ブロック拠点病院はHiV診療に十分な知識や経

験を得、さらに診療体制の充実が図られた。センター化と均てん化は相反するよう

にも思えるが、今後中核拠点病院のセンター化が起これば中核拠点病院の診療レベ

ルのさ らなる向上と充実化となり、それと並行して近隣の拠点病院への研修が進め

ば、拠点病院均てん化もさらに前進すると考えられる。

5)この ような活動は継続的に行う必要がある。

A 研究目的

HIV感染症患者はますます増え続けており、我が

国では、血液製斉」による薬害HIV感染以外で毎年

1,000名以上の新規感染者の報告が挙がつている。

さら|プ いきなリエ イズ″
で病院を受診する患者も増

えている。我々はそういつた患者に良質の医療を提

供するとともに、一方で新規ⅢV感染症患者の発生

を予防しなければならない。

本研究班は、全国のHIV医療体制の整備を目的と

した指定研究として、事業的側面の強い研究班であ

る。全国8プロツクにおけるプロック拠点病院を中

心とし、各県の中核拠点病院との連携を深め、HⅣ

感染症患者の診療水準の均てん化を目的とする。ま

た、これを補助する研究として、歯科診療の均てん

化、包括ケアの均てん化、HIV/AIDS感 染症患者が

合併する重篤な疾患の全身管理の情報提供、IIIV感

染症に係る医療費の医療経営学的分析と長期療養患

者の実態把握、臨床試験の基盤整備などを目指

し、薬剤耐性検査の検査適応のガイドラインを整備

する (図 1)。

しかし、大きな問題点としてプロック拠点病院ヘ

の患者集中とHIV診療をまったくしていない拠点病

院との二極化が顕著となってきており、拠点病院の

見直しを視野に入れた活動を行 う。

図l HIV感染症の医療体制の整備に関する研究班の概要

8プロック拠点病院の

W医療体制整備II

首都日の医療体制整備

中核拠点病院等の整備

中核拠点病院等との連携 および 医療の均てん化

各種ガイヽ 人ンの作成
HIν医療体制に対する提言と問題点の解決
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B 研究方法

政策提言のための基礎資料収集として、各プロツ

ク拠点病院、中核拠点病院における平成19年度の

実態 に関し調査を行つた。均てん化に関しては、

ACC― プロック拠点病院による数多くの研修会を

実施 してきたが、平成 20、 21年度も各プロック拠

点病院が中心となり、プロツク内の中核拠点病院

拠点病院に対 し、研修会・連携会議を実施した。歯

科は、均てん化に向け中核拠点病院のネットワーク

構築への助言・応援のため、都道府県単位で活動支

援 を行い、HⅣ感染者の歯科診療の実態調査を行つ

た。包括ケア班では、コーデイネーターナース、カ

ウンセラー、ソーシャルワーカーによるグループで

研修を行い、また、患者の就労支援についても調査

した。医療経済については、HIV診療の入院・外来

の原価計算方法を開発 し、実際の原価を計算 した。

全身管理研究では、HIV感染症患者の全身管理のた

めには、院内他科との連携が不可欠であり、全国の

中核拠点病院の他科連携状態あるいは準備状況につ

いて調査 し、さらに自覚症状と就労行動に関する調

査 、血友病患者におけるRALへの安全な治療切 り

替 えに関する調査、C型肝炎プロテアーゼ阻害薬

TVRの耐性変異について調査した。共同研究基盤で

は、実際に多施設共同研究を実施し、その際臨床試

験が適切に推進されるよう、すべての試験の効果安

全委員長となり臨床試験の補助となつた。薬斉1耐性

班では、新規薬剤に対する薬剤耐性1青報の収集と薬

lll耐性検査実施状況の調査を主に行つた。

(倫理面への配慮)

研修会のデータ解析や症例提示においては、患者

個人が特定されないなどの配慮を行つた。倫理面の

配慮はヘルシンキ宣言に則り、必要に応 じて倫理委

員会の承認を得た。

C 研究結果

1)ブロック拠点病院、中核拠点病院ならびに各HiV

診療拠点病院に対するアンケー ト調査

アンケー トはWeb回答群と郵送群に分かれるもの

の、回答率が年々減少し、郵送群における回答率は

極めて低い。診療拠点病院とはいつても診療担当医

が明らかでなく、拠点病院発足よりまったくHⅣ感

染患者を診療 していない施設も存在し、患者が集中

する施設との二極化が一段と進んでいる (図 2)。

2)均てん化に向けた取組み

プロック拠点病院の活動は日覚しく、各プロック

拠点病院が中心となり、プロック内の中核拠点病

院・拠点病院に対し、研修会・連携会議を実施する

ようになったが、H21年度における8プロツク拠点

病院にて主催されたHⅣ に関する講演会ならびに研

修会は、全国でlllCl回 を超えた。HIV感染患者の少

ない拠点病院の診療経験の浅い医師・看護師 薬剤

師において研修の満足度が高く、HIV診療の底上げ

が期待できた。

プロック拠点病院では診療患者数が 1000名 を超

514%

回答率 914%

1~ 3   6    4  1  5  6  6  0

1     1       4       25    9    2_   5
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図2 拠点病院のHIV感染症患者診療実績
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える施itが 32(X)名 をlllJえ る施設が4と さらなるセ

ンターfヒが起こつている. 一方で、HIVi診療をほと

んど経験 していない拠点J両院も全Fllltlltt ljj院 の約
'11

数に達 してお り、中には診療担当1医師が退職 し、そ

の|け充がなくHIv診療ができない拠点病院も認めら

れた。そこで拠点病院兄FIし の最初の収組みとし

て、拠点病院存続について聴取 した。

また、HIV感染症患者にとつて有意義なカウンセ

ラーについては、プロック拠点病院でのカウンセラ

ーの複数体制の
I・lll築 、派遣制度の継続的迎用、新た

な中核相談制度の倉1設による中核ltt点病院へのカウ

ンセラーの配置など、銅l度上での整備が以前に比 し

て進行していること力洋」明 した。

3)均てん化を補助する研究

医療経済の研究からHIV診療に係る収益 (請 求

額)お よび原価に関する基礎的データを得ることが

できた。HIv診療は入院では概ね赤字、夕1来では黒

字の傾向が示された。全身管理の研究ではHIV感染

者は、就労意欲はあっても実際には就労できていな

い現‖大が明らかになった。また、就労しているHIV

感染者の離職意向は高くはなく、先行研究の情報サ

ービス業技術職などと比較するとむしろ著 しく低か

った。また、健常者と比較すると神経症傾向が強

く、身体の変化に意識が向きやすいと考えられた。

HIV診療を当該科のみで行うのは不可能であること

が明らかであ り、他科との連携が不可欠であること

が明らかとなった。血友病患者におけるRALへの

安全な治療切 り替えでは、プロテアーゼ阻害薬から

RALへ変更すると、血友病患者の出血傾向が改善す

る可能性はあるが、抗ウイルス効果の維持が困難に

なることがあ り、注意が必要である。これは、RAL
の耐性獲得の し易 さによると思われた。c型肝炎プ

ロテアーゼ阻害薬 TVRの耐性変異については、c型

肝炎ウイルスが 自然にTVR耐性を持っている率は

1%以下で低いとされているが、日本人血友病患者

で も低いと思われた。TVRを 使用する場合でも、

PegIFNや リバビリンとの併用が必要であり、C型肝

炎ウイルスのIFN感受性は今後も重要であると思わ

れた6臨床研究の基盤整備では、研究基盤の整備に

は、先ず多施設での臨床試験を実施 し、そのレベル

を欧米における臨床試験のそれに引き上げることが

必要と思われた。そこで、日邊班で企画されている

多施設共同臨床試験の中から、①日本人に最適な1

日1回投与による治療法を検討するET study(ア タ

ザナビルを「 1定 し、エフジコムとッルバグの11(1:為

1年」り付けを行う臨床1り
「究 |、 11ア タザナビルによる

ビリルビン liケ |を軽減することをFl的 としたウルソ

試彎1、 1,HIV/HCV/i'「 でIFN治療失敗例に文Jす る

少itIFN燎法、の3つ に開し臨床試験の実施が適切

に推進されるよう、すべての試験において効果 安

全ヤL委 員長となり臨床試験のrlli助 を行つた。ET

studyで 11、 この試験に関
'llし

た 2つ の情報

(ACTG5202試験で高ウイルス量ではエブジコムは

ツルバグに劣るというlll報 、DAD試験でエプジコ

ムの成分であるアバカビルを含む治療を受けている

忠者の′し、■1管障害の有り商率が高い)を海外から大手

することができ、本試験の継続実施に関する委員長

コメントを出した。

D 考察

HIV医療体制把握のためのデータ1又集からいろい

ろな問題点が見えてくる。HIV感染症は外来を中′い

とした診療を行う慢性疾患になったという理解に基

づいた政策が必要であり、医療連携を強力に進めて

いくための仕組みを構築することである。各プロッ

ク拠点病院に患者がますます集中し、まったく診療

していない拠点病院との二極化が顕著となった。し

かし、センター化による患者集中により、プロック

拠点病院はHIv診療に十分な知識や経験を得、さら

に診療体制の充実が図られた。センター化と均てん

化は相反するようにも思えるが、今後中核拠点病院

のセンター化が起これば中核拠点病院の診療レベル

のさらなる向上と充実化となり、それと並行して近

隣の拠点病院への研修が進めば、拠点病院均てん化

もさらに前進すると考えられる (図 3)。

均てん化に向けプロック拠点病院は年間100回 を

超える研修会を実施し、我が国におけるHIV診療の

医療体制を築き上げてきた活動と考えられる。一方

で医療崩壊などにより診療する医師がいない拠点病

院では、拠点病院の存続を望まない、または、病院

全体として即V診療に対する理解が得られていない

場合も判明してきている。そういった病院について

は、拠点病院見直しを各都道府県に提言してゆく。

今回の調査では10数施設が拠点病院存続を望んで

いないことが判明した。病院全体としてHIv診療を

行うという意識が薄く、診療担当医師に任せきり

で、医師の孤立化、個人への負担増 となっている

(図 4)。 今一度、病院全体としてのHIV診療拠′点病
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院であることを病院長に再認識させなければならな    集まることは、プロック拠点病院がなしえたこと

ぃ。                          と同様、中核拠点病院の医師、コメデイカルのレ

これらHIV感染症患者の診療に関する問題点 (表    ベルアップにつながると思われる。

1)に対し以下の対応策を立案し、提言する。     ②現実、診療経験のない拠点病院は、年間にたとえ

①プロック拠点病院への患者集中はプロック拠点病    数名のHIV患者が見つかつても中核やプロック拠

院のレベルアップにつながっており、プロツク拠    点に送るだけのことしかできていない。HⅣ診療

点病院の医師の確保、さらにはコーデイネーター    連携のための「拠点病院診療案内2009-2010」 に

ナース、カウンセラーなどの配備も整つてきてい    は拠点病院を辞退希望の項目をつくり、施設の意

る。現在、各都道府県に中核拠点病院が設置さ    向を伺った。それを基とし、各都道府県に研究班

れ、ある意味、中核拠点病院へⅢV感染症患者が    から提言する。一方で、各拠点病院のHV診療実

患者
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のレベルU● 診療体制の 1 将来的に拠点病院の

1  均てん化が図れる。

寺巨聖締  囀曲   疇d理静
拠点病院

図3 センター化or均 てん化

中核拠点病院会議でも拠点病院HIV診療担当医師の

負担増:孤立化が数多く訴えられた(人 的補充の要請強い)。

図4 HiV診療拠点病院とがん診療拠点病院との比較

表l HIV感染症患者の診療に関する問題点

1ブロック拠点病院への患者集中
2拠点病院の半数が現実HiV診療の経験がほとんどない。
3拠点病院のHiV診療を担当する医師個人の負担が大き

い(つまり施設としてHIV診療に対する取り組みがない)。

4拠点病院を辞退したいという施設が出てきている(全国で
16施設)。

5長期入院を要するAIDS中枢神経合併症患者の療養所や
施設への受入れがまつたくできていない(療養所・施設
がH!V感染者ということで拒否している)。

6個人開業歯科のHIV感 染者の診療拒否

HⅣ診績拠点病院 がん診疲拠点病院
郭
諷

ｔ
几 県からの要請で拠点病院にされたという受け身の姿勢 拠点病院になることを切望する施設多数
日
本 見直しま考えていない 常に見直しを検討

医師 専ll医はいない(マン′`ワー不足)

余計な勉強'仕事をする(消極的な姿勢)

個人の負担が大(孤立化)

車門医多数

自身の専門分野の勉強'仕事(積極的な姿勢)

複錦で対処

看護師 外来専任看護師が求められ、施設の方針とくい違い 看護椰配置に問題なし(病棟、化学療法室など)

6



HⅣ 感染症の医療体制の整備に関する研究

績や診療意欲・lL域1生 専門性 (た とえば結核療

養施設)を基に、各プロツクでHIV診療拠点病院

を再評価し、総数で379施設から200施設位まで

に見直 しを行う。

③HIV診療拠点病院のほとんどが担当医師個人の努

力によりHIV診療が成り立っているので (施設と

してほとんど医師個人に任せ切り、従つてその医

師の異動により診療不能に陥ることもある)、 施

設長に「病院全体としてHIV診療に取り組む」と

いう姿勢を再確認していただくよう研究班・厚生

労働省・都道府県より再度要請する。

④長期入院必要息者の施設・療養所の受け入れは、

HIVの正しい知識を伝え、感染防御の方法などを

指導し、HIVに 対するハードルを低くできるよう

粘り強く活動を継続していく。現実は個々の療養

所・施設に実際赴いて、教育・研修するというこ

とを行っている。ほとんどの施設はそれもさせて

もらえない。

③開業歯科の先生方には、近隣の拠点病院が針刺じ

事故時の対応を行つてくれないという不安感が強

い。各拠点病院は自施設だけの針刺し事故対応で

はなく、他院で発生した事柄に対しても対応でき

るように拠点病院連絡会議を通じて要請・指導す

る必要がある。

E 結論

HⅣ診療の均てん化のためにいろいろな角度から

の活動を行った。 このような活動は継続的に行う必

要がある
.。

G 知的財産権の 出願・登録状況

1 特許取得

なし。

2.実用新案登録

なし。

3.その他

なし。
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財団法人エイズ予防財団役員名簿

平成22年 7月 1日 現在

役職名 氏  名 現   職   等 任 期
非

別の

勁

勤

常

常 最終官職

会  長 島 尾 忠 男 財団法人エイズ予防財団会長 平成24年 3月 31日 非常勤

副会長 栗 山 昌 子 財団法人エイズ予防財団副会長 平成24年 3月 31日 非常勤

理事長 木 村   哲 東京逓信病院病院長 平成24年 3月 31日 非常勤

理  事 井 伊 久 美 子 社団法人 日本看護協会常任理事 平成24年 3月 31日 非常勤

〃 白 阪 琢 磨
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
HIV/AIDS先 端医療開発センター長 平成24年 3月 31日 非常勤

高 橋 千 代 美 日本製薬団体連合会常務理事 平成24年 3月 31日 非常勤

田 中 慶 司 学校法人東京医科大学理事長 平成24年 3月 31日 非常勤 享生労働省健康局長

〃 角 町 正 勝 社団法人 日本歯科医師会理事 平成24年 3月 31日 非常勤

〃 七 海   朗 社団法人 日本薬剤師会副会長 平成24年 3月 31日 非常勤

野 本 亀 久 雄 社団法人 日本臓器移植ネットワーク副理事長 平成24年 3月 31日 非常勤

〃 福 原 毅 文 国際医療福祉大学教授 平成24年 3月 31日 非常勤 関東甲信越厚生局長

保 坂 シ ゲ リ 社団法人 日本医師会常任理事 平成24年 3月 31日 非常勤

松 井 比 呂 美 昭和大学医学部客員教授 平成24年 3月 31日 非常勤

〃 宮 田 一 雄 産経新聞東京本社編集局編集委員 平成24年 3月 31日 非常勤

森 亨 財団法人結核予防会結核研究所名誉所長 平成24年 3月 31日 非常勤

山 崎 修 道 国立感染症研究所名誉所員 平成24年 3月 31日 非常鬱

監  事 御 手 洗  康 放送大学学園理事長 平成24年 3月 31日 非常剪 文部科学省事務次官



財団法人エイズ予防財団評議員名簿

平成22年6月 15日 現在

役 職 氏   名 現 職 任 期

評議員 伊 藤 雅 治 社団法人全国社会保険協会連合会理事長 平成24年 3月 31日

入  山 文 郎 財団法人日本環境整備教育センター理事長 平成24年 3月 31日

大久保 満 男 社団法人日本歯科医師会会長 平成24年 3月 31日

〃 岡 村   正 日本商工会議所会頭 平成24年 3月 31日

児 玉   孝 社団法人日本薬剤師会会長 平成24年 3月 31日

〃 白 井 克 彦 社団法人日本私立大学連盟会長 平成24年 3月 31日

〃 原 中 勝 征 社団法人日本医師会会長 平成24年 3月 31日

〃 広 瀬 道 貞 社団法人 日本民間放送連盟会長 平成24年 3月 31日

〃 福 地 茂 雄 日本放送協会会長 平成24年 3月 31日

米 倉 弘 昌 社団法人日本経済団体連合会会長 平成24年 3月 31日



I総 務 報 告

1 理事会

(1)第45回理事会

日 時 :平成21年 4月 13日 (月 )16時00分～17時00分

会 場 :結核予防会会議室

議 案 :平成21年度事業計画承認の件

平成21年度収支予算承認の件

(2)第46回理事会

日 時 :平成21年6月 24日 (水 )11時 00分～12時 30分

会 場 :結核予防会会議室

議 案 :平成20年度事業報告承認の件

平成20年度決算承認の件

最初の評議員の選任方法承認の件

最初の評議員選定委員会の設置 。運営規則承認の件

最初の評議員選定委員会委員選任の件

③ 第47回理事会

日 時 :平成22年 3月 26日 (金)10時00分～12時 20分

会 場 :九段会館 「錦鶏の間」

議 案 :平成19年度・20年度決算の修正承認の件

平成21年度収支補正予算承認の件

平成22年度事業計画承認の件

平成22年度収支予算承認の件

評議員選任の件

会長、副会長、理事長、専務理事の互選の件

評議員選定委員会委員の選任の件

新法人における最初の評議員候補者推薦の件

事務局の組織及び運営規程改定の件

個人情報保護規程制定の件

2 評議員会



(1)第45回評議員会

日 日寺:平成21年4月 13日 (月 )16時00分～17時00分

会 場 :結核予防会会議室

議 案 :平成21年度事業計画同意の件

平成21年度収支予算同意の件

(2)第46回評議員会 (書面表決 )

書面表決の日 :平成21年 5月 19日 (火 )

議 案 :理事選任に関する件

(3)第47回評議員会

日 時 :平成21年 6月 24日 (水 )11時 00分～12時30分

会 場 :結核予防会会議室

議 _~4:平成20年度事業報告同意の件

平成20年度決算同意の件

④ 第48回評議員会

日 時 :平成22年 3月 26日 (金)10時00分～12時20分

会 場 :九段会館 稀 鶏の間」

議 案 :平成19年度 。20年度決算の修正同意の件

平成21年度収支補正予算同意の件

平成22年度事業計画同意の件

平成22年度収支予算同意の件

役員選任の件

新法人における最初の評議員候補者推薦の件

3 エイ ズ予防財団の今後に関す る意見交換会

(1)第 1回

日 時 :平成21年9月 17日 (木)16時00分～18時00分

会 場 :結核予防会会議室

内 容 :新公益法人制度、公益認定について

新たに定める定款に記載する目的、事業等について

(2)第 2回

日 時 :平成21年 10月 8日 (木)16時00分～18時00分



会 場 :結核予防会会議室

内 容 :新たに定める定款に記載する目的、事業等にっいて

4 公開セ ッション『エイズ予防財団はどう変わるのか』―新法人化に向けて一

(HIV/エイズの啓発とエイズ予防財団の今後の役割)

(1)第23回 日本エイズ学会学術集会 。総会での公開セッション

日 時 :平成21年 11月 27日 (金)11時50分～12時 50分

会 場 :名 古屋市 名古屋国際会議場 。プレゼンスペース

参加者 :約 70名

(2)コ ミュニティセンターaktaで の公開セッション

日 時 :平成22年 2月 20日 (土)18時00分～20時00分

会 場 :新宿区 コミュニティセンターakta

参加者 :約 20名



Ⅲ 事 業 報 告

1 情報収集 。提供事業 (一般会計 )

11月 26日 (木 )～ 28日 (土)に名古屋国際会議場で開催された第23回 日本エイズ学会

学術集会 '総会を後援するとともに、職員を派遣 して情報の収集に努めた。

2 国際会議等事業 (一般会計)

(1)ア ジア太平洋地域エイズソサエティ (ASAP)へ の参加

第9回アジア 。太平洋地域エイズ国際会議が8月 9日 (日 )～ 13日 (木)にバ リ島 (イ

ン ドネシア)で開催されたが、この会議の主催団体であるアジア太平洋地域エイズソ

サエティ (ASAP)に 会員として参加、アジア・太平洋地域 との情報交換を行った。

(2)国際研修生の受け入れ

国際協力機構 (JICA)事業によりわが国に研修に来ている外国人研修生を受け入れ、

わが国のHIV感染症とその予防対策の状況、財団の概要などの講義を行つた。

① 」ICA「地域母子保健強化」Aコ ース (沖縄県看護協会受け入れ)

6月 12日 (金) 南米の母子保健専門家12名

② JICA「地域格差是正のための保健行政システム改善」

9月 18日 (金) アフリカ地域 (ケ ニア、タンザニア、スーダンなど)8名

③ 」ICA「地域母子保健強化」コース (沖縄県看護協会受け入れ)

11月 5日 (木) 東南アジア地域母子保健専門家11名

④ JICA「 HIV/AIDSケ アサービス管理展開プロジェクト」カウンターパー ト研修

11月 18日 (木)ザ ンビア 2名

⑤ 」ICA「地域母子保健強化」Bコ ース (沖縄県看護協会受け入れ)

2月 16日 (火) アフリカ諸国 (ア ンゴラ、ニジェール、タンザニアなど)11名

3 ティー ンエージャー支援事業 (―股会計)

ジョンソン・エンド。ジョンソン株式会社からの寄付を受けて、高校生 。中学生を中

心とするティーンエージャーを対象 としたHIV/平 イズ予防啓発活動で、①ティーンエ

ージャー自身が参画する活動、②ティーンエージャーを指導 。支援する人たちによる育

成活動への資金助成を実施した。

実施に当たり、選考委員会を開催 して助成団体を決定するとともに、団体間のネット



ワーク作りやモニタリング委員会による各団体へのモニタリング評価を行つた。

平成21年度助成対象一覧

団体名 プロジェク ト為 助成金額

IWATE:生 と性及びエイズ教

育を考える会 (通称 :LSA)
ティーンエージャー と教師がともに進

める「生と性・AIDS教育」
700,000円

プロジェクト コネクト
学校を中心 としたHIV感染予防プロジ

ェク ト
1,000,000円

神奈川性 。エイズ教育実践研究
△ 第15回高校生エイズフォーラム 854,018円

ピアつ子あいち FACE TO AIDS 473,200円

NPO法人 えんぱ わ めん と堺

/ES

10代の性・生をともに考えるワークショ

ツ プ
503,000円

4 大囲 I職査セ ンター支援事業 (一般会計 )

ブリス トル・マイヤーズ株式会社からの寄付金及び米国ブリス トル・マイヤーズ 。ス

クイブ基金からの助成金を受けて、大阪検査相談 。啓発・支援センター (chot CASTな

んば)を開設 し、同センターを大阪府 。大阪市に提供することにより、HIV検査 。相談

等の事業を支援 している。

また、今年度からこの施設において、啓発教育、カウンセリング、研修のプログラム

をNGO等 とともに実施している。

開設 日:週4回 (日 曜、火曜、金曜、土曜)※平成21年 10月 から土曜日は休止

平成21年度稼働 日数 :156日

HⅣ検査受検者数 :4,728名 (う ちHIV陽性者数26名 )

5 日本エイズス トップ基金の運営 (日 本エイズス トップ基金特別会計)

エイズ対策に関する募金活動、チャリティ事業及び個人の寄付等の金銭的支援の受け

皿として設置された日本エイズス トップ基金の運営を行った。

(1)第 17回 日本エイズス トップ基金運営委員会

日 時 :平成21年8月 7日 (金)14時 00分～16時00分

エイズ予防財団会議室

平成20年度収支報告、平成21年度基金配分について

山本直樹・栗山昌子 。小坂善治郎・田中好子 (欠 )・ 中村 博

(2)助成事業・助成先 (計 15件  5,980,000円 )

① エイズ患者・HN慈染者に対する社会的支援事業

場 所

議 事

委 員



1 NPO法人動 くゲイ とレズビアンの会 (ア カー ) 400,000円

2 日本HIV陽性者ネットワーク。ジャンププラス 400,000円

3 ライフ 。エイズ・プロジェク ト (LAP) 400,000円

4 階 0法人 レッ ドリボンさっぽろ 380,000円

② エイズ患者・HIV感染者等に対する電話相談事業

1 NPO法人AIDSネ ットワーク横浜 400,000円

2 人権と共生を考えるエイズワーカーズ福岡 400,000円

3 せかんどかみんぐあうと 400,000円

4 NPO法人りょうちゃんず 400,000円

③ エイズ予防啓発事業

1 llPO法人現代美術研究会 400,000円

2 HIW‐人権ネットワーク沖縄 400,000円

3 NPO法人在 日中国人医師協会 400,000円

4 ■lPO法人ティーンズサポー ト 400,000円

5 NPO法人魅惑的倶楽部 400,000円

6 早稲田大学公認イベント企画サークルq00n 400,000円

7 wAds2009実行委員会 400,000円

(3)普及啓発及びチャリティイベント事業

① 「TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2009」 でエイズ予防啓発

高校生ロシクバンド選手権 「TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2009」 本選

大会において、主催者であるひたちなか青年会議所などの協力によリエイズ予防

啓発のリーフレットなどを配布 した。

日 時 :平成21年 4月 26日 (日 )

場 所 :国営ひたち海浜公園 (茨城県ひたちなか市)

参カロ者 :高校生等約15,000名

② 第 58回 日本医学検査学会 (ケ ンサEXPO'09)で の啓発

第58回 日本医学検査学会 (ケ ンサEXPO'09)において、アボットジャパン腕が

出展 したエイズ関連ブースを支援し、HIV検査等の普及活動を実施 した。



同 時 :平成21年 7月 31日 (金)～ 8月 1日 (土 )

場 所 :パシフィコ横浜 (横浜市)

③ アシェット婦人画報社 との協力事業

同社の発行する月刊メンズクラブでエイズ予防に関する記事の編集に協力した。

6月 号～ 12月 号で7名 の著名人によるエイズ予防啓発 とチャリティオークション

のページが掲載され、チャリティとして1,756,130円 の寄付を受けた。

④ リーーバイ 。ス トラウス ジャパン閉との協力事業

同社の実施する「FOrever Blue」 キャンペーンに協力 した。個人の愛用 してい

たジーンズ約13,000本をリーバイスのス トアが引き取り、フリーマーケットやチ

ャリティオークション等で販売、2,191,734円 の寄付を受けた。

⑤ アボットジャパン17Hと の協力事業

同社の協力を得て、HIV検査促進を訴える中吊り広告を掲出した。

路 線 :札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡各地の」R線

掲出期間 :世界エイズデーの前後 (11月 下旬～ 12月 上旬)

⑥ エイズチャリティ美術展でのエイズ予防啓発と募金活動

ハー トアー トコミュニケーションズの実施するチャリティ美術展において、エ

イズ予防啓発と募金活動を実施した。

実施期間 :平成22年 1月 21日 (木)～ 2月 1日 (月 )

募金額 :412,839円

⑦ アリコジャパン及び同全国代理店会連合会との協力事業

同社の全面的な支援を受け、年間を通してエイズ予防啓発パンフレットの個人

(家庭)や法人への配布など、平イズ予防啓発と寄付活動を展開した。22,281,095

円の寄付を受けた。

③ 地域イベント等の普及啓発と募金活動

地域で行われている祭 りや催事等にブースを設置し、バンフレット等の配布を

行い、併せて募金活動を実施した。

「物江民夫リサイタル」(東京芸術劇場、5月 )/「水戸神輿祭り」 (茨城県水戸

市、8月 )/京都府理容組合「理容競技会」(9月 )/「STOP AIDS!ロ シュ・サ

ンスターチヤリティ古本市」(東京都港区、10月 )/「 9thア こル。エスポワマル

チャリティ美術展」(世 田谷美術館、12月 )/「浜松オー トレース場」(静岡県浜

松市、11～ 12月 )/「ゴールデンチャイル ドBOXING(金子ボクシングジム協



力 )」 (東京都文京区後楽園ホール、4/19、 6ノ 16、 9/10、 12ノ 912/8、 3/26)}まか

6 水道橋 三崎町クリニックの運営 (水道橋三崎町クリニック特別会計)

水道橋三崎町クリニックにおいて夜間や休 日に診療を行 うとともに、HIV検査受検促

進を目的 とし、HIV、 B型肝炎、梅毒の即 日検査を実施した。

なお、同クリニックは、財政上の問題から運営継続が困難 と判断し、休止した。受診

者に対 しては周知を徹底し、体止に至る状況の理解を得るとともに、他院への紹介を行

つた。関係機関等に連絡のうえ、診療、検査は平成21年 6月 まで実施の後、平成21年8月

19日 (水 )に千代田保健所に廃業届を提出し、受理された。

平成21年4月 から6月 までの来院者数は延べ181名 、うちHIV検査受検者数は99名 であ

った。

7 エイズ予防対策事業 (厚生労働省委託費)

(1)血液凝 固異常症実態調査事業

血液製剤を通じてHIVに感染 した血友病患者を中心に、血液凝固異常症の病態を把

握 し、治療の向上と生活の質の向上に寄与することを目的として、血液凝固異常症患

者を治療 している全国の医療機関で調査を実施した。

6月 26日 (金)に 1,362施設、1,500担当医等に調査票を送付し、664施 p‐2、 750担当

医等か ら回答を得た。

報告書を各医療機関の担当医・患者等に提供し、調査結果をフィー ドバックするこ

とによ り患者の治療とQOLの向上を図つている。

実施 に当たり財団内に運営委員会を設置し、精度及び専門性の確保を図らている。

① 第 1回運営委員会

日 時 :平成21年 5月 20日 (水)15時00分～17時 00分

場 所 :結核予防会会議室

議 事 :平成21年度の調査方法、高年齢の症例数の取 り扱いについて

② 第 2回運営委員会

同 時 :平成22年 3月 3日 (水)15時00分～17時00分

場 所 :結核予防会会議室

議 事 :調査票の回収状況、同意の取得状況、報告書について

(2)HN感染者等保健福祉相談事業



① エイズ治療中核拠′点病院相談事業

平成 18年度に創設されたエイズ治療中核拠点病院に相談員を配置し、HIV感染

者 。患者等への心理的援助を行った。

(ア)医療機関 (25機関)

岩手医科大学病院/大館市立総合病院/群馬大学病院/都立駒込病院/東京

慈恵医大病院/横浜市立病院/新潟大学病院/二重医科大学病院/岐阜医科

大学病院/豊橋市民病院/福井医科大学病院/市立堺病院/兵庫医科大学病

院/京都大学病院/奈良医科大学病院/滋賀医科大学病院/島根大学病院/

高知大学病院/産業医科大学病院/長崎大学病院/佐賀大学病院/県立宮崎

病院/熊本大学病院/鹿児島大学病院/琉球大学病院

(イ)相談員連絡協議会の開催

相談の精度確保及び均てん化を図るため、ブロック拠点病院カウンセラーを

招き、全国の相談員が一同に集ま り、情報 。意見交換を行った。

日 時 :平成21年 12月 12日 (土 )

場 所 :東京都

参加者 :23名

② HⅣ検査 。相談事業

耳IV検査受検者数の拡大を図るため、休日、夜間等利便性に配慮 した検査 。相

談を実施 した。

0)定期的なHⅣ検査を6地域において実施した。

本L幌市/さ いたま市/千代田区/横浜市/大阪市/長崎市

O HIVa査週間や世界エイズデーに合わせ、臨時のHNゝ査を10回実施した。う

ち1回 は水道橋三崎町クリニックにて実施した。

③ 専門相談員による電話相談

財団内に電話相談室を設置 し、専門相談員による電話相談をフリーダイヤルで

実施した (開設時間は月曜から金曜までの毎 日、午前10時から午後1時、午後2時

力)ら 5時まで)。

また、相談員の研鑽のための内部研修を7月 18日 (土)に実施した。検査、精神

科医療の専門家を招き、専門的な知識を学ぶとともに、事例検討を通 して電話相

談の役割を検討 した。

④ 電話自動応答システム (JFAPエイズサポー トライン)により、8カ 国語でのエイ
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ズ予防情報の提供を行つた。システムは東京、神戸、福岡に設置している。なお、

福岡は平成22年 2月 で終了した。

(3)ボランティア指導者育成事業

エイズNGO活動におけるリーダー養成のため、NGO指導者研修会を開催 した。今年

度は、よ り積極的なボランティア活動を展開するための資金調達に重点を置いた。

なお、各NGOの相互理解、情報共有及び交流を図るため、プログラムの一部は通訳

研修会 (相 談員養成研修事業)と 合同で実施 した。

日 時 :平成22午2月 27日 (土)～28日 (日 )

場 所 :東京都

参カロ者 :23名

(4)相談員養成研修事業

HIV感染症 。エイズに関する相談体制の質の向上、量的充実を図るため、相談員養

成研修会を実施した。

① エイズ予防 。ケア研修会 (入門編)

日 時 :平成21年7月 2日 (木)～ 3日 (金 )

場 所 :東京都

参加者 :95名

② HIV検査 。相談研修会 (応用編)

日 時 :平成21年8月 27日 (木)～28日 (金 )

場 所

参加者

③ エイズ予

日 時

場 所

参加者

④ HIV検査

日 時

場 所

参加者

東京都

35名

防 。ケア研修会 (入門編 )

.平成21年 lo月 3日 (土)～ 4日 (日 )

1金沢市

150名

・相談研修会 (基礎編 )

平成21年 11月 5日 (木)～ 6日 (金 )

大阪市

45名

⑤ ケア合同研修会 (応用編)

日 時 :平成22年 1月 21日 (木)～ 22日 (金 )
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場 所 :東京都

参加者 :72名

③ 通訳研修会

日 時 :平成22年 2月 27日 (土)～ 28日 (日 )

場 所 :東京都

参加者 :13名

(5)エ イズ治療拠点病院医療従事者海外実地研修事業

エイズ治療の拠点病院における診療能力の向上及びHⅣ/エイズ診療のリーダー的

役割を担 う人材の育成を図るため、エイズ診療の経験豊富な海外医療機関に医療従事

者を派遣し、臨床実地研修を実施した。

① ロサンゼルス

南カリフォルニア大学ケック医学部

0)日 程 :11月 7日 (土)ん 22日 (日 )

参加者 :医師等 (中 。上級者)1名

a)日 程 1月 30日 (土)～ 2月 14日 (日 )

参加者 :医 師等 (中 。上級者)1名

② サンフランシス早 (医師コース)

カ リフォルニア州立大学サンフランシスコ校

日 稿き:10月 24日  (二L)～ 11月 8日  (日 )

参加者 :医師等 (初 。中級者)5名

③ サンフランシス童 (看護師コース)

カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校

0)日  程 :12月 5日 (土)～ 20日 (日 )

参加者 :看護師等3名

(イ )日 程 :1月 16日 (土)～ 30日 (日 )

参加者 :看護師等4名

(6)エイズ治療拠点病院地域別病院長会議開催事業

エイズ治療拠点病院の整備状況、今後の拠点病院の在り方等について意見交換を実

施するため、厚生労働省で開催された「中央運営協議会」に合わせて、エイズ治療ブ

ロック拠′点病院長会議を開催 した。

日 時 :平成22年 3月 9日 (火)16時30分～17時30分
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場 所 :日 比谷松本楼 (千代田区日比谷公厠)

(7)HIV診療医師情報網支援事業

HIV感染症の臨床医等による交流等の連携を図るため各ブロックに情報網を設置し、

症例検討会、講演会、ネットワーク紙の発行を実施した。

支援先 :① 東北HⅣ診療支援ネット

② HN 染ヽ症の医療体制構築を目指すネットワーク (新潟)

③ 東海ブロックエイズ診療拠′点病院連絡協議会

④ Jヒ陸HIV臨床談話会

⑤ 関西HIV臨廉カンファレンス

⑥ 岡山HIV診療ネットワーク

⑦ 九州ブロックエイズ診療ネットワーク会議

(8)エイズ国際会議研究者等派遣事業

平成21年8月 9日 ～13日 にバリ島 (イ ンドネシア)で開催された第9回アジア 。太平

洋地域エイズ国際会議への研究者、NGO、 医療従事者等の派遣を助成し、各国参加者

との意見交換及びエイズに関する最新の知見を得させることにより、エイズ対策の広

範な充実、活性化を図つた。

また(会場内にブースを出展し、日本のエイズの現状とエイズ対策、NPO・ NG0

等の活動の取り組み等の情報提供を行つた。

派遣人数 :24名     `

(9)エイズ国際協力計画推進事業

平成6年度から20年度までの間、結核予防会結核研究所と連携してアジア地域のエイ

ズ専門家を日本に招き、「アジア地域エイズ専門家研修」を実施したが、これら研修生

へのインタビューなどを通じて、この研修の評価と、今後の国際協力のありかたを探

つた。

① タイ、カンボジア、ラオス、ベ トナム、ミャンマ~:

平成22年2月 7日 (日 )～ 15日 (月 )

② フィリピン :平成22年 3月 10日 (水)～ 13日 (土 )

③ インド、スリランカ :平成22年 3月 7日 (日 )～ 13日 (土 )

(lo)エイズ知識啓発普及事業

① 「世界エイズデー」ポスターコンクニル

全国の小学校、中学校、高等学校の児童 。生徒及び一般を対象に、HIV予防を呼
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びかけるポスターコンクーールを実施し、受賞作品はAPI―Net(エ イズ予防情報ネッ

ト)で公表するとともに、「世界エイズデー」イベント会場においてパネル展示した。

募集期間 :平成21年6月 22日 (月 )～ 9月 3日 (本 )

応募総数 :375′点

受賞作品 :24点

(ア)第 1次審査会

日 時 :平成21年9月 17日 (木)13時 30分～16時00分

場 所 :結核予防会会議室

(イ)本審査会

日 時 :平成21年 10月 2日 (金)1綱寺00分～16時00分

家の光会館

平成21年 11月 20日 (金)15時 30分～16時00分

結核予防会会議室      .

②「HIV検査普及週間」 (6月 1日 ～7日 )の啓発普及事業

0キ ャンペーンイベントにおけるブースでの啓発活動

「RED RIBBON LWE 20o9Sprhg～ HIV/m査に行 こ う !～」

開催 日 :平成21年5月 31日 (日 )17時00分～20時00分

場 所

(ウ)表彰式

日 時

場 所

会 場

主 催

参カロ者

内 容

SHIBUYA―AX(渋谷区神南)

厚生労働省

約500人

会場内にブースを設置し、来場者への啓発を行つた。

(イ)街頭キャンペーンの実施

HNゝ査普及週間の告知 と保健所等でのHIV無料・匿名検査実施の告知を目

的とし、自治体、NGO、 学生ボランティア等の協力を得て街頭キャンペーンを

実施 した。

実施 日 :平成21年5月 31日 (日 )14時00分～16時00分

実施場所 :渋谷駅ハチ公前周辺

参加者数 :約 40名

配布物 :予防啓発グッズ等 1,710セ ット

※3,200セ ット配布予定だつたが大雨により途中終了
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(ウ)HNゝ査普及週間前後の期間に各自治体で実施されるイベントやHIV検査・相

談の実施体制等について情報収集し、API―Netで公開した。

O HIヽ強 査普及週間のポスターを (社)ACジ ャパンの協力を得て作成 1/、 各自

治体等を通じて全国で掲示した。

ポスター名 :「検査に行くということ (TERU)」

③ 「世界エイズデー」 (12月 1日 )の啓発普及事業

(ア)街頭キャンペーンの実施

世界エイズデーの告知と保健所等でのHⅣ無料・匿名検査実施の告知を目的

とし、学生ボランティア等の協力を得て街頭キャンペーンを実施 したc

(I)大阪での街頭キャンペーン

アメリカ村三角公園 (御津公園)での「レッドリボンライブ」に合わせて、

公園周辺にてNGO、 ボランティア、民間企業と協力してエイズ予防啓発グ

ッズ・パンフレット等約 1,000セ ットを配布 した。

実施 日 :平成21年 11月 23日 (月 ・祝)13時 00分～17時00分

(II)東京での街頭キャンペーン

渋谷駅周辺において、NGO、 ボランティアと協力してエイズ予防啓発グ

ッズ・パンフレット等約3,200セ ットを配布 した。

実施 日 :平成21年 11月 28日 (土)12時00分～15時00分

(イ)世界エイズデす 。キャンペーンイベントの実施

「RED RIBBON LR電 2009」 の会場に展示ブースを設置して来場者への啓発

を図るとともに、エイズ予防啓発グッズ 。パンフレット等を配布 した。また、

世界エイズデーポスターコンクールの入賞作品を展示 した。

実施 日 :平成21年 11月 28日 (土)17時 30分～21時 00分

(ウ)イ ンターネット等による啓発と情報提供

世界エイズデー前後の期間に各自治体で実施されるイベントやHIV検査。相談

の実施体制等について情報収集し、API‐ Netで公開した。

③ 交通広告による啓発普及

京浜急行電鉄と連携 し、電車内 :駅構内での広告やラッピング電車など、交

通広告等による啓発活動を展開した。11月 29日 (日 )か ら12月 13日 (日 )まで8

両1編成電車が成田一羽田空港一三崎日間で走ったほか、京急線全車両に車内ポ

スターを、京急線全駅・京急関連施設にHIV感染症予防啓発ポスターを掲出した。
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また、12月 1日 (火 )か らは京急線羽田空港駅でエイズ予防のポスターやフラッ

グを集中的に掲示し、啓発普及を図つた。

ω 世界エイズデーにあわせポスターを作成し、全国の自治体に送付 した。

0)若者向け雑誌の特集

11月 25日 (水)発行の『Tokyo grarlti』 誌に「世界エイズデー」特集を掲載

し、エイズ関連のNGOで活躍する若手スタッフの何人かに焦点を当て紹介する

とともに、広く若者にエイズに対する関心をもつようアピールした。

(キ)国連合同エイズ計画 (UNAIDS)発行の冊子の翻訳と配布

UNATDSが 世界エイズデー直前に出版 した次の2点 の出版物について、

UNAIDSの許諾の下、日本語に翻訳、発行 した。これらの冊子は、HIV~/AIDS

に取 り組む関係諸機関 (エイズ治療拠点病院、NGO、 都道府県エイズ担当課、

国際協力団体など)に無料提供するとともに、API‐Netに 公開した。

(I)「 09 HIV/AIDS最新情報」 (原題 :09 AIDS epidemic update)

内容 :例年、12月 1日 の世界エイズデーの直前にUNAIDSか ら発表される

HIV/AIDSの 最新情報

(II)「 OUTL00KJ(HIV/エイズ対策の展望2010)(原題 :OUTL00Kl

内容 :上記「HIV/AIDS最 新情報」の内容をより具体的に気軽に手にとつ

て読めるような内容にした雑誌

④ 早稲田大学生向け啓発キャンペーンの実施

早稲田大学の協力により、入学式の4月 1日 (火)に早稲田キャンノくスにおいて

新入生に啓発グッズ1,200セ ットを配布した。また、4月 2日 (水)か ら18日 (土 )

にかけて、在校生の健康診断会場 (早稲田キヤンパス 。西早稲田キャンパス 。所

沢キャンパス)において啓発グッズ約 14,000セ ットを配布した。

⑤ 月ヽ冊子・リーフレット・啓発グッズの作成 。配布

エイズ予防のパンアレット等を作成 し、自治体等に配布した。また、提供でき

るパンフレット、啓発グッズをAPI―Netに公開し、自治体等からの要請に応じるシ

ステムを立ち上げた。

⑥ 海外渡航者向けの小冊子を作成 し、全国の空港等に設置して海外渡航者に配布し

た。

⑦ エイズNGO情報の発信

全国のHⅣ感染症/エイズ予防活動に取り組むNGOの情報を収集 し、API― Net
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上にて発信 した。

掲載NGO数 1110団体

⑧ 講師の派遣

HNヽ染症/エイズに関する知識の啓発普及等のため、行政機関、団体、学校

等に講師として職員を派遣した。

東京エイズサミット2009(早稲田大学公認イベン トサークルqoon)/大東

文化大学/はばたき福祉事業団/長崎大学等

⑨ 日本エイズ学会学術集会 。総会の会場にブースを展示して啓発普及を図つた。

(11)エイズ予防情報センター事業

「エイズ予防情報ネット (API― Net)」 を運営し、エイズ患者 。感染者やその家族、

一般国民、医療関係者等に対し、エイズに関する啓発情報、HIV検査情報、NGO活動

情報等をホームページで情報提供を行つた。

。「HIV検査 。相談窓口」等の情報サ,ビスの実施

全国の保健所における検査 日時や場所、予約の方法、電話相談等についての情

報提供 (定期更新)を行つた。

・サイ トの再構築

利用者のよリー層の利便性の向上を図るため、エイズ予防情報ネットの再構成

や各種検索機能の搭載を行 うとともに、デザインも一新した。

アクセス件数 :343,330件

(12)青少年エイズ対策事業

青少年を対象 とする、科学的根拠に基づいたエイズ予防事業の実施を目的に、①

保健所のエイズ対策担当者、②小学校 。中学校・高等学校の教師 (保健室の養護教

諭等)を対象 とした研修会を実施 した。

① 保健所プロジェクト

日 時 :平成21年 7月 22日 (水 )、 23日 (木 )

場 所 :京都ガーデンパレス

参加者数 :20保健所21為

②保健室プロジェクト

中学校用研修会

日 時 :平成21年 8月 25日 (火 )

場 所 :京都大学百周年時計台記念館
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高等学校用研修会

日  日寺:平成21年 8月 18日 (火 )

場 所 :京都大学百周年時計台記念館

参加校数 :78校 (中学校43校、高等学校35校 )

参加者数 :90名 (中学校48名 、高等学校42名 )

(13)エイズ治療啓発普及事業

エイズ治療に関する最新の情報を整理 。提供し、エイズに対する差別 。偏見の軽減

に寄与するため、次の事業を実施 した。

・エイズリポー トの発行

HIV/エ イズ対策に関係する人々の情報交換ツールとして、自治体、エイズ治

療拠点病院、研究者、NGO等に配布した。

年4回発行 :84号 (4月 )、 85号 (7月 )、 86号 (10月 )、 87号 (1月 )

8 同性愛者等に対す るHIV/エイズ予防対策事業 (厚生労働省委託費)

同性愛者に対して、エイズに関する正しい知識の普及、予防行動やHIV検査受検行動

の促進を図るため、HIV/エイズに関する情報提供を行うコミュニティセンターの設

置 。運営及び同性愛者向けのエイズ予防啓発事業を実施した。

(1)連絡協議会の設置

事業活動の方針を協議し、事業の目的に沿つた運営を行うための連絡協議会を設置

し、協議を行つた。

① 日 時 :平成21年6月 13日 (土)12時 30分～14時00分

場 所 :名 古屋市立大学看護学部会議室

② 日 時 :平成22年3月 13日 (土)12時00分～14時30分   :

場 所 :エイズ予防財団会議室

0)コ ミュニティセンターの設置・運営

エイズ予防対策事業の一環として平成20年度までに開設していた、東京 (akta)、

名古屋∈ise)、 大阪 (dista)、 福岡 (haco)の 各コミュニティセンターについて、財団

とそれぞれの運営実施団体との役割、責任等を再確認し、運営体制の強化を図つた。

仙台市 (ZEL)及び那覇市 (mabui)の コミュニティセンター開設に当たつては、

地元NGOの協力が得られ、場所の選定からセンターの運営コンセプトにいたるまで、

地域の実情に即したものとすることができた。
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また、管理 。運営体制を強化するために、akta、 dista、  hacoにおいてそれぞれ新規

の職員を、その他センターでは賃金職員を雇用 した。

(3)予防啓発研修会の実施

MSMの ためのHⅣ予防啓発に特化した研修会を実施

(4)各地のイベントでの参力日

各地域で行われる同性愛者を主な対象とするイベントに参加 し、HIV感染症/エイ

ズ予防を呼びかけた。

(ア)東京プライ ドフェスティバル

日 時 :平成21年 5月 23日 (土 )

場 所 :代々木公園

内 容 :ブース出展による啓発活動

(イ)レインボーマーチ札幌

日 時 :平成21年 9月 21日 (月
。祝)

場 所 :札幌市大通公園

内 容 :ブース出展と地元NGOと の共同による啓発活動

(ウ)大阪PLuS+2009

日 時 :平成21年 10月 11日 (日 )

場 所 :大阪市扇町公園

.    内 容 :ブース出展、資材提供による啓発活動

(5)そ の他

厚生労働省の主催するHⅣ/AIDSの対策に関する東南アジア行政官会議 (東京、平成

22年 2月 4日 (木 )・ 5日 (金))において、わが国の同性愛者等向けHIV感染症/エイズ予防

活動の一例 として、本コミュニティセンター事業の紹介を行つた。

9 エイズ対策研究推進事業 (厚生労働科学研究費補助金)

(1)エイズ対策研究推進事業運営委員会

日 時 :平成22年 3月 24日 (火 )

会 場 :結核予防会会議室

内 容 :平成22年度事業応募申請の採択等について

(2)外国人研究者招へい事業

。招へい人数 2名
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。招へい内訳 (国別) 米国 2名

(3)外国の研究機関等への委託事業

。委託件数 1件

。委託内訳 (国別)米 国 1件

④ 若手研究者育成活用事業 (リ サーチ 。レジデント)

。人数 72名

国立感染症研究所等研究機関 (21機 関)33名

ブロック拠り点病院等 (10機関) 39名

(5)研究成果等普及啓発事業

。研究成果発表会 (国 民向け)

開催回数 18件 (42回 )

<テ ~マ >

① エイズとエイズリンパ腫治療の最前線 2回

② 在日外国人HⅣ陽性者療養支援について 3回

③ 慢性疾患としてHIV/エイズ治療の問題′点と展望 2回

④ HⅣ陽性者の社会生活と地域における支援環境 1回

⑤ 男性同性間のH 熊ヽ 染対策とその介入効果啓発普及に関する成果発表 3回

⑥ MSM向けHN 染ヽ対策の推進と評価に関する研究 1回

⑦ 東京地域における男性同性間のHⅣ感染対策とその介入効果に関する

研究成果 (Rainbow Rhgの活動紹介および啓発資材の展示) 2回

③ 保健、医療サービスヘのアクセスと医療倫理 1回

⑨ 日本のエイズー全国インターネット調査から見た性的指向と健康問題 3回

⑩ わが国におけるHNヽ染症～周産期・小児期～予防と対策 3回

① 地方公共団体一NPO連携によるHⅣ対策―検査事業の普及- 3回

⑫ MSM対象のワークショップ型普及啓発一予防行動・受検行動の促進- 2回

⑬ セックスワーカーのいるまち2009 3回

⑭ SexualL市efor Women 2009 3回

⑮ 滞日外国人と性の健康 3回

⑬ HIV/AIDS患者の在宅療養支援 1回

① HⅣ感染者に対するカウンセリング体制の現状と今後の課題 2回

⑬ HR診療支援ネットワークの現状と次期システムに求められるもの 3回
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10 エイズ予防のための戦略研究事業 (厚生労働科学研究費補助金)

研究課題 :首都圏及び阪神圏の男性同性愛者を対象とした介入試験

研究リーダー :名 古屋市立大学看護学部 教授 市川誠一

(1)研究要旨

エイズ予防のための戦略研究は、HIV検査を2倍に増加させ、エイズ発症患者を25%

減少させ ることを目標としている。この主目標を受けて、首都圏及び阪神圏に居住す

るMSM(男 性と性的接触を有する男性)を対象に介入試験を行い、どのようなHIV検

査促進啓発普及プログラムが、HIV検査件数の増加、AIDS発症者の抑制を図るために

有効であるかを検討した。この戦略研究は、平成18年度から5年間の研究として開始さ

れ、平成21年度は4年 目である。

(2)研究方法

研究計画に基づき、啓発、検査、相談、評価調査のための研究体制の調整 と構築を進

めつつ、首都圏及び阪神圏において、1)HⅣ抗体検査受検行動を促進するための啓発

資材・プログラムの開発 と普及、2)HIV抗体検査の整備と拡大、3)本目談体制の整備―

HⅣ検査で陽性が判明した患者への受診支援の整備等一、4)評価調査体制の整備と調

査の実施を行つた。

※研究課題2「都市在住者を対象としたHIV新規感染者及びAIDS発症者を減少させるた

めの効果的な広報戦略の開発」は平成20年度で中止となった。

(3)委員会の開催

第5回倫理審査委員会 (平成21年4月 30日 ):結核予防会会議室

第9回運営委員会 (平成21年6月 29日 ):結核予防会会議室

第10回運営委員会 (平成22年 3月 8日 ):東京逓信病院会議室

第7回流動研究員選考委員会 (平成22年 3月 8日 ):東京逓信病院会議室

11 その他事業 (一般会計)

出版社等の発行する小冊子、リーフレット等の監修を行い、監修名義を付与した。

自治体・企業・団体等が主催するHIV感染症/エイズに関する講演会、チャリティイ

ベン ト等に後援名義を付与した。
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平成 21年度

決 算 報 告 書

財団法人エイズ予防財団



監 査 報 告 書

平成22準 ∠月よ 日

財団法 人 エ イ ズ予 防財団

理事 長  木 村  哲  殿

財団法 人エイズ予防財団

監 事

私 は、平 成 21年 4月 1日 か ら平成 22年 3月 31日 までの事 業年度におけ

る会計及 び業務 の監 査を実施 し、次の とお り報告する。

1.監 査方 法 の概要

(1) 会 計監査 につ いて、平成 22年 6月 8日 に帳簿並びに関係書類の閲

覧 な ど必要 と思われ る監査手続 を用 いて、財務諸表等の正確性 を検討

した。                        |

(2) 業務監査 につ いて、理事会 に出席す るとともに、その他重要な会議

に出席 し、平成 22年 6月 8日 に理事及び使用人等か ら業務 の報告を

聴 取 し、関係書類 の開覧な ど必要 と思われる監査手続 を用 いて、業務

執 行 の妥 当性を検 討 した。

2.監 査意 見

(1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、キヤッシュ 。フロー計算書、財

産 目録及・び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と下致し、法人の平成

21年度末日現在の財政状態及び同事業年度の正味財産増減の状況並

びに収支の状況を正しく示していると認める。

(2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。

(3) 理事の業務執行に関する不正の行為、または法令もしくは寄附行為

:  に違反する重大な事実はないと認める。

以  上



独立監査人の監査報告書

平成ュ2年 5月  3日

財団法人エイズ予防財団

理事長 木 村  哲  殿

監査法 人薄衣佐 吉事 務所

代 表 社 員
?会

社 団 顧
脅 み ぎ :

業務執行社員 公認会計±  1■ 7う /嗜
r「＼

⑫

当監査法人は、財団法人エイズ予防財団の平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31

日までの平成 21年度の下記の財務諸表及び収支計算書 (以下「財務諸表等」という。)

について監査を行つた。

I 財務諸表

1.一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

2.エイズ予防対策事業特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

3.エイズ対策研究推進事業特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

4,日 本エイズストップ基金特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

5.エイズ対策戦略研究事業特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

6.水道橋三崎町クリニック特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書

7.同性愛者等に対する HIV/エイズ予防対策事業特別会計の貸借対照表及び

正味財産増減計算書

8,貸借対照表総括表

9.正味財産増減計算書総括表

10.キャッシュ・フロー計算書

11.財産目録  ヽ

記



収支計算書

l.一般 会計の収支計算書

2.エイズ予防対策事業特別会計の収支計算書

3 エイズ対策研究推進事業特別会計の収支計算書

4.日 本 エイズス トップ基金特別会計の収支計算書

5.エイズ対策戦略研究事業特別会計の収支計算書

6.水道 橋三崎町クリニック特別会計の収支計算書

7.同性愛者等に対する HIV/エイズ予防対策事業特別会計の収支計算書

8:収支 計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か ら財務

諸表等に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等
ilこ

重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者

が採用 した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積 りの評価も含

め全体 としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

(1)当 監査法人は、財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益

法人会計の基準に準拠 して、財団法人エイズ予防貝オ団の平成 21年度の当該財務諸

表に係る期間の財産、正味財産増減及びキャッシュ :フ ローの状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

(2)当 監査法人は、収支計算書が、「公益法人会計における内部管理事項について」

(平成 17年 3月 23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会

申合せ )に従って、財団法人エイズ予防財団の平成 21年度の収支の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

財団法人エイズ予防財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以  上



一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 22年3月 31日 現在

(単位 :円

目科 当年度 前年度 増 減

資産の部

1.流動資産

現金預金

未収金

前払金

前払費用

貯蔵品

有価証券

立替金

他会計勘定

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

(1)基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

基本財産合計

(2)特 定資産

退職給付引当資産

大阪検査センター積立預金

ティーンエージャー事業積立預金

特定資産合計

(3)そ の他固定資産

什器備品

リース資産

電話加入権

ソフ トウェア

保証金

長期前払費用

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

未払費用

預 り金

未払消費税

他会計勘定

流動負債合計

13,679,341

1,589,359

47,177

18,504,459

80,652

13,622,164

2,814,049

503,942

20,231,844

11,270

3,446,990

499,000

10.310.846

57,177

∠ゝ 1,224,690

∠ゝ  456,765

∠ゝ  1,727,385

∠ゝ  11,270

△ 3,446,990

∠ゝ  499,000

△  10,310,846

80,652

33,900,988 51,440,105 △  17,539,117

92,203

199,680,000

250,227,797

27,1

199,680,000

250,292,882

0

∠ゝ 65,085

一ｂ

450,000,000 450,000,000 0

28,687,385

470,763

27,150,775

3,212,349

1:419.852

1,536,610

△ 3,212,349

△ 949,089

29,158,148 31,782,976 △ 2,624,828

31,409,751

3,329,166

188,584

1,860,197

5,604,320

23,059,196

4,216,943

188,584

281,610

12,191,840

8,369,705

8,350,555

△ 887,777

0

1,578,587

△ 6,587,520

∠ゝ  8,369,705

42,392,018 48,307,878 ∠ゝ 5,915,860

521,550,166 530,090,854 △ 8,540,688

555,451,154 581,530,959 △ 26,079,805

1,055,251

4,759,468

14,672,960

109,368

3,868,350

868,481

5,634,292

11,336,756

1.730

186,770

△ 874,824

3,336,204

109,368

3,866,620

24,465,397 17,841,259 6,624,138



Ⅲ

2.固 定負 債

退職給 付引当金

リース債務

固定負債合計

負債 合計

正味財産 の部

1.指定正 味財産

寄附金

助成金

指定正味財産合計

(う ち基本財産への充当額)

(う ち特定資産への充当額)

2.一般正 味財産

(う ち基本財産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計

28,687,385

3,449,250

27,150,775

4,369,050

1,536,610

△ 919,800

32,136,635 31,519,825 616,810

56,602,032 49,361,084 7,240,948

30,470,763 31,419,852

3,212,349

△ 949,089

△ 3,212,349

30,470,763

(30,000,000)

(470,763)

34,632,201

(30,000,000)

(4,632,201)

△ 4,161,438

(0)

(△ 4,161,438)

468,378,359

(420,000,000)

497,537,674

(420,000,000)

△ 29,159,315

(0)

498,849,122 532,169,875 △ 33,320,753

555,451,154 581,530,959 △ 26,079,805



一般会計正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

単

目科 当年度 前年度 増 減

一般正味財産増減の部

、経常増減の部

(1)経常収益

①基本財産運用益

②受取寄付金

受取寄附金

指定正味財産からの振替

募金収益

③雑収益

受取利息

その他雑収益

④他会計からの繰入額

経常収益計

(2)経常費用

①事業費

給料手当

臨時雇賃金

法定福利費

退職給付費用

旅費交通費

減価償却費

光熱水料費

賃借料

諸謝金

助成金

委託費

雑費

雑役務費

事務所改装費

その他事業費

②管理費

役員報酬

法定福利費

旅費交通費

委託費

その他管理費

③他会計への繰出額

経常費用計

当期経常増減額

6,628,885

18,246,814

6,162,871

12,046,955

36,988

1,870,188

4,824

1,865,364

1,830.870

8,290,368

51,146,548

7,029,388

44,117,160

3,533,385

24,637

3,508,748

1,515,249

∠ゝ  1,661,483

∠ゝ  32,899,734

∠ゝ 866,517

∠ゝ  32,070,205

36,988

∠ゝ  1,663,197

∠ゝ 19,813

∠ゝ  1,643,384

315,621

28,576,757 64,485,550 ∠ゝ  35,908,793

1,330,8901

4,628,4871

2,368,532

27,769,783

1,250,840

3,676,200

3,963,140

2,771,534

599,115

5,791,096

2,008,921

3,735,063

677,750

64,852

702,710

1,680,000

609,751

595,835

55,m8,4231

3,24,6901

160,8901

L ttL鯰J
6,138,435

1,389,750

3,066,493

2,605,123

28,237,818

270,300

2,854,009

2,809,783

1,650,722

2,078,481

12,684,309

8,066,400

744,920

631,415

1,680,000

1,561,574

974

4,315,2291

△  3,124,6901

723,7001

∠ゝ  1,301,8151

∠ゝ  3,178,025

∠ゝ  58,860

1,561,994

△  236,591

△  468,035

980,540

822,191

3,963,140

△  38,249

∠ゝ  1,051,607

5,791:096

∠ゝ 69,560

∠ゝ  8,949,246

∠ゝ  7,388,650

∠ゝ  680,068

71,295

0

∠ゝ  951,823

594,861

64,464,550 68,503,706 ∠ゝ 4,039,156

△  35,887,793 △ 4,018,156 ∠ゝ  31,869,637



2.経常外増減の部

(1)経 常外収益

①固定資産会計間移動額

②過払い賃借料返還額

③過年度未払費用戻入額

経常外収益計

(2)経常外費用

①クリニック特別会計への操出額

②雑損失

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

①受取寄附金

②受取民間助成金

③一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高Ⅲ

12,486,880

5,633,712

874,824

一
　

一
　

一

12,486,880

5,633,712

874,824

18,995,416 18,995,416

11,718,033

548,905

一
　

一

11,718,033

548,905

12,266,938 12,266,938

6,728,478 6,728,478

∠ゝ 29,159,315 △ 4,018,156 ∠ゝ  25,141,159

497,537,674 501,555,830 △ 4,018,156

468,378,359 497,537,674 ∠ゝ  29,159,315

3,980,148

3,905,369

△  12,046,955

20,000,000

4,092,870

△ 44,117,160

∠ゝ  16,019,852

∠ゝ 187,501

32,070,205

△ 4,161,438 ∠ゝ 20,024,290 15,862,852

34,632,201 54,656,491 ∠ゝ 20,024,290

30,470,763 34,632,201 △ 4,161,438

498,849,122 532,169,875 ∠ゝ 33,3201753



重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券 :償却原価法によっている。

その他有価証券 :決算 日の市場価格等に基づ く時価法 (売却原価は移動平均法)に よっている。

(2)固 定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産  定額法 (リ ース資産を除く)

② 無形固定資産  定額法 (リ ース資産を除く)

なお自己利用のソフトウェアにういては当財団内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法

を採用している。

③ リース資産

。所有権移転外ファイナンス・ リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零 とする定額法を採用している。

引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生 し

ていると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算 している。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(3)

(4)

2.

(単位 :円 )

科   目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

普通預金

投資有価証券

定期預金

特定資産
′
退職給付引当資産

大阪検査ャンター積立預金

ティーンエージャー事業積立預金

小  計

合 i 計

計/1ヽ

27,118

250,292,882

199,680,000 399,360,000

65,085

399,360,000

92,203

250,227,797

199,680,000

450,000,000 399,425,085 399,425,085 450,000,000

27,150,775

3,212,349

1,419,852

2,960,410

3,905,369

3,980:148

1,423,800

7,117,718

4,929,237

28,687,385

0

470,763

31,782,976 10,845,927 13,470,755 29, 148158,

481,782,976 410,271,012 412,895,840 479,158,148

」



3.基本財産及てド特定資産の財源等の内訳

基本財産及てゞ特定資産の財源等の内訳は、次のとお りである。

(単位 :円 )

科 目 当期末残高
(う ち指定正味財

産からの充当額)

(う ち一般正味財
産からの充当額)

(う ち負債に対応
する額)

基本財産

普通預金

投資有価証券

定期預金

小  計

特定資産

退職給付引当資産

ティーンエージャー
事業積立預金

小   計

合   計

92,203

250,227,797

199,680,000 (30,000,000)

(92,203)

(250,227,797)

(169,680,000)

一
　

一
　

一

450,000,000 (30,000,000) (420,000,000)

28,687,385

470,763 (470,763)

一
　

一

(28,687,385)

29,158,148 (470,763) 08,687,385)

479,158,148 (30,470,763) (420,000,000) (28,687,385)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとお りである。

(単位 :円 )

科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品

ソフ トウェア

リース資産

合   計

43,759,325

4,833,775

4,438,887

12,349,574

2,973,578

1,109,721

31,409,751

1,860,197

3,329,166

53,031,987 16,432)873 36,599,114

5.満期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである

(単位 :円 )

科   目 帳簿価額 時 価 評価損益

MLパ ワーリバースコール債3309

MLノくワーデ ュアルコール債3409

MLパ ワーリバース債3601

MLパ ワーリバース債36o33

小計

第76回利付国債 (5年 )

∧
計

20,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000、 000

13,972,000

21,756,000

35,010,000

35,730,000

∠ゝ 6,028,000

∠ゝ 8,244,000

∠ヽ  14,990,000

△ 14.270.000

150,000,000 106,468,000 ∠ゝ 43,532,000

100,227,797 102,990,000 2,762,203

250,227,797 209,458,000 ∠ゝ 40,769,797



6_補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとお りである。

(単位 :円 )

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
買 1首 刈 R衣 エ

の記載 区今

寄付金
t財り世川記懲

保律 協 力財団
30,o00,000 30,000,000 指定正味財産

寄付金・助成金
フリス トル・マイ
ヤーズ社

3,212,349 3,905,369 7,117,718 0

寄付金
ジョンノン エン ド・

ジョンソン株式会社 1,419,852 3,980,148 4,929,237 470,763 特定資産

計 34,632,201 7,885,517 12,046,955 30,470,763

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとお りである。

(単位 :円 )

内 容 金 額

経常収益への振替額

目的事業実施による振替額

△
計

12,046,955

12,046,955

8.関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

9.退職給付関係

(1)採用 している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位 :円 )

①退職給付債務 △ 28,687,385

②退職給付引当金 (① ) ∠ゝ 28,687,385

(3)退職給付費用に関する事項

(単位 :円 )

Э勤務費用 2,960,410

Э退職給付費用 (① ) 2,960,410

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎 として計

算 している。



10 リース取引関係

ファイナンス 。リース取引関係

所有権移 転外ファイナンス・ リース取引

リース資産の内容

リー ス資産  富士ゼロックス東京株式会社 カラー複合機

θ



エイズ予防対策事業特別会計貸借対照表

平成22年 3月 31日 現在

(早仁 :円 ,

科 目 当年度 前年度 増 減

資産の部

1.流動資産

未収金

流動資産合計

資産合計

負債の部

1_流動負債

未払金

流動負債合計

負債合計

正味財産の部

1_指定正味財産

2.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

1,000,000 △ 1,000,000

0 1,000,000 ∠ゝ  1,000,000

0 1,000,000 △ 1,000,000

1,000,000 △  1,000,000

0 1,000,000 ∠ゝ 1,000,000

1,000,000 △  1,000,000

0 1,000,000 △  1,000,000



エイズ予防対策事業特男り会計正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 当年度 前年度 増 減

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

①受取委託金

②一般会計か らの繰入額

経常収益計      ,
(2)経常費用

①事業費

給料手当

臨時雇賃金

法定福禾」費

旅費交通費

通信運搬費

消耗 品費

印刷製本費

賃借料

諸謝金

租税公課

委託費

雑役務費

その他事業費

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

①国庫委託金返還額

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

301,720,000

400,884

442,071,000 140,351,000

400,884

302,120,884 442,071,000 △ 139,950,116

302,120,884

42,981,796

11,715,360

5,292,937

13,294,065

8,169,569

14,670,027

44,444,439

15,436,887

3,962,225

4′ 140,818

137,583,383

429,378

441,071,000

22,800,677

23,257,263

4,930,348

34,894,943

12,214,813

30,041,701

58,822,715

20,561,904

5,795,782

3,537,500

10,000,000

213,398,385

814,969

△ 138,950,116

20,181,119

△  11,541,903

362,589

△  21,600,878

△ 4,045,244

△ 15,371,674

△  14,378,276

∠ゝ  5,125,017

∠ゝ  1,833,557

603,318

∠ゝ  10,000,000

△ 75,815,002

∠ゝ  385,591

302,120,884 441,071,000 △ 138,950,116

0 1,000,000 ∠ゝ  1,000,000

0

1,000,000 ∠ゝ  1,000,000

0 1,000,000 ∠ゝ  1,000,000

0 △ 1,000,000 1,000,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

/θ



別会     」丑主登生記

1_重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.関連当事者との取引の内容

該当事項はない。



エイズ対策研究推進事業特別会計貸借対照表

平成22年3月 31日 現在

科 目 当年度 前年度 増 減

資産の部

1.流動資産

現金預金

一般会計勘定

流動資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

預 り金

流動負債合計

負債合計

正味財産 の部

1.指定正味財産

2.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

34,528,807

476

16,600,000 17,928,807

476

34,529,283 16,600,000 17,929,283

34,529,283 16,600,000 17,929,283

34,503,558

25,725

16,600,000 17,903,558

25,725

34,529,283 16,600,000 17,929,283

34,529,283 16,600,000 17,929,283

34,529,283 16,600,000 17,929,283

/2



土ィズ対策研究推進事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

位 :円

科 目
１
上 当年度 前年度 増 減

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

①受取国庫補助金

②一般会計より繰入

経常収益計  ‐

(2)経常費用

①事業費

リサーチレジデン ト給料手当

法定福利費

旅費交通費

印刷製本費

雑役務費

研究委託費

その他事業費

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

①国庫補助金返還額

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

360,980,000

476

422,829,000 ∠ゝ 61,849,000

476

360,980,476 422,829,000 △ 61,848,524

326,494,476

258,033,975

34,718,070

5,064,221

878,246

21,888,236

4,890,000

1.021,728

406,229,000

268,719,876

35,685,381

13,474,735

12,805,474

35,442,529

15,500,000

24,601,005

△ 79,734,524

△ 10,685,901

∠ゝ 967,311

△ 8,410,514

△ 11,927,228

∠ゝ 13,554,293

△ 10,610,000

∠ゝ 23,579,277

326,494,476 406,229,000 △ 79,734,524

34,486,000 16,600,000 17,886,000

0

34,486,000 16:600,000 17,886,000

34,486,000 16,600,000 17,886,000

△ 34,486,000 ∠ゝ  16,600,000 △ 17,886,000

0 0

0 0 0

0 0

0 0

′θ



エイX量重壁究整進事業特別会計財務諸表に関する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税等 の会計処理

消費税等 の会計処理は、税込方式によつている。

2.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 :円 )

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
買 借 対 熙 衣 上

の 記 載 区 分

享生労働科学研究費補助全 厚生労働省 360,980,000 360,980,000

合     計 360,980,000 360,980,000

3 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

″



日本エイズストップ基金特別会計貸借対照表

平成
"年

3月 31日 現在

:円

科 目 当年度 前年度 増 減

資産の部

1.流動資産

現金預金

前払金

一般会計勘定

流動資産合計

2 固定資産

(1)そ の他固定資産

電話加入権

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

一般会計勘定

戦略研究会計勘定

流動負債合計

負債合計

正味財産の部

1 指定正味財産

2.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

54,932,066

24,000

3,866,144

46,712,390

200,000

8,219,676

△  176,000

3,866,144

58,822,210 46,912,390 11,909,820

144,000 144,000

144,000 144,000

144,000 144,000 0

58,966,210 47,056,390 11,909,820

1,145

12,319,270

2,950

12,319,270

1,145

△ 2,950

0

12,320,415 12,322,220 △ 1,805

12,320,415 12,322,220 △ 1,805

46,645,795 34,734,170 11,911,625

46,645,795 34,734,170 11,911,625

58,966,210 47,056,390 11,909,820

/」



発i

_                    ン

'日本エイズス トップ基金特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで     ´

単位 :

目科 当年度 前年度 増  減

一般正 味財産増減の部

.経常増減 の部

(1)経常収益

①受取寄付金

受取寄付金

募金収益

②雑収益

経常収益計

(2)経常費用

①事業費

給料手当

法定福利費

消耗品費

印刷製本費

賃借料

助成金

その他事業費

②一般会計への繰出額

経常費用計

当期経常増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

40,673,645

40,546,364

127,281

420

5o,753,404

56,452,974

300,430

10,293

△ 16,079,759

△ 15,906,610

∠ゝ  173,149

△ 9,873

40,674,065 56,763,697 △ 16,089,632

28,389,124

5,168,292

799,336

4,246,349

10,080,000

1,530,710

5,980,000

584,437

373,316

40,185,808

13,421,192

885,465

282,292

17,818,500

2,400,000

4,000,000

1,378,359

173,900

△  11,796,684

△  8,252,900

∠ゝ  86,129

3,964,057

∠ゝ  7,738,500

∠ヽ  869,290

1,980,000

∠ゝ  793,922

199,416

28,762,440 40,359,708 △  11,597,268

11,911,625 16,403,989 △  4,492,364

11,911,625 16′ 403,989 △ 4,492,364

34,734,170 18,330,181 16,403,989

46,645,795 34,734,170 11,911,625

46,645,795 34,734,170 11,911,625

/∂



1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつている。

2.関連当事者 との取引の内容

該当事項はない。

/フ



エイズ対策戦略研究事業特別会計貸借対照表

平成22年 3月 31日 現在
:円

科 目 当年度 前年度 増 減

資産の部

1.流動資産

ス トップ基金会計勘定

一般会 計勘定

流動 資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

流動負債合計

負債合計

正味財産 の部

1_指定正味財産

2.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

12,319,270

1,730

12,319,270

1,730

C

C

12,321,000 12,321,000 C

12,321,000 12,321,000 C

12,321,000 12,321,000 C

12,321,000 12,321,000 C

12,321,000 12,321,000 C

12,321,000 12,321,000

/θ



エイズ対策戦略研究事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 当年度 前年度 増 減

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

①受取国庫補助金

②雑収益

③一般会計からの繰入額

経常収益計

(2)経常費用

①事業費

給料手当

臨時雇賃金

法定福利費

旅費交通費

消耗品費

印刷製本費

賃借料

諸謝金

雑役務費

委託費

その他事業費

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

①国庫補助金返還額

経常外費用計

当期経常外増減額
i 

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

170,000,000

24,844

300,000,000

87

974

∠ゝ  130,000,000

∠ゝ 87

23,870

170,024,844 300,001,061 ∠ゝ  129,976,217

170,024,844

56,715,286

5,095,401

7,686,462

3,772,650

1,717,942

3,171,380

3,864,474

8,157,975

59,049,463

20,000,000

793,811

289,986,061

58,789,035

11,280,427

10,189,431

4,384,360

2,754,049

9,744,715

8,276,959

10,391,220

153,101,228

20,000,000

1,074,637

∠ゝ  119,961,217

△ 2,073,749

△ 6,185,026

∠ゝ 2,502,969

△  611,710

△  1,036,107

△ 6,573,335

△ 4,412,485

△ 2,233,245

∠ゝ  94,051,765

0

△ 280,826

170,024,844 289,986,061 ∠ゝ  119,961,217

10,015,000 ∠ゝ  10,015,000

0 0

0 10,015,000 △ 10,015,000

0 10,015,000 ∠ゝ 10,015,000

0 ∠ゝ 10,015,000 10,015,000

0 0 0

0 0 0

C 0 0

C 0

/θ



,エイズ対策戦略研究蔓業特別会計財務諸表に関する注記

1 重 _2‐ な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつている。

2.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高はミ次のとおりである。

(単位 :円 )

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
買 借 薄 照 表 上

の記載区分

厚生労働科学研究費補助金 厚生労働省 170,000,000 170,000,000

合    計 170,000,000 170,000,000

3 関連当事者 との取引の内容

該当事項はない。

2θ



水道橋三崎町クリニック特別会計貸借対照表

平成22年3月 31日 現在

(単位 :円 )

科 目 当年度 前年度 増 減

資産の部

1 流動資産

現金預金

未収金

前払金

立替金

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

(1)そ の他固定資産

什器備品

ソフ トウェア

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1 流動負債

未払金

一般会計勘定

流動負債合計

2 固定負債

負債合計

正味財産の部

1.指定正味財産

2.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

30,000

445,837

11,940

2,500

800

△ 30,000

△ 445,837

△ 11,940

△ 2,500

∠ゝ  800

491,077 ∠ゝ 491,077

一
　

一

14,218,304

2,068,949

△ 14,218,304

∠ゝ  2,068,949

16,287,253 ∠ゝ 16,287,253

16,287,253 △  16,287,253

16,778,330 △  16,778,330

一
　

一

278,293

10,307,896

△ 278,293

△  10,307,896

10,586,189 △ 10,586,189

10,586,189 △  10,586,189

0 6,192,141 △ 6,192,141

0 6,192,141 △ 6,192,141

0 16,778,33C △  16,778,330

Z7ノ



水道橋三崎町クリ手ツク特別会計正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 当年度 前年度 増 減

一般正味財 産増減の部

1.経常増減 の部

(1)経常Jy_益

①医業収益

経常収益計

(2)経常費用

①事業費

医業費用

臨時雇賃金

減価償却費

賃借料

委託費

医療材料費

雑役務費

その他医業費

経常費用計

当期経 常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

一般会計 からの繰入額

経常外収益計

(2)経常外費用

①固定資産会計間移動額

②固定資産除却損

経常外 費用計

当期経 常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

1,744,837 6,963,777 △ 5,218,940

1,744,837 6,963,777 △ 5,218,940

4,830,657

4,830,657

2,411,735

1,462,899

426,092

17,525

263,550

248,856

11,831,017

11,831,017

2,683,272

2,504,826

2,400,000

2,216,234

573,805

707,910

744,970

△ 7,000,360

△ 7,000,360

∠ゝ  271,537

△ 1,041,927

△ 2,400,000

△ 1,790,142

△ 556,280

△ 444,360

△ 496,114

4,830,657 11,831,017 △ 7,000,360

△ 3,085,820 ∠ゝ 4,867,240 1,781,420

11,718,033 11,718,033

11,718,033 11,718,033

8,616,944

6,207,410

一
　

一

8,616,944

6,207,410

14,824,354 14,824,354

△ 3,106,321 ∠ゝ 3,106,321

∠ゝ 6,192,141 △  4,867,240 △ 1,324,901

6,192,141 11,059,381 △ 4,867,240

0 6,192,141 △ 6,192,141

0 6,192,141 △ 6,192,141

″



2

重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産  定額法 (リ ース資産を除く)

② 無形固定資産  定額法 (リ ース資産を除く)

なお自己利用のソフ トウェアについては当財団内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法

を採用 している。

(2)消費税等の会計処理

tiS費税等の会計処理は、税込方式によっているL

関連当事者 との取引の内容

該当事項はない。

23



同性愛者等に対するHIV/エイズ予防対策事業特別会計
正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 金  額

一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1)経常収益

①受取委託金

②雑収益

③一般会計からの繰入額

経常収益計

(2)経常費用

①事業費

給料手当

臨時雇賃金

法定福利費

旅費交通費

消耗品費

賃借料

諸謝金

雑役務費

その他事業費

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

①固定資産会計間移動額

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

45,743,000

130

169,631

45,912,761

7,864,411

3,661,125

1,003,374

1,365,200

5,693,554

16,357,470

1,542,250

1,709,631

2,845,810

42,042,825

3,869,936

C

3,869,936

3,869,936

△  3,869,936

″



1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

π



財 産 目 録

平成22年 3月 31日 現在
:円

目科 額金

資産の部

1.流動資産

現金預金        1
現金手許 有高

普通預金

みず ほ銀行本店

三井住友銀行本店

三菱東京 llF」銀行麹町支店

三菱東京

『

」銀行ネ申保町支店

日本郵政公社           |
未収金 (基本財産未収利息)

前払金 (4月 分事務所賃借料)

前払費用 (大阪検査センター賃料H224～H23.2)

(リ ース資産前払利息H224～ H25.12)

仮払金 (社会保険料仮払)

流動資産合計

2 固定資産

(1)基本財産

普通預金 三菱東京UF」銀行神保町支店

定期預金 みずほ銀行本店

定期預金 三菱東京UF」銀行神保町支店

投資有価証券 lvlLパ ワーリバースコール債3309(1口 )

blLパ ワーデュアルコール債3409(1口 )

MLパ ワーリバース債3601(1口 )

MLパワ‐リバ,ス債3603-3(1口 )

第76回利付国債 (5年 )(1口 )

基本財産合計

(2)特定資産

退職給付引当資産 (みずほ銀行本店 )

ティーンエージャー事業積立預金 (みずほ銀行本店)

特定資産合計

(3)そ の他 固定資産

什器備 品 (事務所パーティシ ョン他 )

大阪検査センター事業什器備品

コミュニティセンター事業什器備品

電話加入権

ソフ トウェア (電子カルテシステム他 )

保証金 (事務所賃借保証金)

リース資産 (カ ラー複合機)

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

127,986

103,012,228

100,748,786

691,324

977,217

480,885

114,016

1,589,359

71,177

18,413,351

91,108

80,652

123,385,861

645,080,027

92,203

100,000,000

99,680,000

20,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

100,227,797

521,694,166

450,000,000

28,687,385

470,763

29,158,148

12,293,935

15,703,937

3,411,879

332,584

1,860,197

5,604,320

3.329,166

42,536,018

2θ



Ⅱ 負f_tの部

1 流動負債

未払金

研究推進事業国庫補助金返還分

戦略研究事業国庫補助金返還分

3月 分社会保険料事業主負担分

3月 分臨時雇賃金

大阪検査センター共益費他

未払費用 (平成22年度夏季手当当期分)

未払消費税

預 り金

源泉徴収税預 り金

地方税預 り金

社会保険料預 り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給付引当金

リース債務

固定負債合計

負債合計

正味財産

34,486,000

12,321,000

3,661,601

1,660,828

1,430,275

4,759,468

2,978,748

1,356,377

1,209,600

3,584,578

28,687,385

3,449,250

67,448,475

99,585,110

32,136,635

545,494,917
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貸 借 対 照 表 総 括 表

平成22年 3月 31日 現在

科 一 般 会 1‐

麻
珈芽
到一一］

工
市研
薙

´
ハ
コ

４
基ル

＾
ト

ロ
ス

本
当
ハ
誠『疇罐

４
略

上

戴̈
パ
」

内部取引消去 ハ
ロ 計

資産の部

1 流動資産

■金預金

未収金

前払金

前払費用

他会計勘定

仮払金

流動資産合計

2 固定資産

(1)基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

基本財産合計

(2)特定資産

退職給付引当資産

ティーンエージャー事業積立預金

特定資産合計

(3)そ の他固定資産

什器備品

リース資産

電話加入権

ソフ トウェア

保証金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1 流動負債

未払金

未払費用

未払消費税

預 り金

他会計勘定

流動負債合計

2 固定負債

退職給付引当金

リース債務

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

1 指定正味財産

寄ylf金

指定正味財産合計

(う ち基本財産への充当額 )

(う ち特定資産への充当額)

2 -般 正味財産

(う ち基本財産への充当額 )

正味財産合計
名 椿 π パ T藤 計 藩 合 ヨ+

Ⅲ

13,679,341

1,589,359

47,177

18,504,459

80.652

34,523,807

476

54,932,066

24100C

3,866,1引 12,321,00〔 ∠ゝ 16′ 187,62(

103,140,214

1,589,359

71,177

18,504,459

0

80,652

33 900 988 34.529,28: 58,822.21C 12,321.000 ∠ゝ 16.187,620 1231385 861

92,203

199,680,000

250 227 797

一　

二

一　

一　

一

一　

一　

一

一　

一　

一

92,203

199,680,000

250 227.797

450 000 000 0 450.000,00(

28,687,385

470,763

一　

一

一　

一

一　

一

28,687,38〔

470,76〔

29 158 148 0 29.158.14〔

31′ 409,751

3,329,166

188,584

1,860,197

5,604,320

一
　

一　

∝

　

一
　

一

31,409,751

3,329,166

332,584

1,860,197

5,604,32C

42.392,018 144,00C 42.536.018

521.550,166 144,000 521 694 16C

555 451 154 34 529 28〔 R8 966 21r 2 3,1 00( △ 16 187 62( 645 080 027

1,055,251

4,759,468

109,368

14′ 672,960

3 868 350

34,503,558

25,725

1,145

12.319.270

12,321,00C 5,678,75C

2,869,38C

∠ヽ 8,548,13C

∠ゝ 16 187 62C

53,559,704

4,759,468

2,978,74ε

6,150,555

24 465 397 34.529.233 12,320,415 12.321,00C ∠ゝ  16.187.62C 67 448 475

28,687,385

3,449,250

一
　

一

一
　

一

28,687,385

3 449 250

32 136.635 0 32,136,635

56,602,032 34 529.283 12.320,41 12.321.00C ∠ゝ 16.187.62C 99.585,110

30,470,763 30 470 76〔

30,470,763

(30,000,000)

(470,763)

一
の

ω

(0)

(o)

(0)

(o)

30,470,763

(30,000,000)

(4632201)

468,378,35:

(420,000,000)

0

(o)

46,645,79[

`o)

515,024,154

``2の

 oo0 00o)

498,849,122 46 645 79[ 0 545 494 917

555 451 34 529 28〔 58 966 21 12 321 000 ∠ゝ 16 187 62C 645 080 027 29-′θ              l

|



正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで
:円

科 般  会  計

予
事

会

スイ
策

酬

工
対

娃 「時』
ィ
究
男

工
研
特

ス

金

副
エィれ会

本

卜

男

日

ス
特

卵

業

割「い」
ィ

略

男

工
戦

特

町

ク

引

崎

ツ

昨

二
』

道

り

男

水

ク
特

同性愛者等に対す る

HIV/エ イズ予 防

対策 事 業 特 別 会 言1

内部取引消去 合 計

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

基本財産運用益

事業収益

受取補助金等

受取寄付金

雑収益

他会計からの繰入額

経常収益計

(2)経常費用

事業費

管理費

他会計への繰出額

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経 常外収益

一般会計からの繰入額

固定資産会計問移動額

過払い賃借料返還額

過年度未払費用戻入額

経常外収益計

(2)経常外費用

受取補助金等返還額

クリニック特別会計への操出額

固定資産会計間移動額

雑損失

経常外費用計

当/Jl経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

受取寄附金

受取民間助成金

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財彦期末残高

正味財産期末残高

6,628,885

18,246,814

1,870,188

1,830,870

301,720,000

400,884

360,980.000

一
　

７ ６

一
　

一
　

一

40,673,645

420

一
　

一

170,000,000

24,844

1,744,837

45,743,000

130

169,631 △ 2,426,705

6,628,885

1,744,837

878,443,000

58,920,459

1,870,738

0

28,576,757 302,120,884 360,980.476 40,674,065 170,024,844 1,744,837 45,912,761 △ 2,426,705 947,607,91〔

60,133,65乏

3,735,06(

595,83:

302,120,884 326.494.476 28,389,124

373,316

170,024,844 4,830,657 42,042,825 △ 1,457,554

∠ゝ 969, 151

932.578,908

3,735,063

64,464,55( 302,120,884 326,494,476 28,762,440 170.024 844 4,830,657 42,042,825 △ 2,426,705 936,313,971

∠ゝ 35,887,79〔 0 34,4861000 11,911,625 △ 3,085,820 3,869,936 0 11,293,94〔

12,486,880

5,633,712

874.824

11,718,033 ∠ゝ 11,718,033

△ 12,486,880

5,633,712

874,824

18.995.41( 0 11,718,033 0 ∠ゝ 24,204,91 6,508,53(

11,718,033

548.905

34,486,000

3,616,944

6.207.410

3,869,936

∠ゝ 11,718,033

△ 12,486,880

34,486,000

C

C

6,756.315

12,266,938 34,486,000 0 14,824,354 3,869,936 △ 24,204,913 41,242,31

6.728.478 △ 34,486,000 ∠ゝ  3,106.321 4ゝ  3,869,936 0 △  34,733,779

△ 29,159,315 0 11,911,625 △ 6.192.141 0 ∠ヽ  23,439.831

497,537,674 34,734,170 538,463,985

468,378,359 46,645,795 0 515,024,154

3,980, 148

3,905,369

△ 12,046,955

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

3,980,148

3,905,369

∠ゝ 12,046,955

△ 4,161,438 0 0 △ 4.161,438

34,632,201 34,632,201

30,470,763 30,470,763

498,849,122 46,645,795 545,494,917

θ/～″



キャッシュ 0フ ロー計算書

平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

単位

目科 当年度 前年度 増 減

事業活動 によるキャッシュ・フロー

1.当期一般正味財産増減額

2.キャッシュ・フローヘの調整額

①減価償却額

②有形固定資産除去,額

③退職給付引当金の増減額
・④受取利′息

⑤支払禾」息

④未収金の増減額

⑤前払金の増減額

⑥貯蔵品の増減額

⑦立替金の増減額

③仮払金の増減額

⑨未払金の増減額

⑩預り金の増減額

⑪未払費用の増減額

⑭指定正味財産からの振替額

⑮利息の受取額

⑩利息の支払額

小  計

3.指定正味財産増力日収入

①寄附金等収入

指定正味財産増カロ収入計

事業活動によるキャッシュ。フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

1.投資活動収入

①退職給付引当資産取崩収入

②積立預金取崩収入

③保証金返還収入

④長期前払資産取崩収入

投資活動収入計

2.投資活動支出

①退職給付引当資産取得支出

②積立預金繰入支出

③什器備品購入支出

④基本財産取得支出

⑤保証金支出

投資活動支出計

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ フロー

1.財務活動支出

① リース債務支出

財務活動によるキャッシュ 。フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

V 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

△ 23,439,831

6,105,485

6,539,783

1,536,610

∠ゝ  6,634,129

75,265

4,324,971

2,372,090

11,270

501,500

∠ゝ  79,852

16,922,548

3,361,929

∠ゝ  874,824

△  12,046,955

5,044,770

∠ゝ  75,265

7,518,593

5,571,319

4,128,835

△ 8,325,298

15,561

△  1,651,084

∠ゝ  17,940

36,430

500

800

22,401,692

△ 3,451,034

∠ゝ  31,698

△ 44,117,160

6,419,749

∠ゝ  30,958,424

534,166

6,539,783

△  2,592,225

1,691,169

59,704

5,976,055

2,390,030

∠ゝ  25,160

501,000

△  80,652

△ 5,479,144

6,812,963

△ 843,126

32,070,205

△  1,374,979

∠ゝ  75,265

27,085,196 ∠ゝ 19,019,32〔 46,104,524

7,885,517 24,092,870 △  16,207,353

7,885,517 24,092,870 ∠ゝ  16,207,353

11,530,882 12,592,135 △  1,061,253

1,423,800

12,046,955

12,171,840

8,369,705

1,798,800

44,266,778

∠ゝ  375

∠ゝ  32,219

12,171

8,369

０

　

２

　

４

　

０

34,012,300 46,065,578 ∠ヽ  12,053,278

2,960,410

7,885,517

5,399,380

65,085

5.584,320

5,927,635

24,242,488

15,227,650

27,118

△ 2,967,225

∠ゝ  16,356,971

∠ゝ  9,828,270

37,967

5,584,320

21,894,712 45,424,891 ∠ゝ  23,530,179

12,117,588 640,687 11,476,901

919,800

∠ゝ 919,800

229,95C

∠ゝ 229,95C

689,850

△ 689,850

22,728,670 13,002,872 9,725,798

80,411,544 67,408,672 13,002,872

103.140.214 80,411,544 22,728,67C

注)資金の範囲  資金の範囲には、現金 含めている
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一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

目科 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

基本財産運用収入

寄付金収入

雑収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①事業費支出

国際会議等開催事業費支出

大阪検査センター事業費支出

ティーン助成事業支出

人件費支出

経費支出

事務所改装工事費支出

②管理費支出

人件費支出

経費支出

③他会計繰入支出

④その他事業活動支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1.投資活動収入

①積立預金取崩収入

②退職給付引当資産取崩収入

③保証金返還収入

④他会計繰入収入

⑤その他固定資産取崩収入

投資活動収入計

2.投資活動支出

①基本財産取得支出

②退職給付引当資産取得支出

③積立預金繰入支出

④什器備品購入支出

⑤保証金支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1.財務活動収入

2.財務活動支出

①リース債務返済支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

6,300,000

34,085,000

7,504,000

6,693,970

14,085,376

7,503,900

∠ゝ  393,970

19,999,624

100

事業指定寄付金の入
金が遅れたため

47,889,000 28,283,246 19,605,754

52,843,000

65,000

32,200,000

4,900,000

1,060,000

8,740,000

5,878,000

5,479,000

2,167,000

3,312,000

11.711.000

53,093,731

64,528

32,477,627

4,929,237

970,340

8,860,903

5,791,096

3,720,964

742,602

2,978,362

12,313,868

216,532

∠ゝ  250,731

472

∠ゝ  277,627

∠ゝ  29,237

89,660

∠ゝ  120,903

86,904

1,758,036

1,424,398

333,638

∠ゝ  602,868

∠ゝ  216,532

退職金を事業費によ
り支出したため

70,033,000 69,345,095 687,905

△ 22,144,000 △ 41,061,849 18,917,849

28,480,000

12,172,000

1,415,000

8,370,000

12,046,955

1,423,800

12,171,840

1,830,870

8,369,705

16,433,045

△ 1,423,800

160

∠ゝ  415,870

295

退職者があつたため

50,437,000 35,843,170 14,593,830

3,000,000

27,885,000

1,530,000

5,584,000

65,085

2,960,410

7,885,517

1,529,444

5,584,320

∠ゝ  65,085

39,590

19,999,483

556

△ 320

37,999,000 18,024,776 19,974,224

12,438,000 17,818,394 ∠ゝ 5,380,394

0

920,000

0

919,800

△ 920,000 △ 919,800 △ 200

∠ゝ 10,626,000 △ 24,163,255 13,537,255

33,599,000 33,598,846

22,973,000 9,435,591 13,537,409

34



「

般会計収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲 には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預 り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、前期 末及び当期末残高は下記 2に記載するとお りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 :円 )

科   目 前期末残高 当期末残高

現金預金

未収金

前払金

前払費用

貯蔵品

有価証券

他会計勘定

立替金

仮払金

未払金

未払費用

預 り金

他会計勘定

未払消費税

A
計

△
計

13,622,164

2,814,049

503,942

20,231,844

11,270

3,446,990

10,310,846

499,000

13,679,341

1,589,359

47,177

18,504,459

一　

　

一　

　

一
　

５２０８

51,440,105 33,900,988

868,481

5,634,292

11,336,756

1.730

1,055,251

4,759,468

14,672,960

3,868,350

109.368

17,841,259 24,465,397

次期繰越収支差額 33,598,846 9,435,591

θJ



科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

I 事業活動収支の部

1.事業活動収入

①エイズ予防対策委託事業収入

②一般会計繰入収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①エイズ予防対策事業費支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

301,720,000 301,720,000

400,884

0

△ 400,884

301,720,000 302,120,884 △ 400,884

301,720,000 302,120,884 △ 400,884

301,720,000 302,120,884 △ 400,884

0 0

0

0 0

0 0

エイズ予防対策事業特別会計収支計算書

平成21年 4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

エイズ予防対策事業特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0である。

″



エイズ対策研究推進事業特別会計収支計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

エイズ対策研究推進事業特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金 、未払費用、預 り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0で ある。

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

①エイズ対策研究推進事業補助金収入

②一般会計繰入収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①エイズ対策研究推進事業ネ甫助金支出

②エイズ対策研究推進事業補助金返還支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

360,980,000 360,980,000

476

0

△  476

360,980,000 360,980,476 △ 476

360,980,000 326,494,476

34,486,000

34,485,524

△ 34,486,000
研究者の中途退職、
事業中止等のため

360,980,000 360,980,476 △ 476

0 0

0 0

0 0

0 0

θア



日本エイズストジプ基金特別会計収支計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

目科 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

①寄付金収入

②雑収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①事業費支出

助成配分事業費支出

アリコHIV啓発普及事業費支出

人件費支出

経費支出

②一般会計繰入支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

39,135,000

1,000

40,673,645

420

△ 1,538,645

580

39,136,000 40,674,065 △ 1,538,065

29,311,000

5,980,000

14,280,000

6,932,000

2,119,000

412,000

28,389,124

5,980,000

14,280,000

5,967,628

2,161,496

373.316

921,876

0

0

964,372

△ 42,496

38.684

29,723,000 28,762,440 960,560

9,413,000 11,911,625 △ 2,498,625

9,413,000 11,911,625 △ 2,498,625

34,590,000 34,590,170 △ 170

44,003,000 46,501,795 △ 2,498,795

θθ



1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記 2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 :円 )

科   目 前期末残高 当期末残高

現金預金

前払金

一般会計勘定

合

未払金

一般会計勘定

戦略研究会計勘定

合

46,712,390

200,000

54,932,066

24,000

3,866,144

46,912,390 58,822,210

2,950

12,319,270

1,145

12,319,270

12,322,220 12,320,415

次期繰越収支差額 34,590,170 46,501,795

″



エイズ対策戦略研究事業特別会計収支計算書

平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

エイズ対策戦略研究事業特別会計収支計算書に関する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預 り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0で ある。

科 目 予 算 額 決 算 額 増  減 備  考

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

①エイズ対策戦略研究事業補助金収入

②一般会計繰入収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①エイズ対策戦略研究事業支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

170,000,000 170,000,000

24,844

0

△ 24,844

170,000,000 170,024,844 △ 24,844

170,000,000 170,024,844 △ 24,844

170,000,000 170,024,844 △ 24,844

0 0

0 0

0 0 0

0 0

イθ



水道橋三崎町クリニック特別会計収支計算書

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

水道橋三崎町クリニック特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預 り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

I 事業活動収支 の部

1 事業活動収入

①医療事業収入

②一般会計繰入収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①医療事業費支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

1,745,000

11,711,000

1,744,837

11,718,033

163

∠ゝ 7,033

13,456,000 13,462,870 △ 6,870

3,361,000 3,367,758 △ 6,758

3,361,000 3,367,758 △ 6,758

10,095,000 10,095,112 ∠ゝ  112

10,095,000 10,095,112 ∠ゝ  112

△  10,095,000 △ 10,095,112

C 0 0

イ/



科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

①同性愛者等に対するエイズ予防対策
委託事業収入

②雑収入

③一般会計繰入収入

事業活動収入計

2 事業活動支出

①同性愛者等に対するエイズ予防対策
委託事業収入

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

45,743,000 45,743,000

130

169,631

0

△ 130

∠ゝ  169,631

45,743,000 45,912,761 ∠ゝ  169,761

45,743,000 45,912,761 ∠ゝ  169,761

45,743,000 45,912,761 △  169,761

0 C

0

0

0

1司性愛者等に対するHIV/エ イズ予防対策事業特別会計
収支計算書

平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

V/エノrズ

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、立替金、他会計勘定、

仮払金、未払金、未払費用、預り金、未払消費税及び短期借入金を含めている。

なお、当期末の次期繰越収支差額は、0で ある。

収支計算書に対する注記

″



収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 般

予

事

（

ズイ

策

剛

工
対

曇 「中』

ィ

究

男

工

研

特

】

鳩

会

本

卜

〓

日

ス
特

蘇

業

計「い」
ィ

略

月

工
戦

特

町

ク

計い一峰
遣

′

月

水

ク
特

同性愛者等 に対す る

HIV/エ イ ズ予防

対策 事 業 特 別 会 計

内部取引消去 計

1 事業活動収入

基本財産運用収入

事業収入

委託費収入

補功金収入

寄付金収入

雑収入

他会計繰入収入

事業活動収入計

2 事業活動支出

事業費文出

管理費支出

他会計繰入支出

その他事業活動文出

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1 投資活動収入

特定資産取崩収入

他会計繰入収入

保証金返還収入

その他固定資産取崩収入

投資活動収入計

2 投資活動支出

基本財産取得支出

退職給付引当資産取得支出

積立預金繰入支出

什器備品購入支出

保証金支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1 財務活動収入

2 財務活動支出

リース債務返済支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

6,693′ 970

14,085,376

7,503,900

301,720,000

400,884

360,980,000

476

40,673,645

420

170,000,000

24,844

l 744,837

718,033

一　

　

一
　

〇 ０

　

一

　

一

45,743,

130

1691631 ∠ゝ 12,313,868

6,693,970

1,744,837

347,463,000

5301980,000

541759,021

7.504,450

0

28,283,246 302,120,884 360,980.476 40,674,065 170,024.844 13,462,870 45,912,761 △ 12,313,868 949,145,278

53,093,731

3,720,964

12,313,868

216.532

302.120,884 360,980,476 28,389,124

373,316

170,024,844 3,367,758 45)912,761 ∠ゝ 1,457,554

∠ゝ 12,687,184

962,432,024

3,720,964

0

216.532

69,345,095 302,120,884 360,980,476 28,762,440 170,024,844 3,367,758 45,912,761 ∠ゝ 14,144,738 966,369,520

△ 41.061.849 0 11.911,625 10,095,11 1,330,870 △ 17.224,242

13,470,755

1,8301870

12,171,840

8,369,705

△ 1,830,870

13,470,755

0

12,171,340

81369,705

35,843,170 0 0 △ 1,830,870 34.012,300

65,085

2,960,410

7,885,517

1,529,444

5,584,320

085

2,960,410

7,885,517

1,529,444

5.584.320

18,024,776 0 0 18,024,776

17,818,394 0 0 ∠ゝ 1,830,870 15,987,524

L

9191800

0 0 0 0

919.800

△ 919′ 800 0 0 ∠ゝ 919,800

∠ゝ 24,163,255 0 11,911,62〔 10,095,112 ιゝ 2,156,518

33,598,846 0 34,590, 17( △ 10,005. 112 58,093,904

9.435.591 0 46.501,79〔 0 55.937.386



平成 22年度活動方針

(組織体制の強化)

1.新公益法人制度への迅速な移行

平成 20年 12月 1日 に新公益法人制度が施行され、21年 3月 の理事会・評議員会に

おいて、税制の優遇措置が受けられる「公益財団法人」への移行を目標とすることを決

議した。平成 22年度中の認定が得られるよう組織体制を強化し、早期の申請及び認定

取得後の速やかな登記、移行手続きを行う。特に、年度途中の旧組織の決算及び新組織

の予算、ガバナンス体制の下での運営、新会計基準に沿つた経理などに配慮する。

2.組織体制の効率化

費用対効果の測定を基に注力する活動やその実施方法などを検討し、効率的な組織運

営につなげる。

3.イ ンターンやボランティアとの協力強化

インターンやボランティアの制度を作成し、それぞれの興味や能力に合った形で当財

団の活動に参加できる機会を提供し、継続的な協力が得られるよう検討する。

(財政基盤の整備 )

1.寄付金拡大のための募金活動

企業や個人の HIV/AIDS予防活動への参画を図ることを目的に、企業 とのパー トナ

ーシップの強化 と定期的な支援者の拡大に注力す る。

2.部門間の連携強化

特定事業に対するマッチング寄付の確保、及び一般寄付を増やすための施策について、

各部門が協力 して計画 。実施をする。



平成 22年度 事 業計画

(会議開催予定)

。第 48回理事会 。第 49回評議員会

。第 49回理事会 。第 50回評議員会

。評議員選定委員会

。第 18回 日本エイズス トップ基金運営委員会

。平成 22年度エイズ予防のための戦略研究運営委員会他

。平成 22年度血液凝固異常症全国調査運営委員会 (第 1回 )

・平成 22年度血液凝固異常症全国調査運営委員会 (第 2回 )

。平成 22年度エイズ治療拠点病院地域別病院長会議

・平成 22年度 「世界エイズデー」ポスターコンクール

第 1次審査会

第 2次審査会

。平成 22年度エイズ対策研究推進事業運営委員会

(一般会計 事業計画)

平成 22年 6月

平成 23年 3月

平成 22年 5月

平成 22年 6月

随 時 開 催

平成 22年 5月

平成 23年 3月

平成 23年 3月

平成 22年 9月

平成 22年 10月

平成 23年 3月

1.情報収集・提供事業

エイズに関する情報を収集 し、研究の助成及び知識の普及啓発に資する。

(1)日 本エイズ学会等の出席によりHIV/エイズに関する最新の情報を収集す る

第 24回 日本エイズ学会学術集会 。総会

会期 :11月 24日 ～ 26日

会場 :グ ランドプリンスホテル高輪 ザ・プ リンス サクラタワー東京

(2)ホームページによる情報提供事業

2.国際協力事業                          i
HIV/エイズに関する諸外国の情報を収集するとともに、海外の研修生の受入、海

外の関係諸団体 との連携 。交流の促進を図る。

3.大阪 HIV検査相談・啓発 。支援センター支援事業 (大阪検査センター事業)

HIV検査受検の促進等を図るため、厚生労働省疾病対策課の指導の下(平成 20年

3月 に開設 された大阪府 。大阪市の運営による大阪 HIV検査相談・啓発 。支援センタ

ー「chot cASTな んば」に対 してブリス トル 。マイヤーズ株式会社及び米国ブリス ト

ル 。マイヤニズ基金の寄付を受けて、財政的支援を行 う。施設の賃貸契約期間は平成



23年 2月 28日 までとして更新は行わない。事業の継続 を大阪府 。大阪市に実施 して

もらうための会議 (大阪府 ,大阪市・財団)を定期的に実施。

4.テ ィーンエージャー支援事業

ジョンソン 。エン ド・ジ ョンソン株式会社の寄付を受けて、高校生 。中学生を中心

とするティーンエージャーを対象としたHIV/エイズ予防啓発を目的とし、①ティー

ンエージャー自身が参画する活動、②ティーンエージャーを対象にした活動に継続し

て参加する指導者の育成活動への資金助成を行 う。

平成 20年度から開始した本事業の助成対象となる活動は、①ティーンエージャー

自身が参画する活動、②ティーンエージャーを指導 。支援する人たちによる活動、の

いずれかを満たすものであり、一団体あたり最大年間 100万円の資金助成を行 う。平

成 22年度は 3月 に公募、5月 に選考委員会にて助成先を選考。

(特別会計 事業計画)

5。 日本エイズストップ基金の運営

(1)エイズ患者・HIV感染者への支援等に取り組んでいるボランティア団体の行 う

事業に対し、事業資金の助成を行 う。助成対象事業は公募により、基金運営委員

会において決定する。平成 22年度は3月 に公募、6月 に助成の予定。

(2)ア リコジャパン、ア リコジャパン全国代理店会連合会、アボットジャパン、オ

カモ ト株式会社、ヤフー株式会社など、団体 。企業による会員 。社員等への日本

エイズス トップ基金の広報 。普及啓発

(3)各地域の国際ソロプチミス トによる募金協力、プロボクシング試合 (金子ボク

シングジム協力)会場、エイズチャリティ美術展 (ハー トアー トコミュニケーシ

ョン主催)会場等のイベント会場での募金活動の実施

(4)普及啓発事業

国民の各層にエイズに関する正しい知識の普及を図る。

①パンフレット、小冊子、啓発グッズ等を作成、企業や団体等を通 して広く国民

に配布。

②地域の祭事での募金 と普及啓発 (水戸神輿連合会の神輿祭など)や NGO団体

による地域のイベントによる募金と普及啓発 (浜松のオー トレース場等)



(国 :委託事業)

6.エイズ予防対策事業

(1)発症の予防及びまん延の防止

① 血液凝固異常症実態調査事業

血液製斉」を通じて HIVに感染 した血友病患者を中心に血液凝固異常症 (血

友病 A、 B、 類縁疾患等)の病態を把握し、HIVのみならず血液凝固異常症

の患者に及ぶ様々な障害について調査し、治療の向上と生活の質の向上に寄

与するために必要な情報を整理 し、研究者、臨床医等に提供する。

調査の運営に当たり、医療関係者及び血液凝固異常症の患者による「血液

凝固異常症全国調査運営委員会」を設置する。

② HIV感染者等保健福祉相談事業

HIVに感染した者及びその家族に対して、その社会的 。精神的な問題の解

決に寄与すること、また、HIV検査を通じた感染者の日常及びカウンセリン

グを効果的に実施 し、感染拡大の防止を図るため、より検査を受けやすい体

制を確保することを目的として、エイズ治療中核拠′点病院相談事業、HIV検

査 。相談事業、専門相談員による電話相談事業、電話自動応答システムによ

る情報提供事業の 4つを実施する。

エイズ治療中核拠点病院相談事業

1)相談員配置による相談事業

全国のエイズ治療中核拠点病院 (平成 21年度において 25機関)に相

談員を配置 し、感染者 。患者等からの各種保健福祉相談への対応、これ

らの者の心理的援助を行 う。

2)相 談員連絡会の開催

相談員間の情報交換・意見交換を通 し、感染者 。患者等にとつてより

良い相談体制を構築す るため、また、患者の移動に伴 う全国の状況を把

握することを趣 旨として相談員連絡会を開催する。

HIV検査 。相談事業

定期的な HIV検査を実施 して、検査の安定 した環境を提供するとともに、

HIV検査週間や世界エイズデーとタイ ミングを合わせて臨時の HIV検査

を実施する。

専門相談員によるフ リーダイヤル電話相談事業

HIVの検査相談場所に関する照会、HIV感染不安や検査結果待ちの不安

感からの相談が増加傾向にあるため、当財団内に電話相談室を設置し、援



助スキルの高い専門相談員によるフリーダイヤルの電話相談を実施する。

Ⅳ 」FAPエイズサポー トラインによるエイズ予防情報の提供事業

わが国に居住する外国人の増カロに伴 う質問への対応を行 うため、これま

での電話相談の蓄積を生かし、エイズの基礎知識、ボランティア活動など

約 40項 目について 8か国語で情報整備を図り、電話 自動応答システムで

24時間対応を行 う。

ボランティア指導者育成事業

エイズに関す る正 しい知識の普及啓発等を行 うボランティアの指導者等

(約 30人)を対象 として、心理学、公衆衛生学、資金調達等 を内容とする

研修を年 1回実施 し、応用的かつ実践的なプログラムを提供す ることにより、

NGO活動の強化及び横の繋が りの発展 。強化を図る。

相談員養成研修事業

エイズ感染者等保健福祉相談事業従事者、保健所 。医療機関等においてエ

イズに関する相談 。指導に従事する医師 。保健師・看護師、臨床心理士等を

対象 として、医学、心理学、法学、教育学等を内容 とする次の研修会を年 6

回開催する。

エイズ関係者の裾野を広げるための 「予防ケア入門編」研修 (東京 。広島)

と、「HⅣ 検査 。相談基礎編」研修 (東京)

実践技術の向上を支援するための「ケア合同応用編」研修 (東京)と 、「HⅣ

検査 。相談応用編」研修 (東京 )

外国人感染者の医療環境を整備するための 「通訳」研修 (東京 )

(2)医療の提供及び国際的な連携

⑤ エイズ治療拠′点病院医療従事者海外実地研修事業

地方ブロック拠点病院等の医師、歯科医師、看護師、検査技師等 (10人程

度)をエイズ診療の経験豊富な海外医療機関 (サ ンフランシスコ)に 2週間

程度派遣し、エイズに関する感染予防対策等の臨床実地実習、最新の医療技

術の習得に当たらせる。

⑥ エイズ治療拠点病院地域別病院長会議開催事業

エイズ治療拠点病院の各地域における実情に応じた対応が必要であるこ

とから、エイズ治療拠点病院の整備状況、今後の拠点病院の在 り方等につい

て意見交換を行 うことを目的として、厚生労働省が開催する「中央運営協議

③

④



会 」に時期を合わせて、エイズ治療ブロック拠点病院長会議 を開催する。

⑦ HIV診 療医師情報網支援事業

HIV感染症の臨床医等による情報網に対 して、情報の交換や医師等の交流

の連携 。強化を図るため、症例検討会や講演会の開催、ネ ッ トワーク紙の発

行 を行 う。

なお、支援対象とする情報網は、次のとおりである。

I 東北 HIv診療支援ネット

Ⅱ HIV感染症の医療体制構築を目指すネ ッ トワーク (新潟 )

Ⅲ 東海ブロックエイズ診療拠点病院連絡協議会

Ⅳ Jヒ陸 HIV臨床談話会

V関 西 HIV臨床カンファレンス

Ⅵ 岡山 HIV診療ネッ トワーク

Ⅶ 九州ブロックエイズ診療ネ ットワーク会議

Ⅷ Jヒ海道 HIV診療ネ ットワーク (仮名 )

③ エイ ズ国際会議研究者等派遣事業

国内研究者、NGO、 医療従事者等で下記の条件を満たすもの (20人程度 )

を第 18回 国際エイズ会議 (ウ ィーン)に 1週間程度派遣 し、各国関係者 と

の意見交換及びエイズに関する最新の知見を得ることにより(エイズ対策の

広範な充実、活性化を図る。

. I 会議での明確な公的役割があること。 (口 演等)

Ⅱ 会議の成果を国内に還元する具体的な計画があること。

Ⅲ 会議に参力日できる語学 (英語)力 があること。

Ⅳ 他機関か らの旅費等の補助を受けていないこと。

⑨ エイズ国際協力計画推進検討事業

近年、エイズ感染率の上昇がみられる東アジアの 2カ 国 (中 国、韓国)を

対象 として、エイズに関する現地調査、情報収集を行 う。

また、7月 に開催される国際平イズ会議 (ウ ィーン)において、東南アジ

ア地域の関係者と折衝、情報収集、意見交換を行 う。

(3)普及啓発及び教育

⑩ エイズ知識啓発普及事業

広 く国民にエイズに関する正しい知識の啓発普及を図るとともに、重点的



①

な啓発普及 が必要な青少年や同性愛者等に対し、個別に予防啓発を図るため

に次に掲げる各事業を実施する。

1 「世界エイズデー」のポスターデザインの募集 (ポ スターコンクールの

実施)

Ⅱ リーフレット等の作成 。配布

Ⅲ 出国時における啓発普及事業

Ⅳ 多角的な普及啓発事業

V 「HIV検査普及週間」「世界エイズデー」にあわせたエイズ予防啓発活動

Ⅵ 同性愛者 に対 し、HIWエイズに関する情報提供を行 うコミュニティセンタ

ーの設置 。運営

Ⅶ その他正 しい知識の普及のための事業

全国各地で開催されるイベン ト、シンポジウム、コンサー ト、講演会等

へのブース設置を行い、普及啓発を実施する。

エイズ予防情報センター事業

一般国民、医療関係者、エイズ患者 。感染者やその家族等に対し、インタ

ーネ ットを経由してエイズに関す る啓発等情報の提供を行 うことにより、

HIV/エイズの感染防止に寄与することを目的として、ホームページ「エイズ

予防情報ネ ット」 (API―Net)を整備、運用 し、各種エイズ関連情報を提供す

る。

青少年エイズ対策事業

性に関す る意思決定や行動選択に係 る能力の形成過程にある青少年 を対

象に、科学的根拠に基づいたエイズ予防事業を実施することにより、効果的

な普及啓発 の推進を図ることを目的として、次のエイズ予防事業を実施する。

I 保健所のエイズ対策担当者、小学校 。中学校 。高等学校の教育者・保健師

等を対象 とす る研修の実施

Ⅱ 上記研修 に基づいた授業等の実施依頼

Ⅲ エイズ予防事業の事後評価 と成果の発表

エイズ治療啓発普及事業

エイズ治療に関する最新の情報を整理・提供 し、エイズに対する差別・偏

見の軽減に寄与するためにエイズ関連総合情報誌 「エイズリポー ト」をエイ

ズ治療拠点病院、自治体、研究者、NGO等 に配布する:発行回数は年 2回

とし、編集委員会を設けて編集会議により、各号の企画・編集方針を決定す

る。

⑫

⑬



(国 :補助事 業)

7.エイズ対策研究推進事業

エイズ研 究、エイズ対策に関す る国際交流、若手研究者の育成を積極的に進めるこ

とにより、エイズの発症予防・治療等の研究推進に寄与する。

実施事業 の選考 。評価は、財団に設置 した 「エイズ対策研究推進事業運営委員会」

力`イテう。

(1)外国人研究者招へい事業

エイズ対策研究の分野で優れた研究を行つている外国人研究者を 2週間程度招へい

し、共同研 究、情報交流等を行 う。

(2)外国の研究機関等への委託事業

エイズ対策研究を実施するにあた り、外国の研究機関等で実施 した方が効率的な調

査、研究等 を外国の研究機関等に委託することによリエイズ対策研究を推進する。

(3)若手研 究者育成活用事業

将来のわが国のエイズ研究の中心となる人材を育成するため、若手研究者を募集 。

採用 し、大学 。研究機関等に派遣 して研究に参画 させる。

エイズの医療体制の整備 に関する研究者を全国のエイズ治療の地方ブロック拠点

病院等に派遣 し、研究を推進する。

(4)研究成果等普及啓発事業

エイズ対策研究の成果を普及啓発するために発表会の開催及び資料 。パンフレット

等の作成 を行 う。



8_エイズ予防のための戦略研究事業

「戦略研究」とは、わが国を支える多くの国民の健康を維持 。増進させるために、優

先順位の高い慢性疾患 。健康障害を標的として、その予防 。治療介入および診療の質

の改善介入等、国民の健康を守る政策に関連するエビデンスを生み出すために実施さ

れる大型の臨床介入研究であり、エイズ予防対策の更なる推進を図るため、平成 18

年度から「戦略研究 (エイズ予防のための戦略研究)」 が実施されている。

この研究は、5年以内に対象とする集団で HIV抗体検査を受ける人を 2倍に増やす

こと、およびエイズを発症する人を25%減 らすことを目標に「どのような介入が有効

であるかを検討する」ことが目的。平成 22年度は最終年度となる。

実施にあたつてはエイズ予防財団の木村理事長が主任研究者 となり財団内に運営

委員会、倫理審査委員会等の委員会と戦略研究推進室を設置し、研究課題のリーダー

をサポートする。

また、データ収集から統計解析データの作成等のデータマネジメント業務をデータ

センターとして国際協力医学研究振興財団に業務委託する。

I研究課題】 首都圏及び阪神圏の男性同性愛者を対象とした HⅣ 抗体検査の普及強

化プログラムの有効性に関する地域研究介入

(研究リーダー :名古屋市立大学 市りll誠一)
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一般会計収支予算書

(平成22年4月 1日 から平成23年3月 31日 まで)

活動収支の部
1,事業活動収入

基本財産運用収入

寄付金収 入

雑収入

事業活動収入計
2.事業活動支出

①事業費支出

普及啓発事業費支出

情報収集提供事業費支出

国際協力事業費支出

大阪検査センター事業費支出
ティー ンエージャー事業費支出

人件費支出

経費支 出

②管理費支出
人件費支出
経費支出

③他会計繰入支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入

①他会計繰入収入
②積立預金取崩収入

③保証金返還収入
④その他固定資産取崩収入

投資活動収入計
2.投資活動支出
①退職給付引当資産取得支出
②積立預金繰入支出
③什器備品購入支出
④保証金支出

投資活動支出計

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
短期借入金収入  ｀

2.財務活動支出
短期借入金返済支出
リース債務返済支出

財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額

(注 )

1.収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」 (平成17年3月 23日 公益法人

等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された 3区分の様式により作成

している。

2.借入金限度額 30,000,000円                            ′

3.債務負担額   なし

53,981

100

100

150

42,697
5,000

808

5,126

4,442

696

3,746

0

52,843

0

0

65

32,200

4,900

11,711

1,138

100

100

85

10,497

100

2ゝ 252
2ゝ 9,492
△ 1,037

△ 1,471

434
△ 11,711

△ 11,610

△ 44
804

△ 12,172

△ 8,370

△ 19,782

△ 9,811

△ 9,971
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予 算 額 前年度予算額 増  減 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

エイズ予防対策事業委託費収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①血液凝固異常症実態調査事業

②HIV感染者等保健福祉相談事業

③ボランティア指導者育成事業

④相談員養成研修事業

⑤エイズ治療拠点病院医療従事者海外実地研修事業

⑥エイズ治療拠点病院地域別病院長会議開催事業

⑦HIV診療医師情報網支援事業

③エイズ国際会議研究者等派遣事業

⑨エイズ国際協力計画推進検討事業

⑩エイズ知識啓発普及事業

⑪エイズ予防情報センター整備事業

⑫青少年エイズ対策事業

⑬エイズ治療啓発普及事業

⑭職員の設置

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1.投資活動収入

2.投資活動支出

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1.財務活動収入

短期借入金収入

2.財務活動支出

短期借入金返済支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

275,541 347,463 ∠ゝ 71,922

275,541 347,463 △

10,028

94,555

1,250

10,560

10,107

671

17,759

4,050

1,840

68,784

3,068

9,500

2,469

40,900

12,663

135,400

1,071

12,242

15,057

92

16,438

6,966

2,354

79,405

8,814

10,008

5,280

41,673

∠ゝ 2,635

△ 40,845

179

△ 1,682

△ 4,950

579

1,321

△ 2,916

△ 514

△ 10,621

△ 5,746

∠ゝ  508

△ 2,811

∠ゝ  773

275,541 347,463 ∠ゝ 71,922

0 0 0

0 0 0

0 C 0

ll 0

0

20, 000

20,000

0

20,000

20,000

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

エイズ予防対策事業特別会計収支予算書

(平成22年 1月 1日 から平成23年 3月 31日 まで)

(単位 :千円)

1.収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年 3月 23日 公益法人等の指導監督等に

関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2.今年度より「同性愛者等に対するHIV/エイズ予防啓発事業]が統合されたため、前年度予算額には同特別会計

額45,744千 円が含まれている。

3.借入金限度額   20,000,000円
4.債務負担額   なし
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科 目 予 算 額 前年度予算額 増  減 備  考

事業活動収支の部

1.事業活動収入

エイズ対策研究推進事業補助金収入
｀
事業活動収入計

2,事業活動支出

①外国人研究者招へい事業

②外国への研究委託事業

③若手研究者育成活用事業

④研究成果等普及啓発事業

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1.投資活動収入

2.投資活動支出

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1.財務活動収入

短期借入金収入

2.財務活動支出

短期借入金返済支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

382,023 360,980 21,043

382,023 360,98C 21,043

5,231

7,770

353,692

15、 330

4,130

7,580

328,270

21,000

1,101

190

25,422

∠ゝ 5,670

382,023 360,980 21,043

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

注

エイズ対策研究推進事業特別会計収支予算書

(平成22年4月 1日 から平成23年 3月 31日 まで )

(単位 :千円)

1.収支予算書は 「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月 23日  公益法人等
の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された 3区分の様式により作成 し

ている。

2.借入金限度額   50,000,000円
3.債務負担額   なし
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日本エイズ_ス トップ
)基

金特別会計収支予算書

(平成22年 1月 1日 4ヽ ら平成23年 3月 31日 まで)

(単位 :千円)

|

Fl~~三

科 目 予 算 額 前年度予算額 増  減 備  考

1 事業活動収支の部

■ 事業活動収入

寄付金収入

雑収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

①事業費支出

助成配分事業費支出

普及啓発事業費支出

国際協力事業費支出

ア リコHIV啓発普及事業費支出

人件費支出

経費支出

② 一般会計繰入支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1.投資活動収入

2.投資活動支出

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1.財務活動収入

2.財務活動支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

34,000

1

39,135

1

∠ゝ  5,135

0

34,001 39,136 △ 5,135

42,409

8,400

3,000

2,500

14,000

13,081

1,428

410

29,311

5,980

0

0

14,280

6,932

2,119

412

13,098

2,420

3,000

2,500

△ 280

6,149

△ 691

△ 2

42,819 29,723 13,09C

△ 8,818 9,413 ∠ゝ  18,231

C 0 C

0 C

0 C

0

0 0

0 0 0

△ 8,818 9,413 ∠ゝ  18,231

44,003 34,59C 9,413

35,185 44,003 ∠ゝ  8,818

(注 )

1.収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」 (平成17年 3月 23日 公益
法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式に
より作成している。

2.借入金限度額   0円
3.債務負担額   なし
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科 目 予 算 額 前年度予算額 増  減 備  考

事業活動収支の部

1 事業活動収入

エイズ対策戦略研究事業補助金収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

人件費

諸謝金

旅 費

庁 費

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

借料及び損料

会議費

賃金

雑役務費

委託費

事業活動支出計

事業活動収支差額

投資活動収支の部

1.投資活動収入

2.投資活動支出

投資活動収支差額

財務活動収支の部

1 財務活動収入

短期借入金収入

2.財務活動支出

短期借入金返済支出

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額    ,

次期繰越収支差額

170,000 170,000 0

170,000 170,000

59,413

8,500

7,000

75,087

3,387

5,500

1,000

6,300

900

7,000

51,000

20,000

65,614

16,092

3,283

65,011

8,100

2,800

560

5,650

368

5,433

42,100

20,000

△

△

6,201

7,592

3,717

10,076

4,713

2,700

440

650

532

1,567

8,900

0

△

170,000 170,00C 0

0 0

0 0

0 C

0 0

0

10,000

10,000

0

0

C

00C

10,00C

0

0 C

0 C

0 C

(

エイズ対策戦略研究事業特別会計収支予算書

(平成22年 4月 1日 から平成23年3月 31日 まで)

(単位 :千円)

1.収支予算書は 「公益法人会計における内部管理事項について」 (平成17年 3月 23日  公益法

人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示 された 3区分の様式により

作成 してい る。

2 借入金限度額   20,000,000円                    ヽ

3.債務負担額   なし
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